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○

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改

正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続
す
る
他
の
規
定
と
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
記
部
分
に
係
る
記
載

）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄

に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す

る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章

［
略
］

第
一
章

［
同
上
］

第
二
章

金
融
商
品
取
引
業
者
等

第
二
章

［
同
上
］

第
一
節

［
略
］

第
一
節

［
同
上
］

第
二
節

業
務

第
二
節

［
同
上
］

［
第
一
款
～
第
四
款

略
］

［
第
一
款
～
第
四
款

同
上
］

第
五
款

暗
号
等
資
産
関
連
業
務
に
関
す
る
特
則
（
第
百
四
十
六
条
の
三

第
五
款

暗
号
資
産
関
連
業
務
に
関
す
る
特
則
（
第
百
四
十
六
条
の
三
―

―
第
百
四
十
六
条
の
五
）

第
百
四
十
六
条
の
五
）

［
第
六
款
・
第
七
款

略
］

［
第
六
款
・
第
七
款

同
上
］

［
第
三
節
～
第
七
節

略
］

［
第
三
節
～
第
七
節

同
上
］

［
第
三
章
～
第
六
章

略
］

［
第
三
章
～
第
六
章

同
上
］

附
則

附
則

（
定
義
）

（
定
義
）
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第
一
条

［
略
］

第
一
条

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

こ
の
府
令
（
第
十
六
号
に
掲
げ
る
用
語
に
あ
っ
て
は
、
第
百
九
十
九
条
第
十

３

［
同
上
］

三
号
、
第
二
百
一
条
第
二
十
四
号
、
第
二
百
二
条
第
十
八
号
、
次
章
第
四
節
の

二
及
び
別
紙
様
式
第
十
七
号
の
二
か
ら
別
紙
様
式
第
十
七
号
の
六
ま
で
を
除
く

。
）
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

［
一
～
十

略
］

［
一
～
十

同
上
］

十
の
二

暗
号
等
資
産

法
第
二
条
第
二
十
四
項
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
暗

［
号
を
加
え
る
。
］

号
等
資
産
を
い
う
。

十
の
三
～
十
の
五

［
略
］

十
の
二
～
十
の
四

［
同
上
］

［
十
一
～
五
十

略
］

［
十
一
～
五
十

同
上
］

４

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

４

［
同
上
］

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

［
一
～
十
七

略
］

［
一
～
十
七

同
上
］

十
八

暗
号
資
産

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十

十
八

暗
号
資
産

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十

九
号
）
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
を
い
う
。

九
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
を
い
う
。

十
九

電
子
決
済
手
段

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す

［
号
を
加
え
る
。
］

る
電
子
決
済
手
段
を
い
う
。

二
十

暗
号
資
産
等

暗
号
資
産
又
は
電
子
決
済
手
段
を
い
う
。

［
号
を
加
え
る
。
］

（
外
国
通
貨
又
は
暗
号
資
産
等
の
換
算
）

（
外
国
通
貨
又
は
暗
号
資
産
の
換
算
）

第
三
条

法
、
令
又
は
こ
の
府
令
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
す
る
書

第
三
条

法
、
令
又
は
こ
の
府
令
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
す
る
書
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類
中
、
外
国
通
貨
又
は
暗
号
資
産
等
を
も
っ
て
金
額
又
は
数
量
を
表
示
す
る
も

類
中
、
外
国
通
貨
又
は
暗
号
資
産
を
も
っ
て
金
額
又
は
数
量
を
表
示
す
る
も
の

の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
金
額
又
は
数
量
を
本
邦
通
貨
に
換
算
し
た
金
額
及
び

が
あ
る
と
き
は
、
当
該
金
額
又
は
数
量
を
本
邦
通
貨
に
換
算
し
た
金
額
及
び
そ

そ
の
換
算
に
用
い
た
標
準
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
換
算
に
用
い
た
標
準
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
の
内
容
及
び
方
法
）

（
業
務
の
内
容
及
び
方
法
）

第
八
条

法
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
八
条

［
同
上
］

も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

［
一
～
十
一

略
］

［
一
～
十
一

同
上
］

十
二

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

十
二

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
行
為
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
は
、
次
の
イ
又
は

に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
行
為
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
は
、
次
の
イ
又
は

ロ
に
掲
げ
る
行
為
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
デ
リ
バ
テ
ィ

ロ
に
掲
げ
る
行
為
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
デ
リ
バ
テ
ィ

ブ
取
引
に
係
る
暗
号
等
資
産
及
び
金
融
指
標
の
名
称

ブ
取
引
に
係
る
暗
号
資
産
及
び
金
融
指
標
の
名
称

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
九
条

法
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
九
条

［
同
上
］

書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

［
一
～
九

略
］

［
一
～
九

同
上
］

十

前
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
同
号
の
暗
号
等
資
産
及
び
金
融

十

前
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
同
号
の
暗
号
資
産
及
び
金
融
指

指
標
の
概
要
を
説
明
し
た
書
類

標
の
概
要
を
説
明
し
た
書
類

（
保
有
の
態
様
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
保
有
す
る
議
決
権
か
ら
除
く
議
決

（
保
有
の
態
様
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
保
有
す
る
議
決
権
か
ら
除
く
議
決

権
）

権
）
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第
十
五
条
の
二

法
第
二
十
九
条
の
四
第
二
項
（
法
第
三
十
一
条
第
五
項
に
お
い

第
十
五
条
の
二

［
同
上
］

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

信
託
業
（
信
託
業
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
二
条
第
一

一

信
託
業
（
信
託
業
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
信
託
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
営
む
者
が
信
託
財
産
と

項
に
規
定
す
る
信
託
業
を
い
う
。
第
六
十
二
条
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
同

し
て
保
有
す
る
議
決
権
（
当
該
者
が
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
権
限
又
は
行

じ
。
）
を
営
む
者
が
信
託
財
産
と
し
て
保
有
す
る
議
決
権
（
当
該
者
が
行
使

使
に
つ
い
て
指
図
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
権
限
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）

す
る
こ
と
が
で
き
る
権
限
又
は
行
使
に
つ
い
て
指
図
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

権
限
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）

［
二
～
六

略
］

［
二
～
六

同
上
］

（
特
定
業
務
内
容
等
）

（
特
定
業
務
内
容
等
）

第
二
十
条
の
二

法
第
三
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

第
二
十
条
の
二

法
第
三
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

は
、
新
た
に
第
八
条
第
十
二
号
の
暗
号
等
資
産
又
は
金
融
指
標
と
な
る
も
の
と

は
、
新
た
に
第
八
条
第
十
二
号
の
暗
号
資
産
又
は
金
融
指
標
と
な
る
も
の
と
す

す
る
。

る
。

（
業
務
の
内
容
及
び
方
法
）

（
業
務
の
内
容
及
び
方
法
）

第
四
十
五
条

法
第
三
十
三
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

第
四
十
五
条

［
同
上
］

め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

［
一
～
十
五

略
］

［
一
～
十
五

同
上
］

十
六

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

十
六

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

に
つ
い
て
の
法
第
三
十
三
条
の
二
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
を
業
と
し
て
行
う

に
つ
い
て
の
法
第
三
十
三
条
の
二
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
を
業
と
し
て
行
う

場
合
又
は
当
該
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
投
資
運
用
業
を
行
う
場
合
に
は

場
合
又
は
当
該
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
投
資
運
用
業
を
行
う
場
合
に
は

、
第
八
条
第
十
二
号
の
暗
号
等
資
産
及
び
金
融
指
標
の
名
称

、
第
八
条
第
十
二
号
の
暗
号
資
産
及
び
金
融
指
標
の
名
称
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第
四
十
七
条

法
第
三
十
三
条
の
三
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

第
四
十
七
条

［
同
上
］

め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

［
一
～
十
一

略
］

［
一
～
十
一

同
上
］

十
二

第
四
十
五
条
第
十
六
号
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
第
八
条
第
十
二
号
の

十
二

第
四
十
五
条
第
十
六
号
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
第
八
条
第
十
二
号
の

暗
号
等
資
産
及
び
金
融
指
標
の
概
要
を
説
明
し
た
書
類

暗
号
資
産
及
び
金
融
指
標
の
概
要
を
説
明
し
た
書
類

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
う
よ
う
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
個
人
）

（
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
う
よ
う
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
個
人
）

第
六
十
二
条

法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

第
六
十
二
条

［
同
上
］

め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
こ
と
。

一

［
同
上
］

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

取
引
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
か
ら
合
理
的
に
判
断
し
て
、
承
諾
日
に
お

ロ

［
同
上
］

け
る
申
出
者
の
資
産
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
次
号
ロ
及
び
第
四
号

ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
が
三
億
円
以
上
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る

こ
と
。

［
⑴
・
⑵

略
］

［
⑴
・
⑵

同
上
］

⑶

農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
十
一

⑶

農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
十
一

条
の
五
に
規
定
す
る
特
定
貯
金
等
、
水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十

条
の
五
に
規
定
す
る
特
定
貯
金
等
、
水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十

三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
十
一
条
の
十
一
に
規
定
す
る
特
定
貯

三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
十
一
条
の
十
一
に
規
定
す
る
特
定
貯

金
等
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年

金
等
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
六
条
の
五
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定

法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
六
条
の
五
の
十
一
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
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預
金
等
、
信
用
金
庫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
第

、
信
用
金
庫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
第
八
十
九

八
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
、
長
期
信
用
銀
行
法

条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
、
長
期
信
用
銀
行
法
（
昭
和
二
十
七

（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る

年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
、

特
定
預
金
等
、
労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号

労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）
第
九
十
四
条

）
第
九
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
、
銀
行
法
第
十
三
条
の

の
二
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
、
銀
行
法
第
十
三
条
の
四
に
規
定
す
る

四
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
、
農
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律

特
定
預
金
等
、
農
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）

第
九
十
三
号
）
第
五
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
及
び
株
式

第
五
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
及
び
株
式
会
社
商
工
組
合

会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
二

中
央
金
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
二
十
九
条
に
規
定

十
九
条
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等

す
る
特
定
預
金
等

［
⑷
～
⑺

略
］

［
⑷
～
⑺

同
上
］

⑻

電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
令
和
五
年
内
閣

［
加
え
る
。
］

府
令
第

号
）
第
四
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の

ハ

［
略
］

ハ

［
同
上
］

二

［
略
］

二

［
同
上
］

三

承
諾
日
前
一
年
間
に
お
け
る
申
出
者
の
一
月
当
た
り
の
平
均
的
な
契
約
（

三

［
同
上
］

次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
件
数
が
四
件
以
上
で
あ
る
場
合
に
お
い
て

、
第
一
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
し
、
か
つ
、
同
号
ハ
に
掲
げ
る

要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

農
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
の
五
に
規
定
す
る
特
定
貯
金
等
契
約
、
水

ロ

農
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
の
五
に
規
定
す
る
特
定
貯
金
等
契
約
、
水

産
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
の
十
一
に
規
定
す
る
特
定
貯
金
等
契
約
、
協

産
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
の
十
一
に
規
定
す
る
特
定
貯
金
等
契
約
、
協

同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
五
の
十
一
第
一
項
に

同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
五
の
十
一
に
規
定
す

規
定
す
る
特
定
預
金
等
契
約
、
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
に

る
特
定
預
金
等
契
約
、
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
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規
定
す
る
特
定
預
金
等
契
約
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
の
二
に
規
定

預
金
等
契
約
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
預
金

す
る
特
定
預
金
等
契
約
、
労
働
金
庫
法
第
九
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
特

等
契
約
、
労
働
金
庫
法
第
九
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
契
約

定
預
金
等
契
約
、
銀
行
法
第
十
三
条
の
四
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
契
約

、
銀
行
法
第
十
三
条
の
四
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
契
約
、
農
林
中
央
金

、
農
林
中
央
金
庫
法
第
五
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
契
約
及

庫
法
第
五
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
契
約
及
び
株
式
会
社
商

び
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
特
定
預
金

工
組
合
中
央
金
庫
法
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
契
約

等
契
約

［
ハ
～
ヘ

略
］

［
ハ
～
ヘ

同
上
］

ト

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
六
十
二
条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
特

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

定
電
子
決
済
手
段
等
取
引
契
約

四

［
略
］

四

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
届
出
業
務
）

（
届
出
業
務
）

第
六
十
八
条

法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
六
十
八
条

［
同
上
］

業
務
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

［
一
～
十
八

略
］

［
一
～
十
八

同
上
］

十
九

有
価
証
券
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
権
利
以
外
の
資
産
（
暗
号

十
九

有
価
証
券
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
権
利
以
外
の
資
産
（
暗
号

等
資
産
を
除
く
。
）
に
対
す
る
投
資
と
し
て
、
他
人
の
た
め
金
銭
そ
の
他
の

資
産
を
除
く
。
）
に
対
す
る
投
資
と
し
て
、
他
人
の
た
め
金
銭
そ
の
他
の
財

財
産
の
運
用
を
行
う
業
務
（
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第

産
の
運
用
を
行
う
業
務
（
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五

五
号
の
二
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

号
の
二
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

［
二
十
～
二
十
四

略
］

［
二
十
～
二
十
四

同
上
］

（
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
重
要
事
項
）

（
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
重
要
事
項
）
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第
七
十
六
条

令
第
十
六
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事

第
七
十
六
条

［
同
上
］

項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

暗
号
等
資
産
に
関
す
る
金
融
商
品
取
引
行
為
に
つ
い
て
広
告
等
を
す
る
場

三

暗
号
資
産
に
関
す
る
金
融
商
品
取
引
行
為
に
つ
い
て
広
告
等
を
す
る
場
合

合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

暗
号
等
資
産
は
本
邦
通
貨
又
は
外
国
通
貨
で
は
な
い
こ
と
。

イ

暗
号
資
産
は
本
邦
通
貨
又
は
外
国
通
貨
で
は
な
い
こ
と
。

ロ

暗
号
等
資
産
は
代
価
の
弁
済
を
受
け
る
者
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
限
り

ロ

暗
号
資
産
は
代
価
の
弁
済
を
受
け
る
者
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
限
り
代

代
価
の
弁
済
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

価
の
弁
済
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

四

［
略
］

四

［
同
上
］

（
誇
大
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
事
項
）

（
誇
大
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
事
項
）

第
七
十
八
条

法
第
三
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は

第
七
十
八
条

［
同
上
］

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
～
十
二

略
］

［
一
～
十
二

同
上
］

十
三

暗
号
等
資
産
に
関
す
る
金
融
商
品
取
引
行
為
に
つ
い
て
広
告
等
を
す
る

十
三

暗
号
資
産
に
関
す
る
金
融
商
品
取
引
行
為
に
つ
い
て
広
告
等
を
す
る
場

場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

暗
号
等
資
産
の
性
質

イ

暗
号
資
産
の
性
質

ロ

暗
号
等
資
産
の
保
有
又
は
移
転
の
仕
組
み
に
関
す
る
事
項

ロ

暗
号
資
産
の
保
有
又
は
移
転
の
仕
組
み
に
関
す
る
事
項

ハ

暗
号
等
資
産
の
取
引
高
若
し
く
は
価
格
の
推
移
又
は
こ
れ
ら
の
見
込
み

ハ

暗
号
資
産
の
取
引
高
若
し
く
は
価
格
の
推
移
又
は
こ
れ
ら
の
見
込
み
に

に
関
す
る
事
項

関
す
る
事
項

ニ

暗
号
等
資
産
に
表
示
さ
れ
る
権
利
義
務
の
内
容
に
関
す
る
事
項

ニ

暗
号
資
産
に
表
示
さ
れ
る
権
利
義
務
の
内
容
に
関
す
る
事
項

ホ

暗
号
等
資
産
を
発
行
し
、
若
し
く
は
発
行
し
よ
う
と
す
る
者
、
暗
号
等

ホ

暗
号
資
産
を
発
行
し
、
若
し
く
は
発
行
し
よ
う
と
す
る
者
、
暗
号
資
産

資
産
に
表
示
さ
れ
る
権
利
に
係
る
債
務
者
又
は
暗
号
等
資
産
の
価
値
若
し

に
表
示
さ
れ
る
権
利
に
係
る
債
務
者
又
は
暗
号
資
産
の
価
値
若
し
く
は
仕
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く
は
仕
組
み
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
者
の
資
力
若
し
く

組
み
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
者
の
資
力
若
し
く
は
信
用

は
信
用
又
は
そ
の
行
う
事
業
に
関
す
る
事
項

又
は
そ
の
行
う
事
業
に
関
す
る
事
項

十
四

［
略
］

十
四

［
同
上
］

（
事
業
型
出
資
対
象
事
業
持
分
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
係
る
契
約
締
結
前
交

（
事
業
型
出
資
対
象
事
業
持
分
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
係
る
契
約
締
結
前
交

付
書
面
の
記
載
事
項
の
特
則
）

付
書
面
の
記
載
事
項
の
特
則
）

第
九
十
二
条
の
二

そ
の
締
結
し
よ
う
と
す
る
金
融
商
品
取
引
契
約
が
、
出
資
対

第
九
十
二
条
の
二

［
同
上
］

象
事
業
持
分
の
う
ち
当
該
出
資
対
象
事
業
持
分
に
係
る
出
資
対
象
事
業
が
主
と

し
て
有
価
証
券
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
権
利
に
対
す
る
投
資
を
行
う

事
業
以
外
の
事
業
で
あ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業
型
出
資
対
象

事
業
持
分
」
と
い
う
。
）
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に

お
け
る
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

事
項
は
、
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
（
当
該
金
融
商
品
取
引
契
約

が
外
国
出
資
対
象
事
業
持
分
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
、
当
該
金
融
商
品
取
引
契

約
が
第
九
十
一
条
第
四
項
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
係

る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
、
当
該
金
融

商
品
取
引
契
約
が
競
走
用
馬
投
資
関
連
業
務
に
係
る
取
引
に
係
る
も
の
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
）
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事

項
と
す
る
。

一

事
業
型
出
資
対
象
事
業
持
分
に
関
す
る
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
金

一

［
同
上
］

銭
の
管
理
の
方
法
の
区
分
に
応
じ
当
該
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
事
項

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］
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ニ

第
百
二
十
五
条
第
二
号
ニ
又
は
ホ
に
掲
げ
る
方
法

次
に
掲
げ
る
事
項

ニ

第
百
二
十
五
条
第
二
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法

次
に
掲
げ
る
事
項

［
⑴
～
⑷

略
］

［
⑴
～
⑷

同
上
］

［
二
～
五

略
］

［
二
～
五

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
不
招
請
勧
誘
等
の
禁
止
の
例
外
）

（
不
招
請
勧
誘
等
の
禁
止
の
例
外
）

第
百
十
六
条

法
第
三
十
八
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

第
百
十
六
条

［
同
上
］

は
、
同
条
第
四
号
に
掲
げ
る
行
為
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

二
の
二

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
継
続
的
取
引
関
係
に
あ
る
顧
客
（
勧
誘
の

二
の
二

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
継
続
的
取
引
関
係
に
あ
る
顧
客
（
勧
誘
の

日
前
一
年
間
に
暗
号
等
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
令
第
十
六
条

日
前
一
年
間
に
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
令
第
十
六
条
の

の
四
第
一
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
取
引
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
、
第
百
十
七

四
第
一
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
取
引
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
、
第
百
十
七
条

条
第
一
項
第
二
十
六
号
、
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二
十
号
及
び
第
二
十
一

第
一
項
第
二
十
六
号
、
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二
十
号
及
び
第
二
十
一
号

号
並
び
に
第
百
四
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
二
以
上
の
金

並
び
に
第
百
四
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
二
以
上
の
金
融

融
商
品
取
引
契
約
の
あ
っ
た
者
及
び
勧
誘
の
日
に
未
決
済
の
暗
号
等
資
産
関

商
品
取
引
契
約
の
あ
っ
た
者
及
び
勧
誘
の
日
に
未
決
済
の
暗
号
資
産
関
連
店

連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
残
高
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
に
対
し
て
暗

頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
残
高
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
に
対
し
て
暗
号
資

号
等
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
金
融
商
品
取
引
契
約
の
締

産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
金
融
商
品
取
引
契
約
の
締
結
の
勧

結
の
勧
誘
を
す
る
行
為

誘
を
す
る
行
為

［
三
～
五

略
］

［
三
～
五

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
禁
止
行
為
）

（
禁
止
行
為
）

第
百
十
七
条

法
第
三
十
八
条
第
九
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は

第
百
十
七
条

［
同
上
］
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、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

［
一
～
十
八

略
］

［
一
～
十
八

同
上
］

十
九

取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
上
場
金
融
商
品
等
（
金
融
商
品
取
引

十
九

取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
上
場
金
融
商
品
等
（
金
融
商
品
取
引

所
が
上
場
す
る
金
融
商
品
、
金
融
指
標
又
は
オ
プ
シ
ョ
ン
を
い
い
、
暗
号
等

所
が
上
場
す
る
金
融
商
品
、
金
融
指
標
又
は
オ
プ
シ
ョ
ン
を
い
い
、
暗
号
資

資
産
等
（
法
第
百
八
十
五
条
の
二
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
暗
号
等
資
産
等

産
等
（
法
第
百
八
十
五
条
の
二
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
等
を
い

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
店
頭
売
買
有

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
店
頭
売
買
有
価
証

価
証
券
市
場
に
お
け
る
店
頭
売
買
有
価
証
券
の
相
場
若
し
く
は
相
場
若
し
く

券
市
場
に
お
け
る
店
頭
売
買
有
価
証
券
の
相
場
若
し
く
は
相
場
若
し
く
は
取

は
取
引
高
に
基
づ
い
て
算
出
し
た
数
値
を
変
動
さ
せ
、
若
し
く
は
く
ぎ
付
け

引
高
に
基
づ
い
て
算
出
し
た
数
値
を
変
動
さ
せ
、
若
し
く
は
く
ぎ
付
け
し
、

し
、
固
定
し
、
若
し
く
は
安
定
さ
せ
、
又
は
取
引
高
を
増
加
さ
せ
る
目
的
を

固
定
し
、
若
し
く
は
安
定
さ
せ
、
又
は
取
引
高
を
増
加
さ
せ
る
目
的
を
も
っ

も
っ
て
、
当
該
上
場
金
融
商
品
等
若
し
く
は
当
該
店
頭
売
買
有
価
証
券
に
係

て
、
当
該
上
場
金
融
商
品
等
若
し
く
は
当
該
店
頭
売
買
有
価
証
券
に
係
る
買

る
買
付
け
若
し
く
は
売
付
け
若
し
く
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
こ
れ
ら
の

付
け
若
し
く
は
売
付
け
若
し
く
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
こ
れ
ら
の
申
込

申
込
み
若
し
く
は
委
託
等
を
す
る
行
為

み
若
し
く
は
委
託
等
を
す
る
行
為

［
二
十
～
二
十
五

略
］

［
二
十
～
二
十
五

同
上
］

二
十
六

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
そ
の
受
託
等
（
証
拠
金
そ
の
他
の
保

二
十
六

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
そ
の
受
託
等
（
証
拠
金
そ
の
他
の
保

証
金
を
預
託
す
る
取
引
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
き
、
顧
客
（
特
定
投

証
金
を
預
託
す
る
取
引
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
き
、
顧
客
（
特
定
投

資
家
を
除
き
、
当
該
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
が
店
頭
金
融
先
物
取
引
及
び

資
家
を
除
き
、
当
該
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
が
店
頭
金
融
先
物
取
引
及
び

暗
号
等
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
以
外
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ

暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
以
外
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

っ
て
は
、
個
人
に
限
る
。
）
に
対
し
、
当
該
顧
客
が
行
う
当
該
店
頭
デ
リ
バ

て
は
、
個
人
に
限
る
。
）
に
対
し
、
当
該
顧
客
が
行
う
当
該
店
頭
デ
リ
バ
テ

テ
ィ
ブ
取
引
の
売
付
け
又
は
買
付
け
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
取
引
と
対
当
す

ィ
ブ
取
引
の
売
付
け
又
は
買
付
け
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
取
引
と
対
当
す
る

る
取
引
（
こ
れ
ら
の
取
引
か
ら
生
じ
得
る
損
失
を
減
少
さ
せ
る
取
引
を
い
う

取
引
（
こ
れ
ら
の
取
引
か
ら
生
じ
得
る
損
失
を
減
少
さ
せ
る
取
引
を
い
う
。

。
）
の
勧
誘
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
行
為
を
す
る
こ
と
。

）
の
勧
誘
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
行
為
を
す
る
こ
と
。

［
二
十
七
～
四
十

略
］

［
二
十
七
～
四
十

同
上
］

四
十
一

暗
号
等
資
産
関
連
契
約
（
法
第
四
十
三
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る

四
十
一

暗
号
資
産
関
連
契
約
（
法
第
四
十
三
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
契
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契
約
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
締
結
若
し
く
は
そ
の
勧
誘
を
す

約
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
締
結
若
し
く
は
そ
の
勧
誘
を
す
る

る
に
際
し
、
又
は
そ
の
行
う
金
融
商
品
取
引
業
等
（
暗
号
等
資
産
に
関
す
る

に
際
し
、
又
は
そ
の
行
う
金
融
商
品
取
引
業
等
（
暗
号
資
産
に
関
す
る
金
融

金
融
商
品
取
引
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
第
四
十
六
号
、
第
百
二
十
三
条

商
品
取
引
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
第
四
十
六
号
、
第
百
二
十
三
条
第
一

第
一
項
第
三
十
一
号
、
第
三
十
二
号
及
び
第
三
十
四
号
、
第
二
百
七
十
五
条

項
第
三
十
一
号
、
第
三
十
二
号
及
び
第
三
十
四
号
、
第
二
百
七
十
五
条
第
一

第
一
項
第
三
十
三
号
並
び
に
第
二
百
八
十
一
条
第
十
三
号
に
お
い
て
同
じ
。

項
第
三
十
三
号
並
び
に
第
二
百
八
十
一
条
第
十
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

）
に
関
し
て
広
告
等
を
す
る
に
際
し
、
顧
客
（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
（
暗

関
し
て
広
告
等
を
す
る
に
際
し
、
顧
客
（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
（
暗
号
資

号
等
資
産
に
関
す
る
金
融
商
品
取
引
行
為
を
業
と
し
て
行
う
者
に
限
る
。
）

産
に
関
す
る
金
融
商
品
取
引
行
為
を
業
と
し
て
行
う
者
に
限
る
。
）
及
び
暗

、
暗
号
資
産
交
換
業
者
等
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
六
項
に

号
資
産
交
換
業
者
等
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す

規
定
す
る
暗
号
資
産
交
換
業
者
又
は
同
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
外
国
暗
号

る
暗
号
資
産
交
換
業
者
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
外
国
暗
号
資
産
交
換

資
産
交
換
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者

業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し

等
（
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
（
同
法
第
六

、
裏
付
け
と
な
る
合
理
的
な
根
拠
を
示
さ
な
い
で
、
第
七
十
八
条
第
五
号
か

十
二
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
と
み

ら
第
七
号
ま
で
又
は
第
十
三
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
表

な
さ
れ
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
発
行
者
を
含
む
。
第
百
二
十
五
条
第
二

示
を
す
る
行
為

号
ホ
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
同
法
第
二
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
外
国
電

子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
を
い
い
、
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
に
規
定
す
る

定
義
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
十
一
条
の
二
に
定
め
る
も
の
に
係
る
同
法
第

二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
電
子
決
済
手
段
関
連
業
務
を
行
う
者
に
限
る
。

第
百
四
十
六
条
の
四
第
一
項
、
第
二
百
七
十
五
条
第
一
項
第
二
十
九
号
及
び

第
二
百
八
十
一
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
次
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
対
し
、
裏
付
け
と
な
る
合
理
的
な
根
拠
を
示
さ
な
い
で
、
第

七
十
八
条
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
又
は
第
十
三
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ

る
事
項
に
関
す
る
表
示
を
す
る
行
為

四
十
二

顧
客
に
対
し
、
第
七
十
六
条
第
三
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項
を
明

四
十
二

顧
客
に
対
し
、
第
七
十
六
条
第
三
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項
を
明
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瞭
か
つ
正
確
に
表
示
し
な
い
で
（
書
面
の
交
付
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法

瞭
か
つ
正
確
に
表
示
し
な
い
で
（
書
面
の
交
付
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法

を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
項
の
文
字
又
は
数
字
を
当
該
事
項
以

を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
項
の
文
字
又
は
数
字
を
当
該
事
項
以

外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち
最
も
大
き
な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら
な

外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち
最
も
大
き
な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら
な

い
大
き
さ
で
表
示
し
な
い
こ
と
を
含
む
。
）
暗
号
等
資
産
関
連
契
約
の
締
結

い
大
き
さ
で
表
示
し
な
い
こ
と
を
含
む
。
）
暗
号
資
産
関
連
契
約
の
締
結
の

の
勧
誘
を
す
る
行
為

勧
誘
を
す
る
行
為

四
十
三

［
略
］

四
十
三

［
同
上
］

四
十
四

暗
号
等
資
産
等
の
相
場
若
し
く
は
相
場
若
し
く
は
取
引
高
に
基
づ
い

四
十
四

暗
号
資
産
等
の
相
場
若
し
く
は
相
場
若
し
く
は
取
引
高
に
基
づ
い
て

て
算
出
し
た
数
値
を
変
動
さ
せ
、
又
は
取
引
高
を
増
加
さ
せ
る
目
的
を
も
っ

算
出
し
た
数
値
を
変
動
さ
せ
、
又
は
取
引
高
を
増
加
さ
せ
る
目
的
を
も
っ
て

て
、
当
該
暗
号
等
資
産
等
に
係
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
そ
の
申
込
み
若

、
当
該
暗
号
資
産
等
に
係
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
そ
の
申
込
み
若
し
く

し
く
は
委
託
等
を
す
る
行
為

は
委
託
等
を
す
る
行
為

四
十
五

暗
号
等
資
産
等
の
相
場
若
し
く
は
相
場
若
し
く
は
取
引
高
に
基
づ
い

四
十
五

暗
号
資
産
等
の
相
場
若
し
く
は
相
場
若
し
く
は
取
引
高
に
基
づ
い
て

て
算
出
し
た
数
値
を
変
動
さ
せ
、
又
は
取
引
高
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り

算
出
し
た
数
値
を
変
動
さ
せ
、
又
は
取
引
高
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
実

実
勢
を
反
映
し
な
い
作
為
的
な
も
の
と
な
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
当
該
暗

勢
を
反
映
し
な
い
作
為
的
な
も
の
と
な
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
当
該
暗
号

号
等
資
産
等
に
係
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
除

資
産
等
に
係
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
除
く
。

く
。
）
の
受
託
等
を
す
る
行
為

）
の
受
託
等
を
す
る
行
為

四
十
六

自
己
又
は
第
三
者
の
利
益
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
そ
の
行
う

四
十
六

自
己
又
は
第
三
者
の
利
益
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
そ
の
行
う

金
融
商
品
取
引
業
等
の
対
象
と
し
、
若
し
く
は
対
象
と
し
よ
う
と
す
る
有
価

金
融
商
品
取
引
業
等
の
対
象
と
し
、
若
し
く
は
対
象
と
し
よ
う
と
す
る
有
価

証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
に
係
る
暗
号
等
資
産
等
又
は
当
該
金
融
商
品

証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
に
係
る
暗
号
資
産
等
又
は
当
該
金
融
商
品
取

取
引
業
者
等
に
関
す
る
重
要
な
情
報
で
あ
っ
て
顧
客
の
暗
号
等
資
産
等
に
係

引
業
者
等
に
関
す
る
重
要
な
情
報
で
あ
っ
て
顧
客
の
暗
号
資
産
等
に
係
る
有

る
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
に
係
る
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
認

価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
に
係
る
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら

め
ら
れ
る
も
の
（
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
行
う
金
融
商
品
取
引
業
等

れ
る
も
の
（
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
行
う
金
融
商
品
取
引
業
等
の
全

の
全
て
の
顧
客
が
容
易
に
知
り
得
る
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。

て
の
顧
客
が
容
易
に
知
り
得
る
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
を

）
を
、
第
三
者
に
対
し
て
伝
達
し
、
又
は
利
用
す
る
行
為
（
当
該
金
融
商
品

、
第
三
者
に
対
し
て
伝
達
し
、
又
は
利
用
す
る
行
為
（
当
該
金
融
商
品
取
引
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取
引
業
者
等
の
行
う
金
融
商
品
取
引
業
等
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
に
必
要

業
者
等
の
行
う
金
融
商
品
取
引
業
等
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
に
必
要
な
も

な
も
の
を
除
く
。
）

の
を
除
く
。
）

四
十
七

暗
号
資
産
等
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第

四
十
七

暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
三

三
十
五
号
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
等
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
い
、
決

十
五
号
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
い
、
決
済
の

済
の
た
め
に
行
う
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
、
次
号
、
第
三
十
八
項
及
び

た
め
に
行
う
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
、
次
号
、
第
三
十
八
項
及
び
第
四

第
四
十
項
か
ら
第
四
十
四
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
契
約
を
締
結

十
項
か
ら
第
四
十
四
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る

す
る
時
に
お
い
て
顧
客
（
個
人
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
に
規
定
す
る
定

時
に
お
い
て
顧
客
（
個
人
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
に
規
定
す
る
定
義
に

義
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
十
条
第
一
項
第
二
十
四
号
ロ
⑴
に
掲
げ
る
要
件
に

関
す
る
内
閣
府
令
第
十
条
第
一
項
第
二
十
四
号
ロ
⑴
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当

該
当
す
る
業
務
執
行
組
合
員
等
（
同
項
第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
業
務
執
行

す
る
業
務
執
行
組
合
員
等
（
同
項
第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
業
務
執
行
組
合

組
合
員
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
業
務
執
行
組
合
員

員
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
業
務
執
行
組
合
員
等
と

等
と
し
て
暗
号
資
産
等
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当

し
て
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
業
務

該
業
務
執
行
組
合
員
等
を
除
く
。
）
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
、
次
号
及
び
第

執
行
組
合
員
等
を
除
く
。
）
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
、
次
号
及
び
第
四
十
項

四
十
項
か
ら
第
四
十
三
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
証
拠
金
等
預
託
先
（

か
ら
第
四
十
三
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
証
拠
金
等
預
託
先
（
金
融
商

金
融
商
品
取
引
業
者
等
又
は
金
融
商
品
取
引
所
若
し
く
は
金
融
商
品
取
引
清

品
取
引
業
者
等
又
は
金
融
商
品
取
引
所
若
し
く
は
金
融
商
品
取
引
清
算
機
関

算
機
関
（
外
国
に
お
け
る
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
い
う
。

（
外
国
に
お
け
る
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
い
う
。
以
下
こ

以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
預
託
し
た
証
拠
金
等
（
委
託

の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
預
託
し
た
証
拠
金
等
（
委
託
証
拠
金

証
拠
金
そ
の
他
の
保
証
金
を
い
う
。
同
号
及
び
第
三
十
七
項
か
ら
第
三
十
九

そ
の
他
の
保
証
金
を
い
う
。
同
号
及
び
第
三
十
七
項
か
ら
第
三
十
九
項
ま
で

項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
に
当
該
暗
号
資
産
等
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
に
当
該
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
決

取
引
を
決
済
し
た
場
合
に
顧
客
に
生
ず
る
こ
と
と
な
る
利
益
の
額
を
加
え
、

済
し
た
場
合
に
顧
客
に
生
ず
る
こ
と
と
な
る
利
益
の
額
を
加
え
、
又
は
当
該

又
は
当
該
暗
号
資
産
等
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
決
済
し
た
場
合
に
顧
客

暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
決
済
し
た
場
合
に
顧
客
に
生
ず
る
こ

に
生
ず
る
こ
と
と
な
る
損
失
の
額
を
減
じ
て
得
た
額
（
同
号
及
び
第
四
十
項

と
と
な
る
損
失
の
額
を
減
じ
て
得
た
額
（
同
号
及
び
第
四
十
項
に
お
い
て
「

に
お
い
て
「
実
預
託
額
」
と
い
う
。
）
が
約
定
時
必
要
預
託
額
に
不
足
す
る

実
預
託
額
」
と
い
う
。
）
が
約
定
時
必
要
預
託
額
に
不
足
す
る
場
合
に
、
当

場
合
に
、
当
該
契
約
の
締
結
後
直
ち
に
当
該
顧
客
に
そ
の
不
足
額
を
証
拠
金

該
契
約
の
締
結
後
直
ち
に
当
該
顧
客
に
そ
の
不
足
額
を
証
拠
金
等
預
託
先
に



- 15 -

等
預
託
先
に
預
託
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
当
該
契
約
を
継
続
す
る
行
為

預
託
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
当
該
契
約
を
継
続
す
る
行
為

四
十
八

そ
の
営
業
日
ご
と
の
一
定
の
時
刻
に
お
け
る
暗
号
資
産
等
関
連
デ
リ

四
十
八

そ
の
営
業
日
ご
と
の
一
定
の
時
刻
に
お
け
る
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ

バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
証
拠
金
等
の
実
預
託
額
が
維
持
必
要
預
託
額
に
不
足

テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
証
拠
金
等
の
実
預
託
額
が
維
持
必
要
預
託
額
に
不
足
す

す
る
場
合
に
速
や
か
に
当
該
暗
号
資
産
等
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る

る
場
合
に
速
や
か
に
当
該
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
顧
客

顧
客
に
そ
の
不
足
額
を
証
拠
金
等
預
託
先
に
預
託
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
当
該

に
そ
の
不
足
額
を
証
拠
金
等
預
託
先
に
預
託
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
当
該
暗
号

暗
号
資
産
等
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
契
約
を
継
続
す
る
行
為
（
前

資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
契
約
を
継
続
す
る
行
為
（
前
号
に
掲

号
に
掲
げ
る
行
為
を
除
く
。
）

げ
る
行
為
を
除
く
。
）

四
十
九

特
定
暗
号
資
産
等
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
暗
号
資
産
等
を

四
十
九

特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
暗
号
資
産
を
対
象

対
象
と
す
る
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
で
あ
っ
て
、
法
第
二
条
第
二
十
二
項

と
す
る
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
で
あ
っ
て
、
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
一

第
一
号
に
掲
げ
る
取
引
（
当
該
取
引
の
期
限
が
到
来
し
た
場
合
に
、
決
済
を

号
に
掲
げ
る
取
引
（
当
該
取
引
の
期
限
が
到
来
し
た
場
合
に
、
決
済
を
し
た

し
た
後
、
決
済
さ
れ
た
取
引
と
暗
号
資
産
等
の
種
類
、
価
格
及
び
件
数
若
し

後
、
決
済
さ
れ
た
取
引
と
暗
号
資
産
の
種
類
、
価
格
及
び
件
数
若
し
く
は
数

く
は
数
量
が
同
じ
で
あ
る
取
引
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
又
は
決
済
を
せ
ず
に
、

量
が
同
じ
で
あ
る
取
引
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
又
は
決
済
を
せ
ず
に
、
期
限
の

期
限
の
延
長
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
当
該
取
引
の
期
限
を
実
質
的
に
延
長
さ

延
長
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
当
該
取
引
の
期
限
を
実
質
的
に
延
長
さ
せ
る
こ

せ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
約
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
同
項
第
二
号
に
掲

と
を
あ
ら
か
じ
め
約
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取

げ
る
取
引
（
当
該
取
引
の
期
限
が
到
来
し
た
場
合
に
、
決
済
を
し
た
後
、
決

引
（
当
該
取
引
の
期
限
が
到
来
し
た
場
合
に
、
決
済
を
し
た
後
、
決
済
さ
れ

済
さ
れ
た
取
引
と
金
融
指
標
の
種
類
、
数
値
及
び
件
数
若
し
く
は
数
量
が
同

た
取
引
と
金
融
指
標
の
種
類
、
数
値
及
び
件
数
若
し
く
は
数
量
が
同
じ
で
あ

じ
で
あ
る
取
引
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
又
は
決
済
を
せ
ず
に
、
期
限
の
延
長
そ

る
取
引
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
又
は
決
済
を
せ
ず
に
、
期
限
の
延
長
そ
の
他
の

の
他
の
方
法
に
よ
り
当
該
取
引
の
期
限
を
実
質
的
に
延
長
さ
せ
る
こ
と
を
あ

方
法
に
よ
り
当
該
取
引
の
期
限
を
実
質
的
に
延
長
さ
せ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ

ら
か
じ
め
約
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
い
、
決
済
の
た
め
に
行
う
も
の
を

め
約
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
い
、
決
済
の
た
め
に
行
う
も
の
を
除
く
。

除
く
。
以
下
こ
の
号
、
次
号
及
び
第
五
十
項
か
ら
第
五
十
四
項
ま
で
に
お
い

以
下
こ
の
号
、
次
号
及
び
第
五
十
項
か
ら
第
五
十
四
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ

て
同
じ
。
）
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
時
に
お
い
て
顧
客
（
個
人
（
金
融
商

。
）
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
時
に
お
い
て
顧
客
（
個
人
（
金
融
商
品
取
引

品
取
引
法
第
二
条
に
規
定
す
る
定
義
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
十
条
第
一
項
第

法
第
二
条
に
規
定
す
る
定
義
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
十
条
第
一
項
第
二
十
四

二
十
四
号
ロ
⑴
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
業
務
執
行
組
合
員
等
（
同
項
第

号
ロ
⑴
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
業
務
執
行
組
合
員
等
（
同
項
第
二
十
三
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二
十
三
号
に
規
定
す
る
業
務
執
行
組
合
員
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

号
に
規
定
す
る
業
務
執
行
組
合
員
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

て
同
じ
。
）
が
業
務
執
行
組
合
員
等
と
し
て
特
定
暗
号
資
産
等
関
連
店
頭
デ

。
）
が
業
務
執
行
組
合
員
等
と
し
て
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ

リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
業
務
執
行
組
合
員
等
を
除
く

ブ
取
引
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
業
務
執
行
組
合
員
等
を
除
く
。
）
、
金

。
）
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
又
は
外
国
に
お
い
て
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取

融
商
品
取
引
業
者
等
又
は
外
国
に
お
い
て
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
業
と

引
を
業
と
し
て
行
う
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
、
次
号
及
び
第
五
十
項
か
ら

し
て
行
う
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
、
次
号
及
び
第
五
十
項
か
ら
第
五
十
三

第
五
十
三
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
証
拠
金
等
預
託
先
（
金
融
商
品
取

項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
証
拠
金
等
預
託
先
（
金
融
商
品
取
引
業
者
等

引
業
者
等
又
は
金
融
商
品
取
引
清
算
機
関
（
外
国
に
お
け
る
こ
れ
に
相
当
す

又
は
金
融
商
品
取
引
清
算
機
関
（
外
国
に
お
け
る
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
を

る
も
の
を
含
む
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

含
む
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
預
託
し

に
預
託
し
た
証
拠
金
等
（
委
託
証
拠
金
そ
の
他
の
保
証
金
を
い
う
。
同
号
及

た
証
拠
金
等
（
委
託
証
拠
金
そ
の
他
の
保
証
金
を
い
う
。
同
号
及
び
第
四
十

び
第
四
十
七
項
か
ら
第
四
十
九
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
に
当
該
特

七
項
か
ら
第
四
十
九
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
に
当
該
特
定
暗
号
資

定
暗
号
資
産
等
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
決
済
し
た
場
合
に
顧
客
に

産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
決
済
し
た
場
合
に
顧
客
に
生
ず
る
こ
と

生
ず
る
こ
と
と
な
る
利
益
の
額
を
加
え
、
又
は
当
該
特
定
暗
号
資
産
等
関
連

と
な
る
利
益
の
額
を
加
え
、
又
は
当
該
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
決
済
し
た
場
合
に
顧
客
に
生
ず
る
こ
と
と
な
る

ィ
ブ
取
引
を
決
済
し
た
場
合
に
顧
客
に
生
ず
る
こ
と
と
な
る
損
失
の
額
を
減

損
失
の
額
を
減
じ
て
得
た
額
（
同
号
及
び
第
五
十
項
に
お
い
て
「
実
預
託
額

じ
て
得
た
額
（
同
号
及
び
第
五
十
項
に
お
い
て
「
実
預
託
額
」
と
い
う
。
）

」
と
い
う
。
）
が
約
定
時
必
要
預
託
額
に
不
足
す
る
場
合
に
、
当
該
契
約
の

が
約
定
時
必
要
預
託
額
に
不
足
す
る
場
合
に
、
当
該
契
約
の
締
結
後
直
ち
に

締
結
後
直
ち
に
当
該
顧
客
に
そ
の
不
足
額
を
証
拠
金
等
預
託
先
に
預
託
さ
せ

当
該
顧
客
に
そ
の
不
足
額
を
証
拠
金
等
預
託
先
に
預
託
さ
せ
る
こ
と
な
く
、

る
こ
と
な
く
、
当
該
契
約
を
継
続
す
る
行
為

当
該
契
約
を
継
続
す
る
行
為

五
十

そ
の
営
業
日
ご
と
の
一
定
の
時
刻
に
お
け
る
特
定
暗
号
資
産
等
関
連
店

五
十

そ
の
営
業
日
ご
と
の
一
定
の
時
刻
に
お
け
る
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭

頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
証
拠
金
等
の
実
預
託
額
が
維
持
必
要
預
託
額

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
証
拠
金
等
の
実
預
託
額
が
維
持
必
要
預
託
額
に

に
不
足
す
る
場
合
に
速
や
か
に
当
該
特
定
暗
号
資
産
等
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ

不
足
す
る
場
合
に
速
や
か
に
当
該
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

ィ
ブ
取
引
に
係
る
顧
客
に
そ
の
不
足
額
を
証
拠
金
等
預
託
先
に
預
託
さ
せ
る

取
引
に
係
る
顧
客
に
そ
の
不
足
額
を
証
拠
金
等
預
託
先
に
預
託
さ
せ
る
こ
と

こ
と
な
く
、
当
該
特
定
暗
号
資
産
等
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る

な
く
、
当
該
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
契
約
を

契
約
を
継
続
す
る
行
為
（
前
号
に
掲
げ
る
行
為
を
除
く
。
）

継
続
す
る
行
為
（
前
号
に
掲
げ
る
行
為
を
除
く
。
）
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［
２
～

略
］

［
２
～

同
上
］

36

36

第
一
項
第
四
十
七
号
及
び
第
四
十
八
号
の
証
拠
金
等
は
、
有
価
証
券
又
は
暗

第
一
項
第
四
十
七
号
及
び
第
四
十
八
号
の
証
拠
金
等
は
、
有
価
証
券
又
は
暗

37

37

号
等
資
産
を
も
っ
て
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

号
資
産
を
も
っ
て
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
預
託
を
受
け
る
べ
き
証
拠
金
等
の
全
部
又
は
一
部

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
預
託
を
受
け
る
べ
き
証
拠
金
等
の
全
部
又
は
一
部

38

38

が
前
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
又
は
暗
号
等
資
産
を
も
っ
て
代
用
さ
れ
る
場

が
前
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
又
は
暗
号
資
産
を
も
っ
て
代
用
さ
れ
る
場
合

合
に
お
け
る
そ
の
代
用
価
格
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
暗
号
資
産
等
関
連
デ
リ

に
お
け
る
そ
の
代
用
価
格
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ

バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

ィ
ブ
取
引
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

第
百
二
十
三
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
等
関
連
市
場
デ
リ
バ
テ

一

第
百
二
十
三
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
関
連
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ

ィ
ブ
取
引

金
融
商
品
取
引
所
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
六
十
八
条
第
二
項

ブ
取
引

金
融
商
品
取
引
所
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
六
十
八
条
第
二
項
に

に
規
定
す
る
額

規
定
す
る
額

二

第
百
二
十
三
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
等
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ

二

第
百
二
十
三
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ

ィ
ブ
取
引
又
は
同
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
等
関
連
外
国
市
場
デ

ブ
取
引
又
は
同
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
関
連
外
国
市
場
デ
リ
バ

リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

い
ず
れ
か
一
の
金
融
商
品
取
引
所
に
お
け
る
金
融
商
品

テ
ィ
ブ
取
引

い
ず
れ
か
一
の
金
融
商
品
取
引
所
に
お
け
る
金
融
商
品
取
引

取
引
所
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
六
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
額
（
暗
号

所
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
六
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
額
（
暗
号
資
産

等
資
産
を
も
っ
て
代
用
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
額
が
な
い
と
き
は
、

を
も
っ
て
代
用
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
額
が
な
い
と
き
は
、
金
融
商

金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
規
則
（
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。

品
取
引
業
協
会
の
規
則
（
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
定

）
に
定
め
る
額
）

め
る
額
）

［
略
］

［
同
上
］

39

39

第
一
項
第
四
十
七
号
又
は
第
四
十
八
号
の
実
預
託
額
、
同
項
第
四
十
七
号
の

第
一
項
第
四
十
七
号
又
は
第
四
十
八
号
の
実
預
託
額
、
同
項
第
四
十
七
号
の

40

40

約
定
時
必
要
預
託
額
及
び
同
項
第
四
十
八
号
の
維
持
必
要
預
託
額
は
、
複
数
の

約
定
時
必
要
預
託
額
及
び
同
項
第
四
十
八
号
の
維
持
必
要
預
託
額
は
、
複
数
の

暗
号
資
産
等
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
顧
客
ご
と
に
一
括
し
て
算
出

暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
顧
客
ご
と
に
一
括
し
て
算
出
す

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
同
項
第
四
十
七
号
の
規
定
の
適
用

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
同
項
第
四
十
七
号
の
規
定
の
適
用
に

に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
当
該
暗
号
資
産
等
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
」
と

つ
い
て
は
、
同
号
中
「
当
該
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
」
と
あ
る
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あ
る
の
は
「
当
該
顧
客
が
行
っ
て
い
る
暗
号
資
産
等
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

の
は
「
当
該
顧
客
が
行
っ
て
い
る
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
」
と

を
」
と
、
「
加
え
、
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
加
え
、
」
と
す
る
。

、
「
加
え
、
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
加
え
、
」
と
す
る
。

第
一
項
第
四
十
七
号
及
び
前
項
の
「
約
定
時
必
要
預
託
額
」
と
は
、
次
の
各

第
一
項
第
四
十
七
号
及
び
前
項
の
「
約
定
時
必
要
預
託
額
」
と
は
、
次
の
各

41

41

号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
百
分
の
五
十
を

号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
百
分
の
五
十
を

乗
じ
て
得
た
額
を
い
う
。
た
だ
し
、
当
該
各
号
の
暗
号
資
産
等
関
連
デ
リ
バ
テ

乗
じ
て
得
た
額
を
い
う
。
た
だ
し
、
当
該
各
号
の
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ

ィ
ブ
取
引
が
こ
れ
ら
の
取
引
に
係
る
オ
プ
シ
ョ
ン
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
顧
客

ブ
取
引
が
こ
れ
ら
の
取
引
に
係
る
オ
プ
シ
ョ
ン
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
顧
客
が

が
一
定
額
の
金
銭
を
支
払
う
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

一
定
額
の
金
銭
を
支
払
う
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
取

取
引
に
つ
い
て
算
出
す
る
と
き
は
、
当
該
金
銭
の
額
を
い
う
。

引
に
つ
い
て
算
出
す
る
と
き
は
、
当
該
金
銭
の
額
を
い
う
。

一

顧
客
が
行
お
う
と
す
る
暗
号
資
産
等
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
み
に
つ

一

顧
客
が
行
お
う
と
す
る
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
み
に
つ
い

い
て
算
出
す
る
場
合

当
該
暗
号
資
産
等
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
（

て
算
出
す
る
場
合

当
該
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
（
当
該

当
該
暗
号
資
産
等
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
が
次
に
掲
げ
る
取
引
で
あ
る
場

暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
が
次
に
掲
げ
る
取
引
で
あ
る
場
合
に
あ

合
に
あ
っ
て
は
、
零
。
次
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

っ
て
は
、
零
。
次
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

二

顧
客
が
行
お
う
と
す
る
暗
号
資
産
等
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
と
当
該
暗

二

顧
客
が
行
お
う
と
す
る
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
と
当
該
暗
号

号
資
産
等
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
時
に
お
い
て

資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
時
に
お
い
て
行
っ

行
っ
て
い
る
他
の
暗
号
資
産
等
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
一
括
し

て
い
る
他
の
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
一
括
し
て
算
出

て
算
出
す
る
場
合

こ
れ
ら
の
暗
号
資
産
等
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額

す
る
場
合

こ
れ
ら
の
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
の
合
計
額

の
合
計
額
か
ら
前
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
暗
号
資
産
等
関

か
ら
前
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ

連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
を
減
じ
て
得
た
額

ィ
ブ
取
引
の
額
を
減
じ
て
得
た
額

第
一
項
第
四
十
八
号
及
び
第
四
十
項
の
「
維
持
必
要
預
託
額
」
と
は
、
次
の

第
一
項
第
四
十
八
号
及
び
第
四
十
項
の
「
維
持
必
要
預
託
額
」
と
は
、
次
の

42

42

各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
百
分
の
五
十

各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
百
分
の
五
十

を
乗
じ
て
得
た
額
を
い
う
。
た
だ
し
、
当
該
各
号
の
暗
号
資
産
等
関
連
デ
リ
バ

を
乗
じ
て
得
た
額
を
い
う
。
た
だ
し
、
当
該
各
号
の
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ

テ
ィ
ブ
取
引
が
こ
れ
ら
の
取
引
に
係
る
オ
プ
シ
ョ
ン
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
顧

ィ
ブ
取
引
が
こ
れ
ら
の
取
引
に
係
る
オ
プ
シ
ョ
ン
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
顧
客
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客
が
一
定
額
の
金
銭
を
支
払
う
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当

が
一
定
額
の
金
銭
を
支
払
う
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

該
取
引
に
つ
い
て
算
出
す
る
と
き
は
、
当
該
金
銭
の
額
を
い
う
。

取
引
に
つ
い
て
算
出
す
る
と
き
は
、
当
該
金
銭
の
額
を
い
う
。

一

顧
客
が
行
う
各
暗
号
資
産
等
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
ご
と
に
算
出
す
る

一

顧
客
が
行
う
各
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
ご
と
に
算
出
す
る
場

場
合

当
該
各
暗
号
資
産
等
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額

合

当
該
各
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額

二

複
数
の
暗
号
資
産
等
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
一
括
し
て
算
出

二

複
数
の
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
一
括
し
て
算
出
す

す
る
場
合

当
該
複
数
の
暗
号
資
産
等
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
の
合

る
場
合

当
該
複
数
の
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
の
合
計
額

計
額
か
ら
前
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
暗
号
資
産
等

か
ら
前
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
暗
号
資
産
関
連
デ

関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
を
減
じ
て
得
た
額

リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
を
減
じ
て
得
た
額

第
四
十
一
項
第
二
号
又
は
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
顧
客
が

第
四
十
一
項
第
二
号
又
は
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
顧
客
が

43

43

同
一
の
暗
号
資
産
等
又
は
金
融
指
標
に
つ
い
て
暗
号
資
産
等
の
売
付
け
等
及
び

同
一
の
暗
号
資
産
又
は
金
融
指
標
に
つ
い
て
暗
号
資
産
の
売
付
け
等
及
び
暗
号

暗
号
資
産
等
の
買
付
け
等
を
行
っ
て
い
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
に
係
る
暗
号
資
産

資
産
の
買
付
け
等
を
行
っ
て
い
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
に
係
る
暗
号
資
産
関
連
デ

等
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
（
同
一
の
通
貨
を
も
っ
て
表
示
さ
れ
る
も
の

リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
（
同
一
の
通
貨
を
も
っ
て
表
示
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。

に
限
る
。
）
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
く
な
い
額
を
当
該
同
一
の
暗
号
資
産
等
又

）
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
く
な
い
額
を
当
該
同
一
の
暗
号
資
産
又
は
金
融
指
標

は
金
融
指
標
に
係
る
暗
号
資
産
等
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
と
し
、
顧
客

に
係
る
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
と
し
、
顧
客
が
一
の
暗
号
資

が
一
の
暗
号
資
産
等
の
売
付
け
等
を
行
う
こ
と
に
よ
る
他
の
暗
号
資
産
等
の
買

産
の
売
付
け
等
を
行
う
こ
と
に
よ
る
他
の
暗
号
資
産
の
買
付
け
等
及
び
当
該
他

付
け
等
及
び
当
該
他
の
暗
号
資
産
等
の
売
付
け
等
を
行
う
こ
と
に
よ
る
当
該
一

の
暗
号
資
産
の
売
付
け
等
を
行
う
こ
と
に
よ
る
当
該
一
の
暗
号
資
産
の
買
付
け

の
暗
号
資
産
等
の
買
付
け
等
を
行
っ
て
い
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
に
係
る
暗
号
資

等
を
行
っ
て
い
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
に
係
る
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取

産
等
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
く
な
い
額
を
当
該

引
の
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
く
な
い
額
を
当
該
一
の
暗
号
資
産
又
は
当
該
他

一
の
暗
号
資
産
等
又
は
当
該
他
の
暗
号
資
産
等
に
係
る
暗
号
資
産
等
関
連
デ
リ

の
暗
号
資
産
に
係
る
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
と
す
る
こ
と
が

バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
き
る
。

前
三
項
の
「
暗
号
資
産
等
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
」
と
は
、
次
の
各

前
三
項
の
「
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
」
と
は
、
次
の
各
号

44

44

号
に
掲
げ
る
暗
号
資
産
等
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

に
掲
げ
る
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

号
に
定
め
る
額
を
い
う
。

定
め
る
額
を
い
う
。
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一

次
に
掲
げ
る
暗
号
資
産
等
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
以
外
の
暗
号
資
産
等

一

次
に
掲
げ
る
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
以
外
の
暗
号
資
産
関
連

関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

当
該
暗
号
資
産
等
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

当
該
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
暗

係
る
暗
号
資
産
等
の
価
格
又
は
金
融
指
標
の
数
値
に
そ
の
取
引
の
件
数
又
は

号
資
産
の
価
格
又
は
金
融
指
標
の
数
値
に
そ
の
取
引
の
件
数
又
は
数
量
を
乗

数
量
を
乗
じ
て
得
た
額

じ
て
得
た
額

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

二

次
に
掲
げ
る
暗
号
資
産
等
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

次
に
掲
げ
る
当
該

二

次
に
掲
げ
る
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

次
に
掲
げ
る
当
該
暗

暗
号
資
産
等
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る

め
る
取
引
に
係
る
暗
号
資
産
等
の
価
格
又
は
金
融
指
標
の
数
値
に
そ
の
取
引

取
引
に
係
る
暗
号
資
産
の
価
格
又
は
金
融
指
標
の
数
値
に
そ
の
取
引
の
件
数

の
件
数
又
は
数
量
を
乗
じ
て
得
た
額

又
は
数
量
を
乗
じ
て
得
た
額

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

第
四
十
三
項
の
「
暗
号
資
産
等
の
売
付
け
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
取
引
を

第
四
十
三
項
の
「
暗
号
資
産
の
売
付
け
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
取
引
を
い

45

45

い
う
。

う
。

一

暗
号
資
産
等
の
売
付
け

一

暗
号
資
産
の
売
付
け

［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

第
四
十
三
項
の
「
暗
号
資
産
等
の
買
付
け
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
取
引
を

第
四
十
三
項
の
「
暗
号
資
産
の
買
付
け
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
取
引
を
い

46

46

い
う
。

う
。

一

暗
号
資
産
等
の
買
付
け

一

暗
号
資
産
の
買
付
け

［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

第
一
項
第
四
十
九
号
及
び
第
五
十
号
の
証
拠
金
等
は
、
有
価
証
券
又
は
暗
号

第
一
項
第
四
十
九
号
及
び
第
五
十
号
の
証
拠
金
等
は
、
有
価
証
券
又
は
暗
号

47

47

等
資
産
を
も
っ
て
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

資
産
を
も
っ
て
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
預
託
を
受
け
る
べ
き
証
拠
金
等
の
全
部
又
は
一
部

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
預
託
を
受
け
る
べ
き
証
拠
金
等
の
全
部
又
は
一
部

48

48

が
前
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
又
は
暗
号
等
資
産
を
も
っ
て
代
用
さ
れ
る
場

が
前
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
又
は
暗
号
資
産
を
も
っ
て
代
用
さ
れ
る
場
合

合
に
お
け
る
そ
の
代
用
価
格
は
、
い
ず
れ
か
一
の
金
融
商
品
取
引
所
に
お
け
る

に
お
け
る
そ
の
代
用
価
格
は
、
い
ず
れ
か
一
の
金
融
商
品
取
引
所
に
お
け
る
金
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金
融
商
品
取
引
所
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
六
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
額

融
商
品
取
引
所
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
六
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
額
（

（
暗
号
等
資
産
を
も
っ
て
代
用
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
額
が
な
い
と
き

暗
号
資
産
を
も
っ
て
代
用
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
額
が
な
い
と
き
は
、

は
、
金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
規
則
（
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る
も
の
に
限
る

金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
規
則
（
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

。
）
に
定
め
る
額
）
と
す
る
。

に
定
め
る
額
）
と
す
る
。

［
略
］

［
同
上
］

49

49

第
一
項
第
四
十
九
号
又
は
第
五
十
号
の
実
預
託
額
、
同
項
第
四
十
九
号
の
約

第
一
項
第
四
十
九
号
又
は
第
五
十
号
の
実
預
託
額
、
同
項
第
四
十
九
号
の
約

50

50

定
時
必
要
預
託
額
及
び
同
項
第
五
十
号
の
維
持
必
要
預
託
額
は
、
複
数
の
特
定

定
時
必
要
預
託
額
及
び
同
項
第
五
十
号
の
維
持
必
要
預
託
額
は
、
複
数
の
特
定

暗
号
資
産
等
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
顧
客
ご
と
に
一
括
し
て

暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
顧
客
ご
と
に
一
括
し
て
算

算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
同
項
第
四
十
九
号
の
規
定
の

出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
同
項
第
四
十
九
号
の
規
定
の
適

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
当
該
特
定
暗
号
資
産
等
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ

用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
当
該
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取

ブ
取
引
を
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
顧
客
が
行
っ
て
い
る
特
定
暗
号
資
産
等
関
連

引
を
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
顧
客
が
行
っ
て
い
る
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
」
と
、
「
加
え
、
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
加
え
、

リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
」
と
、
「
加
え
、
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
加
え
、
」
と
す

」
と
す
る
。

る
。

第
一
項
第
四
十
九
号
及
び
前
項
の
「
約
定
時
必
要
預
託
額
」
と
は
、
次
の
各

［
同
上
］

51

51

号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
い
う
。

一

顧
客
が
行
お
う
と
す
る
特
定
暗
号
資
産
等
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

一

顧
客
が
行
お
う
と
す
る
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の

の
み
に
つ
い
て
算
出
す
る
場
合

当
該
特
定
暗
号
資
産
等
関
連
店
頭
デ
リ
バ

み
に
つ
い
て
算
出
す
る
場
合

当
該
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ

テ
ィ
ブ
取
引
の
額
に
当
該
取
引
の
対
象
と
な
る
暗
号
資
産
等
若
し
く
は
金
融

ブ
取
引
の
額
に
当
該
取
引
の
対
象
と
な
る
暗
号
資
産
若
し
く
は
金
融
指
標
又

指
標
又
は
暗
号
資
産
等
の
組
合
せ
の
暗
号
資
産
等
リ
ス
ク
想
定
比
率
（
こ
れ

は
暗
号
資
産
の
組
合
せ
の
暗
号
資
産
リ
ス
ク
想
定
比
率
（
こ
れ
ら
の
暗
号
資

ら
の
暗
号
資
産
等
又
は
金
融
指
標
に
係
る
相
場
の
変
動
に
よ
り
発
生
し
得
る

産
又
は
金
融
指
標
に
係
る
相
場
の
変
動
に
よ
り
発
生
し
得
る
危
険
に
相
当
す

危
険
に
相
当
す
る
額
の
元
本
の
額
に
対
す
る
比
率
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定

る
額
の
元
本
の
額
に
対
す
る
比
率
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
方
法
に
よ

め
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
比
率
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い

り
算
出
し
た
比
率
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

て
同
じ
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
（
暗
号
資
産
等
リ
ス
ク
想
定
比
率
を
用
い
な

乗
じ
て
得
た
額
（
暗
号
資
産
リ
ス
ク
想
定
比
率
を
用
い
な
い
金
融
商
品
取
引
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い
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定
暗
号
資
産
等
関
連
店
頭

業
者
等
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
）

の
額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
）

二

顧
客
が
行
お
う
と
す
る
特
定
暗
号
資
産
等
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

二

顧
客
が
行
お
う
と
す
る
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
と

と
当
該
特
定
暗
号
資
産
等
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
契
約
を
締

当
該
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
契
約
を
締
結
す

結
す
る
時
に
お
い
て
行
っ
て
い
る
他
の
特
定
暗
号
資
産
等
関
連
店
頭
デ
リ
バ

る
時
に
お
い
て
行
っ
て
い
る
他
の
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
一
括
し
て
算
出
す
る
場
合

こ
れ
ら
の
特
定
暗
号
資

取
引
に
つ
い
て
一
括
し
て
算
出
す
る
場
合

こ
れ
ら
の
特
定
暗
号
資
産
関
連

産
等
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
対
象
と
な
る
暗
号
資
産
等
若
し
く
は

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
対
象
と
な
る
暗
号
資
産
若
し
く
は
金
融
指
標
又

金
融
指
標
又
は
暗
号
資
産
等
の
組
合
せ
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
区
分
ご
と
の

は
暗
号
資
産
の
組
合
せ
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
区
分
ご
と
の
特
定
暗
号
資
産

特
定
暗
号
資
産
等
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
の
合
計
額
に
当
該
区

関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
の
合
計
額
に
当
該
区
分
ご
と
の
暗
号
資

分
ご
と
の
暗
号
資
産
等
リ
ス
ク
想
定
比
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
暗
号
資
産
等

産
リ
ス
ク
想
定
比
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
暗
号
資
産
リ
ス
ク
想
定
比
率
を
用

リ
ス
ク
想
定
比
率
を
用
い
な
い
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ

い
な
い
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
特
定
暗
号
資
産
関

ら
の
特
定
暗
号
資
産
等
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
の
合
計
額
に
百

連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
の
合
計
額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た

分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
）

額
）

第
一
項
第
五
十
号
及
び
第
五
十
項
の
「
維
持
必
要
預
託
額
」
と
は
、
次
の
各

［
同
上
］

52

52

号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
い
う
。

一

顧
客
が
行
う
各
特
定
暗
号
資
産
等
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
ご
と
に

一

顧
客
が
行
う
各
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
ご
と
に
算

算
出
す
る
場
合

当
該
各
特
定
暗
号
資
産
等
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

出
す
る
場
合

当
該
各
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額

の
額
に
当
該
取
引
の
対
象
と
な
る
暗
号
資
産
等
若
し
く
は
金
融
指
標
又
は
暗

に
当
該
取
引
の
対
象
と
な
る
暗
号
資
産
若
し
く
は
金
融
指
標
又
は
暗
号
資
産

号
資
産
等
の
組
合
せ
の
暗
号
資
産
等
リ
ス
ク
想
定
比
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（

の
組
合
せ
の
暗
号
資
産
リ
ス
ク
想
定
比
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
暗
号
資
産
リ

暗
号
資
産
等
リ
ス
ク
想
定
比
率
を
用
い
な
い
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
あ
っ

ス
ク
想
定
比
率
を
用
い
な
い
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各

て
は
、
当
該
各
特
定
暗
号
資
産
等
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
に
百

特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ

分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
）

て
得
た
額
）

二

複
数
の
特
定
暗
号
資
産
等
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
一
括

二

複
数
の
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
一
括
し
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し
て
算
出
す
る
場
合

当
該
複
数
の
特
定
暗
号
資
産
等
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ

て
算
出
す
る
場
合

当
該
複
数
の
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

ィ
ブ
取
引
の
対
象
と
な
る
暗
号
資
産
等
若
し
く
は
金
融
指
標
又
は
暗
号
資
産

取
引
の
対
象
と
な
る
暗
号
資
産
若
し
く
は
金
融
指
標
又
は
暗
号
資
産
の
組
合

等
の
組
合
せ
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
区
分
ご
と
の
特
定
暗
号
資
産
等
関
連
店

せ
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
区
分
ご
と
の
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ

頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
の
合
計
額
に
当
該
区
分
ご
と
の
暗
号
資
産
等
リ

ィ
ブ
取
引
の
額
の
合
計
額
に
当
該
区
分
ご
と
の
暗
号
資
産
リ
ス
ク
想
定
比
率

ス
ク
想
定
比
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
暗
号
資
産
等
リ
ス
ク
想
定
比
率
を
用
い

を
乗
じ
て
得
た
額
（
暗
号
資
産
リ
ス
ク
想
定
比
率
を
用
い
な
い
金
融
商
品
取

な
い
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
あ
っ
て
は
、
当
該
複
数
の
特
定
暗
号
資
産
等

引
業
者
等
に
あ
っ
て
は
、
当
該
複
数
の
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ

関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
の
合
計
額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得

ィ
ブ
取
引
の
額
の
合
計
額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
）

た
額
）

第
五
十
一
項
第
二
号
又
は
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
顧
客
が

第
五
十
一
項
第
二
号
又
は
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
顧
客
が

53

53

同
一
の
暗
号
資
産
等
又
は
金
融
指
標
に
つ
い
て
暗
号
資
産
等
の
売
付
け
等
及
び

同
一
の
暗
号
資
産
又
は
金
融
指
標
に
つ
い
て
暗
号
資
産
の
売
付
け
等
及
び
暗
号

暗
号
資
産
等
の
買
付
け
等
を
行
っ
て
い
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
に
係
る
特
定
暗
号

資
産
の
買
付
け
等
を
行
っ
て
い
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
に
係
る
特
定
暗
号
資
産
関

資
産
等
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
（
同
一
の
通
貨
を
も
っ
て
表
示
さ

連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
（
同
一
の
通
貨
を
も
っ
て
表
示
さ
れ
る
も
の

れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
く
な
い
額
を
当
該
同
一
の
暗
号

に
限
る
。
）
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
く
な
い
額
を
当
該
同
一
の
暗
号
資
産
又
は

資
産
等
又
は
金
融
指
標
に
係
る
特
定
暗
号
資
産
等
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取

金
融
指
標
に
係
る
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
と
し
、

引
の
額
と
し
、
顧
客
が
一
の
暗
号
資
産
等
の
売
付
け
等
を
行
う
こ
と
に
よ
る
他

顧
客
が
一
の
暗
号
資
産
の
売
付
け
等
を
行
う
こ
と
に
よ
る
他
の
暗
号
資
産
の
買

の
暗
号
資
産
等
の
買
付
け
等
及
び
当
該
他
の
暗
号
資
産
等
の
売
付
け
等
を
行
う

付
け
等
及
び
当
該
他
の
暗
号
資
産
の
売
付
け
等
を
行
う
こ
と
に
よ
る
当
該
一
の

こ
と
に
よ
る
当
該
一
の
暗
号
資
産
等
の
買
付
け
等
を
行
っ
て
い
る
と
き
は
、
こ

暗
号
資
産
の
買
付
け
等
を
行
っ
て
い
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
に
係
る
特
定
暗
号
資

れ
ら
に
係
る
特
定
暗
号
資
産
等
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
の
う
ち
い

産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
く
な
い
額
を
当

ず
れ
か
少
な
く
な
い
額
を
当
該
一
の
暗
号
資
産
等
又
は
当
該
他
の
暗
号
資
産
等

該
一
の
暗
号
資
産
又
は
当
該
他
の
暗
号
資
産
に
係
る
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭

に
係
る
特
定
暗
号
資
産
等
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
と
す
る
こ
と
が

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
き
る
。

前
三
項
の
「
特
定
暗
号
資
産
等
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
」
と
は

前
三
項
の
「
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
」
と
は
、

54

54

、
当
該
特
定
暗
号
資
産
等
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
暗
号
資
産
等

当
該
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
暗
号
資
産
の
価
格
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の
価
格
又
は
金
融
指
標
の
数
値
に
そ
の
取
引
の
件
数
又
は
数
量
を
乗
じ
て
得
た

又
は
金
融
指
標
の
数
値
に
そ
の
取
引
の
件
数
又
は
数
量
を
乗
じ
て
得
た
額
を
い

額
を
い
う
。

う
。

第
五
十
三
項
の
「
暗
号
資
産
等
の
売
付
け
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
取
引
を

第
五
十
三
項
の
「
暗
号
資
産
の
売
付
け
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
取
引
を
い

55

55

い
う
。

う
。

一

暗
号
資
産
等
の
売
付
け

一

暗
号
資
産
の
売
付
け

二

［
略
］

二

［
同
上
］

第
五
十
三
項
の
「
暗
号
資
産
等
の
買
付
け
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
取
引
を

第
五
十
三
項
の
「
暗
号
資
産
の
買
付
け
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
取
引
を
い

56

56

い
う
。

う
。

一

暗
号
資
産
等
の
買
付
け

一

暗
号
資
産
の
買
付
け

二

［
略
］

二

［
同
上
］

（
業
務
の
運
営
の
状
況
が
公
益
に
反
し
又
は
投
資
者
の
保
護
に
支
障
を
生
ず
る

（
業
務
の
運
営
の
状
況
が
公
益
に
反
し
又
は
投
資
者
の
保
護
に
支
障
を
生
ず
る

お
そ
れ
が
あ
る
も
の
）

お
そ
れ
が
あ
る
も
の
）

第
百
二
十
三
条

法
第
四
十
条
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
状
況
は

第
百
二
十
三
条

［
同
上
］

、
次
に
掲
げ
る
状
況
と
す
る
。

［
一
～
十
九

略
］

［
一
～
十
九

同
上
］

二
十

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
売
付

二
十

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
売
付

け
及
び
買
付
け
の
価
格
又
は
価
格
に
相
当
す
る
事
項
の
双
方
が
あ
る
場
合
に

け
及
び
買
付
け
の
価
格
又
は
価
格
に
相
当
す
る
事
項
の
双
方
が
あ
る
場
合
に

、
こ
れ
ら
の
価
格
又
は
価
格
に
相
当
す
る
事
項
を
同
時
に
提
示
し
て
い
な
い

、
こ
れ
ら
の
価
格
又
は
価
格
に
相
当
す
る
事
項
を
同
時
に
提
示
し
て
い
な
い

状
況
（
当
該
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
が
店
頭
金
融
先
物
取
引
及
び
暗
号
等

状
況
（
当
該
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
が
店
頭
金
融
先
物
取
引
及
び
暗
号
資

資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
以
外
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
以
外
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

、
当
該
価
格
又
は
価
格
に
相
当
す
る
事
項
を
同
時
に
個
人
で
あ
る
顧
客
に
提

当
該
価
格
又
は
価
格
に
相
当
す
る
事
項
を
同
時
に
個
人
で
あ
る
顧
客
に
提
示

示
し
て
い
な
い
状
況
）

し
て
い
な
い
状
況
）
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二
十
一

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
顧

二
十
一

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
顧

客
（
当
該
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
が
店
頭
金
融
先
物
取
引
及
び
暗
号
等
資

客
（
当
該
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
が
店
頭
金
融
先
物
取
引
及
び
暗
号
資
産

産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
以
外
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
以
外
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
個

個
人
に
限
る
。
）
の
取
引
時
に
表
示
し
た
価
格
又
は
価
格
に
相
当
す
る
事
項

人
に
限
る
。
）
の
取
引
時
に
表
示
し
た
価
格
又
は
価
格
に
相
当
す
る
事
項
を

を
、
当
該
価
格
又
は
価
格
に
相
当
す
る
事
項
の
提
示
を
要
求
し
た
当
該
顧
客

、
当
該
価
格
又
は
価
格
に
相
当
す
る
事
項
の
提
示
を
要
求
し
た
当
該
顧
客
に

に
提
示
し
て
い
な
い
状
況

提
示
し
て
い
な
い
状
況

［
二
十
一
の
二
～
三
十

略
］

［
二
十
一
の
二
～
三
十

同
上
］

三
十
一

暗
号
等
資
産
の
特
性
及
び
自
己
の
業
務
体
制
に
照
ら
し
て
、
投
資
者

三
十
一

暗
号
資
産
の
特
性
及
び
自
己
の
業
務
体
制
に
照
ら
し
て
、
投
資
者
の

の
保
護
又
は
金
融
商
品
取
引
業
等
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ

保
護
又
は
金
融
商
品
取
引
業
等
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す

す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
暗
号
等
資
産
等
に
係
る
有
価
証
券
の
売
買

お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
暗
号
資
産
等
に
係
る
有
価
証
券
の
売
買
そ
の

そ
の
他
の
取
引
等
を
そ
の
行
う
金
融
商
品
取
引
業
等
の
対
象
と
し
な
い
た
め

他
の
取
引
等
を
そ
の
行
う
金
融
商
品
取
引
業
等
の
対
象
と
し
な
い
た
め
に
必

に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

要
な
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

三
十
二

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
、
そ
の
行
う
暗
号
等
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ

三
十
二

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
、
そ
の
行
う
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ

ィ
ブ
取
引
等
（
法
第
百
八
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
暗

ブ
取
引
等
（
法
第
百
八
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
暗
号

号
等
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
二
百

資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
二
百
三
十

三
十
二
条
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
金
融
商
品
取
引
業
等
の

二
条
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
金
融
商
品
取
引
業
等
の
顧
客

顧
客
の
暗
号
等
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
係
る
注
文
の
動
向
若
し

の
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
係
る
注
文
の
動
向
若
し
く
は
内

く
は
内
容
又
は
暗
号
等
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
の
状
況
そ
の
他
の

容
又
は
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
に
応

事
情
に
応
じ
、
顧
客
が
法
第
百
八
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
、
第
百
八
十
五

じ
、
顧
客
が
法
第
百
八
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
、
第
百
八
十
五
条
の
二
十

条
の
二
十
三
第
一
項
又
は
第
百
八
十
五
条
の
二
十
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二

三
第
一
項
又
は
第
百
八
十
五
条
の
二
十
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定

項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
し
、
違
反
す
る
疑
い
が
あ

に
違
反
し
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
し
、
違
反
す
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め

る
と
認
め
る
と
き
は
当
該
顧
客
と
の
間
の
金
融
商
品
取
引
業
等
に
係
る
取
引

る
と
き
は
当
該
顧
客
と
の
間
の
金
融
商
品
取
引
業
等
に
係
る
取
引
の
停
止
等

の
停
止
等
を
行
う
措
置
そ
の
他
の
暗
号
等
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等

を
行
う
措
置
そ
の
他
の
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
係
る
不
公
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に
係
る
不
公
正
な
行
為
の
防
止
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
な

正
な
行
為
の
防
止
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
ら

い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

れ
る
状
況

三
十
三

暗
号
等
資
産
等
の
相
場
若
し
く
は
相
場
若
し
く
は
取
引
高
に
基
づ
い

三
十
三

暗
号
資
産
等
の
相
場
若
し
く
は
相
場
若
し
く
は
取
引
高
に
基
づ
い
て

て
算
出
し
た
数
値
を
変
動
さ
せ
、
又
は
取
引
高
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り

算
出
し
た
数
値
を
変
動
さ
せ
、
又
は
取
引
高
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
実

実
勢
を
反
映
し
な
い
作
為
的
な
も
の
を
形
成
さ
せ
る
べ
き
当
該
暗
号
等
資
産

勢
を
反
映
し
な
い
作
為
的
な
も
の
を
形
成
さ
せ
る
べ
き
当
該
暗
号
資
産
等
に

等
に
係
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
そ
の
申
込
み
若
し
く
は
委
託
等
若
し
く

係
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
そ
の
申
込
み
若
し
く
は
委
託
等
若
し
く
は
受

は
受
託
等
を
す
る
行
為
を
防
止
す
る
た
め
の
売
買
管
理
が
十
分
で
な
い
と
認

託
等
を
す
る
行
為
を
防
止
す
る
た
め
の
売
買
管
理
が
十
分
で
な
い
と
認
め
ら

め
ら
れ
る
状
況

れ
る
状
況

三
十
四

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
、
そ
の
行
う
金
融
商
品
取
引
業
等
の
対
象

三
十
四

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
、
そ
の
行
う
金
融
商
品
取
引
業
等
の
対
象

と
し
、
若
し
く
は
対
象
と
し
よ
う
と
す
る
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引

と
し
、
若
し
く
は
対
象
と
し
よ
う
と
す
る
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引

等
に
係
る
暗
号
等
資
産
等
又
は
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
関
す
る
重
要

等
に
係
る
暗
号
資
産
等
又
は
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
関
す
る
重
要
な

な
情
報
で
あ
っ
て
顧
客
の
暗
号
等
資
産
等
に
係
る
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他

情
報
で
あ
っ
て
顧
客
の
暗
号
資
産
等
に
係
る
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取

の
取
引
等
に
係
る
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
当
該
金
融

引
等
に
係
る
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
当
該
金
融
商
品

商
品
取
引
業
者
等
の
行
う
金
融
商
品
取
引
業
等
の
全
て
の
顧
客
が
容
易
に
知

取
引
業
者
等
の
行
う
金
融
商
品
取
引
業
等
の
全
て
の
顧
客
が
容
易
に
知
り
得

り
得
る
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
を
適
切
に
管
理
す
る
た
め

る
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
を
適
切
に
管
理
す
る
た
め
に
必

に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

要
な
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

三
十
五

顧
客
（
個
人
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
に
規
定
す
る
定
義
に
関
す

三
十
五

顧
客
（
個
人
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
に
規
定
す
る
定
義
に
関
す

る
内
閣
府
令
第
十
条
第
一
項
第
二
十
四
号
ロ
⑴
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る

る
内
閣
府
令
第
十
条
第
一
項
第
二
十
四
号
ロ
⑴
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る

業
務
執
行
組
合
員
等
（
同
項
第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
業
務
執
行
組
合
員
等

業
務
執
行
組
合
員
等
（
同
項
第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
業
務
執
行
組
合
員
等

を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
業
務
執
行
組
合
員
等
と
し
て

を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
業
務
執
行
組
合
員
等
と
し
て

暗
号
資
産
等
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
暗
号
資
産
等
関
連
市
場
デ
リ
バ
テ

暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
暗
号
資
産
関
連
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

ィ
ブ
取
引
、
暗
号
資
産
等
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
暗
号
資
産
等

取
引
、
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
暗
号
資
産
関
連
外
国

関
連
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お

市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
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い
て
同
じ
。
）
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
業
務
執
行
組
合
員
等
を
除
く
。

。
）
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
業
務
執
行
組
合
員
等
を
除
く
。
）
に
限
る

）
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
そ
の
計
算
に
お
い
て
行
っ

。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
そ
の
計
算
に
お
い
て
行
っ
た
暗
号
資

た
暗
号
資
産
等
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
決
済
し
た
場
合
に
顧
客
に
生
ず

産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
決
済
し
た
場
合
に
顧
客
に
生
ず
る
こ
と
と
な

る
こ
と
と
な
る
損
失
の
額
が
、
当
該
顧
客
と
の
間
で
あ
ら
か
じ
め
約
し
た
計

る
損
失
の
額
が
、
当
該
顧
客
と
の
間
で
あ
ら
か
じ
め
約
し
た
計
算
方
法
に
よ

算
方
法
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
額
に
達
す
る
場
合
に
行
う
こ
と
と
す
る
暗
号
資

り
算
出
さ
れ
る
額
に
達
す
る
場
合
に
行
う
こ
と
と
す
る
暗
号
資
産
関
連
デ
リ

産
等
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
決
済
（
次
号
に
お
い
て
「
ロ
ス
カ
ッ
ト
取

バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
決
済
（
次
号
に
お
い
て
「
ロ
ス
カ
ッ
ト
取
引
」
と
い
う
。

引
」
と
い
う
。
）
を
行
う
た
め
の
十
分
な
管
理
体
制
を
整
備
し
て
い
な
い
状

）
を
行
う
た
め
の
十
分
な
管
理
体
制
を
整
備
し
て
い
な
い
状
況

況
三
十
六

暗
号
資
産
等
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
、
ロ
ス
カ
ッ
ト
取

三
十
六

暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
、
ロ
ス
カ
ッ
ト
取
引

引
を
行
っ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

を
行
っ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

［
２
～

略
］

［
２
～

同
上
］

13

13

第
一
項
第
三
十
五
号
の
「
暗
号
資
産
等
関
連
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
」
と

第
一
項
第
三
十
五
号
の
「
暗
号
資
産
関
連
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
」
と
は

14

14

は
、
暗
号
資
産
等
を
対
象
と
す
る
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
で
あ
っ
て
、
法
第

、
暗
号
資
産
を
対
象
と
す
る
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
で
あ
っ
て
、
法
第
二
条

二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
又
は
同
項
第
三
号

第
二
十
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
又
は
同
項
第
三
号
に
掲

に
掲
げ
る
取
引
（
同
号
に
規
定
す
る
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
り
成
立
す
る

げ
る
取
引
（
同
号
に
規
定
す
る
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
り
成
立
す
る
取
引

取
引
が
同
号
イ
に
掲
げ
る
取
引
又
は
同
号
ロ
に
掲
げ
る
取
引
（
同
項
第
一
号
若

が
同
号
イ
に
掲
げ
る
取
引
又
は
同
号
ロ
に
掲
げ
る
取
引
（
同
項
第
一
号
若
し
く

し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
も
の
又
は
同
号
に
掲
げ
る
取
引
に
準
ず

は
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
も
の
又
は
同
号
に
掲
げ
る
取
引
に
準
ず
る
取

る
取
引
で
金
融
商
品
取
引
所
の
定
め
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る

引
で
金
融
商
品
取
引
所
の
定
め
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の

も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。

に
限
る
。
）
を
い
う
。

第
一
項
第
三
十
五
号
の
「
暗
号
資
産
等
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
」
と

第
一
項
第
三
十
五
号
の
「
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
」
と
は

15

15

は
、
暗
号
資
産
等
を
対
象
と
す
る
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
で
あ
っ
て
、
法
第

、
暗
号
資
産
を
対
象
と
す
る
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
で
あ
っ
て
、
法
第
二
条

二
条
第
二
十
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
、
同
項
第
三
号
に

第
二
十
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ

掲
げ
る
取
引
（
同
号
に
規
定
す
る
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
り
成
立
す
る
取

る
取
引
（
同
号
に
規
定
す
る
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
り
成
立
す
る
取
引
が
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引
が
同
項
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
取
引
で
あ
る
も
の
に
限

同
項
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
取
引
で
あ
る
も
の
に
限
る
。

る
。
）
又
は
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引
を
い
う
。

）
又
は
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引
を
い
う
。

第
一
項
第
三
十
五
号
の
「
暗
号
資
産
等
関
連
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

第
一
項
第
三
十
五
号
の
「
暗
号
資
産
関
連
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
」

16

16

」
と
は
、
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
で
あ
っ
て
、
第
十
四
項
に
規
定
す
る

と
は
、
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
で
あ
っ
て
、
第
十
四
項
に
規
定
す
る
暗

暗
号
資
産
等
関
連
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
と
類
似
の
取
引
を
い
う
。

号
資
産
関
連
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
と
類
似
の
取
引
を
い
う
。

（
分
別
管
理
が
確
保
さ
れ
て
い
る
も
の
）

（
分
別
管
理
が
確
保
さ
れ
て
い
る
も
の
）

第
百
二
十
五
条

法
第
四
十
条
の
三
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、

第
百
二
十
五
条

［
同
上
］

同
条
に
規
定
す
る
権
利
又
は
有
価
証
券
に
関
し
出
資
さ
れ
、
又
は
拠
出
さ
れ
た

金
銭
を
充
て
て
事
業
を
行
う
者
（
当
該
事
業
に
係
る
業
務
を
執
行
す
る
者
を
含

む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
当
該
事
業
者

の
定
款
（
当
該
事
業
に
係
る
規
約
そ
の
他
の
権
利
又
は
有
価
証
券
に
係
る
契
約

そ
の
他
の
法
律
行
為
を
含
む
。
）
に
よ
り
次
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
金
銭
が
当
該
事
業
者
の
固
有
財
産

そ
の
他
当
該
事
業
者
の
行
う
他
の
事
業
に
係
る
財
産
と
分
別
し
て
管
理
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
確
保
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

当
該
金
銭
が
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、
適
切
に
管
理
さ
れ
て
い
る
こ

二

［
同
上
］

と
。

［
イ
～
ニ

略
］

［
イ
～
ニ

同
上
］

ホ

電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
等
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

十
二
項
に
規
定
す
る
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
又
は
同
条
第
十
三
項
に

規
定
す
る
外
国
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
を
い
う
。
）
へ
の
管
理
の
委
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託
（
他
人
の
た
め
に
電
子
決
済
手
段
の
管
理
を
信
託
業
法
又
は
金
融
機
関

の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
信
託
業
と
し
て

行
う
信
託
会
社
等
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
十
六
項
に
規

定
す
る
信
託
会
社
等
を
い
う
。
第
百
二
十
六
条
の
二
第
三
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
へ
の
当
該
管
理
の
委
託
を
含
み
、
当
該
金
銭
で
あ
る
こ
と
が
そ
の

名
義
に
よ
り
明
ら
か
な
も
の
に
限
る
。
）

（
金
銭
又
は
有
価
証
券
の
預
託
の
受
入
れ
等
の
禁
止
の
適
用
除
外
）

（
金
銭
又
は
有
価
証
券
の
預
託
の
受
入
れ
等
の
禁
止
の
適
用
除
外
）

第
百
二
十
六
条
の
二

令
第
十
六
条
の
九
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

第
百
二
十
六
条
の
二

令
第
十
六
条
の
九
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

る
場
合
は
、
他
人
の
た
め
に
暗
号
資
産
の
管
理
を
業
と
し
て
行
う
こ
と
に
つ
き

法
律
に
特
別
の
規
定
の
あ
る
者
が
当
該
管
理
を
行
う
場
合
と
す
る
。

一

他
人
の
た
め
に
暗
号
資
産
の
管
理
を
業
と
し
て
行
う
こ
と
に
つ
き
法
律
に

［
号
を
加
え
る
。
］

特
別
の
規
定
の
あ
る
者
が
当
該
管
理
を
行
う
場
合

二

他
人
の
た
め
に
電
子
決
済
手
段
の
管
理
を
業
と
し
て
行
う
こ
と
に
つ
き
資

［
号
を
加
え
る
。
］

金
決
済
に
関
す
る
法
律
に
特
別
の
規
定
の
あ
る
者
が
当
該
管
理
を
行
う
場
合

三

他
人
の
た
め
に
電
子
決
済
手
段
の
管
理
を
信
託
業
法
又
は
金
融
機
関
の
信

［
号
を
加
え
る
。
］

託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
信
託
業
と
し
て
行
う
信

託
会
社
等
が
当
該
管
理
を
行
う
場
合

（
分
別
管
理
）

（
分
別
管
理
）

第
百
三
十
二
条

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
法
第
四
十
二
条
の
四
の
規
定
に
基

第
百
三
十
二
条

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
法
第
四
十
二
条
の
四
の
規
定
に
基

づ
き
運
用
財
産
を
管
理
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
運
用
財
産
が
金
銭
（
暗
号

づ
き
運
用
財
産
を
管
理
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
運
用
財
産
が
金
銭
（
暗
号

等
資
産
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
第
百
二
十
五
条

資
産
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
第
百
二
十
五
条
第
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第
二
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
金
銭
を
管
理
し
な
け
れ

二
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
金
銭
を
管
理
し
な
け
れ
ば

ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
運
用
報
告
書
の
交
付
）

（
運
用
報
告
書
の
交
付
）

第
百
三
十
四
条

法
第
四
十
二
条
の
七
第
一
項
の
運
用
報
告
書
（
以
下
こ
の
条
及

第
百
三
十
四
条

［
同
上
］

び
次
条
に
お
い
て
単
に
「
運
用
報
告
書
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
（
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
っ
て
は
、
運
用
財
産
が

法
第
二
条
第
八
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
行
為
を
投
資
一
任
契
約
に
基
づ
き
行
う

業
務
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

当
該
運
用
報
告
書
の
基
準
日
に
お
け
る
運
用
財
産
の
状
況
と
し
て
次
に
掲

二

［
同
上
］

げ
る
事
項

イ

金
銭
の
額
（
暗
号
等
資
産
の
額
を
含
む
。
）

イ

金
銭
の
額
（
暗
号
資
産
の
額
を
含
む
。
）

［
ロ
・
ハ

略
］

［
ロ
・
ハ

同
上
］

［
三
～
十
一

略
］

［
三
～
十
一

同
上
］

［
２
～
５

略
］

［
２
～
５

同
上
］

（
金
銭
の
区
分
管
理
）

（
金
銭
の
区
分
管
理
）

第
百
四
十
三
条

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
法
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規

第
百
四
十
三
条

［
同
上
］

定
に
基
づ
き
金
銭
そ
の
他
の
保
証
金
を
管
理
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
保
証

金
が
金
銭
で
あ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
（
有

価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
又
は
商
品
関
連
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
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若
し
く
は
商
品
関
連
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
取
次
ぎ
等
に
該
当
す
る
も
の
を

除
く
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
金
銭
を

自
己
の
固
有
財
産
と
区
分
し
て
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

通
貨
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
及
び
暗
号
資
産
等
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

一

通
貨
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
及
び
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取

取
引
等

信
託
会
社
又
は
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
へ
の
金
銭
信
託

引
等

信
託
会
社
又
は
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
へ
の
金
銭
信
託

二

前
号
に
掲
げ
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
以
外
の
も
の

次
に
掲
げ
る
方
法

二

［
同
上
］

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

ニ

媒
介
等
相
手
方
へ
の
預
託
（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
、
特
定
業
者
等

ニ

媒
介
等
相
手
方
へ
の
預
託
（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
、
特
定
業
者
等

を
媒
介
等
相
手
方
と
し
て
第
百
二
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
通
貨
関
連

を
媒
介
等
相
手
方
と
し
て
第
百
二
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
通
貨
関
連

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
及
び
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
等

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
及
び
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
関

関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
以
外
の
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
有
価

連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
以
外
の
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
有
価
証

証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号

券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及

及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理
を
行
う
場
合

び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理
を
行
う
場
合
に

に
、
当
該
特
定
業
者
等
に
当
該
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
保
証
金

、
当
該
特
定
業
者
等
に
当
該
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
保
証
金
と

と
し
て
金
銭
を
預
託
す
る
と
き
に
限
る
。
）

し
て
金
銭
を
預
託
す
る
と
き
に
限
る
。
）

２

前
項
の
金
銭
に
は
、
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
店
頭
金
融
先
物
取
引
、
暗

２

前
項
の
金
銭
に
は
、
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
店
頭
金
融
先
物
取
引
、
暗

号
等
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
第
百
十
六
条
第
一
項
第
五
号
イ

号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
第
百
十
六
条
第
一
項
第
五
号
イ
に

に
掲
げ
る
取
引
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
第
百
四
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て

掲
げ
る
取
引
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
第
百
四
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
同

同
じ
。
）
に
関
し
、
顧
客
が
担
保
に
供
し
た
金
銭
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

じ
。
）
に
関
し
、
顧
客
が
担
保
に
供
し
た
金
銭
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

３

［
略
］

３

［
同
上
］

４

第
一
項
第
一
号
の
「
暗
号
資
産
等
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
」
と
は
、
次

４

第
一
項
第
一
号
の
「
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
」
と
は
、
次
に

に
掲
げ
る
行
為
を
い
う
。

掲
げ
る
行
為
を
い
う
。

一

第
百
二
十
三
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
等
関
連
市
場
デ
リ
バ
テ

一

第
百
二
十
三
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
関
連
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
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ィ
ブ
取
引
又
は
こ
れ
に
係
る
法
第
二
条
第
八
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に

ブ
取
引
又
は
こ
れ
に
係
る
法
第
二
条
第
八
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲

掲
げ
る
行
為

げ
る
行
為

二

第
百
二
十
三
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
等
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ

二

第
百
二
十
三
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ

ィ
ブ
取
引
又
は
そ
の
媒
介
、
取
次
ぎ
（
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
除
く
。

ブ
取
引
又
は
そ
の
媒
介
、
取
次
ぎ
（
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
除
く
。
）

）
若
し
く
は
代
理

若
し
く
は
代
理

三

第
百
二
十
三
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
等
関
連
外
国
市
場
デ
リ

三

第
百
二
十
三
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
関
連
外
国
市
場
デ
リ
バ

バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
こ
れ
に
係
る
法
第
二
条
第
八
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三

テ
ィ
ブ
取
引
又
は
こ
れ
に
係
る
法
第
二
条
第
八
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号

号
に
掲
げ
る
行
為

に
掲
げ
る
行
為

（
顧
客
区
分
管
理
信
託
の
要
件
等
）

（
顧
客
区
分
管
理
信
託
の
要
件
等
）

第
百
四
十
三
条
の
二

前
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
金
銭
信
託
（
以
下
「
顧

第
百
四
十
三
条
の
二

［
同
上
］

客
区
分
管
理
信
託
」
と
い
う
。
）
に
係
る
契
約
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て

を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

金
融
商
品
取
引
業
者
等
を
委
託
者
と
し
、
信
託
会
社
又
は
信
託
業
務
を
営

一

金
融
商
品
取
引
業
者
等
を
委
託
者
と
し
、
信
託
会
社
又
は
信
託
業
務
を
営

む
金
融
機
関
を
受
託
者
と
し
、
か
つ
、
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
行
う

む
金
融
機
関
を
受
託
者
と
し
、
か
つ
、
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
行
う

通
貨
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
（
前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
通
貨
関
連
デ

通
貨
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
（
前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
通
貨
関
連
デ

リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
暗
号

リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
暗
号

資
産
等
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
（
前
条
第
四
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産

資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
（
前
条
第
四
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
関

等
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係

に
係
る
顧
客
を
元
本
の
受
益
者
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

る
顧
客
を
元
本
の
受
益
者
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

［
二
～
五

略
］

［
二
～
五

同
上
］

六

信
託
財
産
の
元
本
の
評
価
額
が
顧
客
区
分
管
理
必
要
額
（
個
別
顧
客
区
分

六

信
託
財
産
の
元
本
の
評
価
額
が
顧
客
区
分
管
理
必
要
額
（
個
別
顧
客
区
分

管
理
金
額
（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
廃
止
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
金
融
商

管
理
金
額
（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
廃
止
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
金
融
商
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品
取
引
業
等
を
行
わ
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
に
顧
客
に
返
還
す
べ
き
通
貨
関

品
取
引
業
等
を
行
わ
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
に
顧
客
に
返
還
す
べ
き
通
貨
関

連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
又
は
暗
号
資
産
等
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に

連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
又
は
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
係

係
る
法
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
金
銭
そ
の
他
の
保
証
金
の
額

る
法
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
金
銭
そ
の
他
の
保
証
金
の
額
を

を
当
該
顧
客
ご
と
に
算
定
し
た
額
を
い
う
。
第
十
四
号
及
び
次
条
第
一
項
に

当
該
顧
客
ご
と
に
算
定
し
た
額
を
い
う
。
第
十
四
号
及
び
次
条
第
一
項
に
お

お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
同
条
第
一
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
同
条
第
一
項
に
お
い

い
て
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
満
た
な
い
こ
と
と
な
っ
た
日
の
翌

て
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
満
た
な
い
こ
と
と
な
っ
た
日
の
翌
日

日
か
ら
起
算
し
て
二
営
業
日
以
内
に
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
よ
り
そ
の

か
ら
起
算
し
て
二
営
業
日
以
内
に
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
よ
り
そ
の
不

不
足
額
に
相
当
す
る
金
銭
が
信
託
財
産
に
追
加
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

足
額
に
相
当
す
る
金
銭
が
信
託
財
産
に
追
加
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

［
七
～
十
五

略
］

［
七
～
十
五

同
上
］

２

前
項
第
六
号
の
金
銭
そ
の
他
の
保
証
金
の
額
に
は
、
同
号
の
通
貨
関
連
デ
リ

２

前
項
第
六
号
の
金
銭
そ
の
他
の
保
証
金
の
額
に
は
、
同
号
の
通
貨
関
連
デ
リ

バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
又
は
暗
号
資
産
等
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
を
決
済
し
た

バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
又
は
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
を
決
済
し
た
場

場
合
に
顧
客
に
生
ず
る
こ
と
と
な
る
利
益
の
額
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
通
貨

合
に
顧
客
に
生
ず
る
こ
と
と
な
る
利
益
の
額
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
通
貨
関

関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
又
は
暗
号
資
産
等
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
を

連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
又
は
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
を
決
済

決
済
し
た
場
合
に
顧
客
に
生
ず
る
こ
と
と
な
る
損
失
の
額
を
控
除
す
る
こ
と
が

し
た
場
合
に
顧
客
に
生
ず
る
こ
と
と
な
る
損
失
の
額
を
控
除
す
る
こ
と
が
で
き

で
き
る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
個
別
顧
客
区
分
管
理
金
額
の
算
定
に
当
た
っ
て

３

第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
個
別
顧
客
区
分
管
理
金
額
の
算
定
に
当
た
っ
て

は
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
顧
客
と
の
間
に
お
い
て
一
括
清
算
の
約
定
を
し

は
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
顧
客
と
の
間
に
お
い
て
一
括
清
算
の
約
定
を
し

た
基
本
契
約
書
に
基
づ
き
通
貨
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
又
は
暗
号
資
産
等

た
基
本
契
約
書
に
基
づ
き
通
貨
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
又
は
暗
号
資
産
関

関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
算
定
の
時

連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
算
定
の
時
に

に
お
い
て
当
該
顧
客
に
一
括
清
算
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
当
該
基
本
契
約
書
に

お
い
て
当
該
顧
客
に
一
括
清
算
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
当
該
基
本
契
約
書
に
基

基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
特
定
金
融
取
引
に
つ
い
て
当
該
一
括
清
算
事
由
が
生

づ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
特
定
金
融
取
引
に
つ
い
て
当
該
一
括
清
算
事
由
が
生
じ

じ
た
時
に
お
け
る
評
価
額
で
当
該
顧
客
の
評
価
損
と
な
る
も
の
（
当
該
通
貨
関

た
時
に
お
け
る
評
価
額
で
当
該
顧
客
の
評
価
損
と
な
る
も
の
（
当
該
通
貨
関
連

連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
又
は
暗
号
資
産
等
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
係

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
又
は
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
係
る
も
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る
も
の
を
除
く
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
基
本
契
約
書
に
基
づ
き
通
貨
関
連

の
を
除
く
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
基
本
契
約
書
に
基
づ
き
通
貨
関
連
デ
リ

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
又
は
暗
号
資
産
等
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
を
決
済

バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
又
は
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
を
決
済
し
た
場

し
た
場
合
に
お
い
て
も
顧
客
の
保
護
に
支
障
を
生
ず
る
こ
と
が
な
い
と
認
め
ら

合
に
お
い
て
も
顧
客
の
保
護
に
支
障
を
生
ず
る
こ
と
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
限

れ
る
限
り
に
お
い
て
、
当
該
評
価
損
の
額
を
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

り
に
お
い
て
、
当
該
評
価
損
の
額
を
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

［
略
］

４

［
同
上
］

第
五
款

暗
号
等
資
産
関
連
業
務
に
関
す
る
特
則

第
五
款

暗
号
資
産
関
連
業
務
に
関
す
る
特
則

（
暗
号
等
資
産
関
連
行
為
）

（
暗
号
資
産
関
連
行
為
）

第
百
四
十
六
条
の
三

法
第
四
十
三
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

第
百
四
十
六
条
の
三

［
同
上
］

め
る
金
融
商
品
取
引
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

暗
号
等
資
産
関
連
有
価
証
券
又
は
暗
号
等
資
産
関
連
有
価
証
券
若
し
く
は

二

暗
号
資
産
関
連
有
価
証
券
又
は
暗
号
資
産
関
連
有
価
証
券
若
し
く
は
金
融

金
融
指
標
（
暗
号
等
資
産
関
連
有
価
証
券
の
価
格
及
び
利
率
等
並
び
に
こ
れ

指
標
（
暗
号
資
産
関
連
有
価
証
券
の
価
格
及
び
利
率
等
並
び
に
こ
れ
ら
に
基

ら
に
基
づ
い
て
算
出
し
た
数
値
に
限
る
。
）
に
係
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に

づ
い
て
算
出
し
た
数
値
に
限
る
。
）
に
係
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て

つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
行
為

の
次
に
掲
げ
る
行
為

イ

暗
号
等
資
産
関
連
有
価
証
券
に
つ
い
て
の
法
第
二
条
第
八
項
第
一
号
か

イ

暗
号
資
産
関
連
有
価
証
券
に
つ
い
て
の
法
第
二
条
第
八
項
第
一
号
か
ら

ら
第
四
号
ま
で
若
し
く
は
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
又
は

第
四
号
ま
で
若
し
く
は
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
又
は
当

当
該
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
の
同
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に

該
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
の
同
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲

掲
げ
る
行
為

げ
る
行
為

ロ

［
略
］

ロ

［
同
上
］

ハ

暗
号
等
資
産
関
連
有
価
証
券
に
つ
い
て
の
法
第
二
条
第
八
項
第
十
六
号

ハ

暗
号
資
産
関
連
有
価
証
券
に
つ
い
て
の
法
第
二
条
第
八
項
第
十
六
号
若

若
し
く
は
第
十
七
号
又
は
令
第
一
条
の
十
二
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為

し
く
は
第
十
七
号
又
は
令
第
一
条
の
十
二
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
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２

前
項
第
二
号
の
「
暗
号
等
資
産
関
連
有
価
証
券
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

２

前
項
第
二
号
の
「
暗
号
資
産
関
連
有
価
証
券
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を

を
い
う
。

い
う
。

一

信
託
受
益
権
等
の
う
ち
、
当
該
信
託
受
益
権
等
に
係
る
信
託
財
産
を
主
と

一

信
託
受
益
権
等
の
う
ち
、
当
該
信
託
受
益
権
等
に
係
る
信
託
財
産
を
主
と

し
て
暗
号
等
資
産
又
は
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
デ

し
て
暗
号
資
産
又
は
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
デ
リ

リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
権
利
に
対
す
る
投
資
と
し
て
運
用
す
る
も
の

バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
権
利
に
対
す
る
投
資
と
し
て
運
用
す
る
も
の

二

出
資
対
象
事
業
持
分
の
う
ち
、
当
該
出
資
対
象
事
業
持
分
に
係
る
出
資
対

二

出
資
対
象
事
業
持
分
の
う
ち
、
当
該
出
資
対
象
事
業
持
分
に
係
る
出
資
対

象
事
業
が
主
と
し
て
暗
号
等
資
産
又
は
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
九
号

象
事
業
が
主
と
し
て
暗
号
資
産
又
は
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
九
号
に

に
規
定
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
権
利
に
対
す
る
投
資
を
行
う
事
業

規
定
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
権
利
に
対
す
る
投
資
を
行
う
事
業
で

で
あ
る
も
の

あ
る
も
の

３

信
託
受
益
権
等
の
う
ち
当
該
信
託
受
益
権
等
に
係
る
信
託
財
産
を
主
と
し
て

３

信
託
受
益
権
等
の
う
ち
当
該
信
託
受
益
権
等
に
係
る
信
託
財
産
を
主
と
し
て

前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
対
す
る
投
資
（
同
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
暗

前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
対
す
る
投
資
（
同
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
暗

号
等
資
産
又
は
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ

号
資
産
又
は
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

ブ
取
引
に
係
る
権
利
に
対
す
る
投
資
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。

取
引
に
係
る
権
利
に
対
す
る
投
資
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

）
と
し
て
運
用
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
と
、
出
資

と
し
て
運
用
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
と
、
出
資
対

対
象
事
業
持
分
の
う
ち
当
該
出
資
対
象
事
業
持
分
に
係
る
出
資
対
象
事
業
が
主

象
事
業
持
分
の
う
ち
当
該
出
資
対
象
事
業
持
分
に
係
る
出
資
対
象
事
業
が
主
と

と
し
て
同
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
対
す
る
投
資
を
行
う
事
業
で
あ
る
も
の
に

し
て
同
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
対
す
る
投
資
を
行
う
事
業
で
あ
る
も
の
に
つ

つ
い
て
は
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
と
、
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
、
同
項
及
び

い
て
は
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
と
、
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
、
同
項
及
び
こ

こ
の
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

の
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
暗
号
等
資
産
の
性
質
に
関
す
る
説
明
）

（
暗
号
資
産
の
性
質
に
関
す
る
説
明
）

第
百
四
十
六
条
の
四

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
法
第
四
十
三
条
の
六
第
一
項

第
百
四
十
六
条
の
四

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
法
第
四
十
三
条
の
六
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
顧
客
（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
（
暗
号
等
資
産
に
関
す
る

の
規
定
に
基
づ
き
、
顧
客
（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
（
暗
号
資
産
に
関
す
る
金

金
融
商
品
取
引
行
為
を
業
と
し
て
行
う
者
に
限
る
。
）
、
暗
号
資
産
交
換
業
者

融
商
品
取
引
行
為
を
業
と
し
て
行
う
者
に
限
る
。
）
及
び
暗
号
資
産
交
換
業
者
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等
及
び
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
等
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

等
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
相
手
方
と
し
、
又
は
顧
客
の

。
）
を
相
手
方
と
し
、
又
は
顧
客
の
た
め
に
暗
号
等
資
産
関
連
行
為
（
同
項
に

た
め
に
暗
号
資
産
関
連
行
為
（
同
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
関
連
行
為
を
い
う

規
定
す
る
暗
号
等
資
産
関
連
行
為
を
い
う
。
）
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め

。
）
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
顧
客
に
対
し
、
書
面
の
交
付
そ
の

、
当
該
顧
客
に
対
し
、
書
面
の
交
付
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
暗
号
等

他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
暗
号
資
産
の
性
質
に
関
す
る
説
明
を
し
な
け
れ
ば

資
産
の
性
質
に
関
す
る
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

２

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
前
項
に
規
定
す
る
説
明
を
す
る
場
合
に
は
、
次

２

［
同
上
］

に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
も
の
と
す
る
。

一

暗
号
等
資
産
は
本
邦
通
貨
又
は
外
国
通
貨
で
は
な
い
こ
と
。

一

暗
号
資
産
は
本
邦
通
貨
又
は
外
国
通
貨
で
は
な
い
こ
と
。

二

暗
号
等
資
産
の
価
値
の
変
動
を
直
接
の
原
因
と
し
て
損
失
が
生
ず
る
お
そ

二

暗
号
資
産
の
価
値
の
変
動
を
直
接
の
原
因
と
し
て
損
失
が
生
ず
る
お
そ
れ

れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

三

暗
号
等
資
産
は
代
価
の
弁
済
を
受
け
る
者
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
限
り
代

三

暗
号
資
産
は
代
価
の
弁
済
を
受
け
る
者
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
限
り
代
価

価
の
弁
済
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

の
弁
済
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

四

当
該
暗
号
等
資
産
関
連
行
為
に
関
す
る
暗
号
等
資
産
の
概
要
及
び
特
性
（

四

当
該
暗
号
資
産
関
連
行
為
に
関
す
る
暗
号
資
産
の
概
要
及
び
特
性
（
当
該

当
該
暗
号
等
資
産
が
、
特
定
の
者
に
よ
り
そ
の
価
値
を
保
証
さ
れ
て
い
な
い

暗
号
資
産
が
、
特
定
の
者
に
よ
り
そ
の
価
値
を
保
証
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に

場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
又
は
特
定
の
者
に
よ
り
そ
の
価
値
を
保
証
さ
れ

あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
又
は
特
定
の
者
に
よ
り
そ
の
価
値
を
保
証
さ
れ
て
い
る

て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
者
の
氏
名
、
商
号
若
し
く
は
名
称
及
び
当

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
者
の
氏
名
、
商
号
若
し
く
は
名
称
及
び
当
該
保
証

該
保
証
の
内
容
を
含
む
。
）

の
内
容
を
含
む
。
）

五

そ
の
他
暗
号
等
資
産
の
性
質
に
関
し
顧
客
の
注
意
を
喚
起
す
べ
き
事
項

五

そ
の
他
暗
号
資
産
の
性
質
に
関
し
顧
客
の
注
意
を
喚
起
す
べ
き
事
項

［
項
を
削
る
。
］

３

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
そ
の
営
業
所
又
は
事
務
所
に
お
い
て
、
第
一
項

の
暗
号
資
産
関
連
行
為
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
説
明
を
す

る
と
き
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
顧
客
の
目
に
つ
き
や
す
い
よ
う

に
窓
口
に
掲
示
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
取
引
所
取
引
業
務
に
係
る
禁
止
行
為
）

（
取
引
所
取
引
業
務
に
係
る
禁
止
行
為
）

第
二
百
三
十
一
条

法
第
六
十
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
第

第
二
百
三
十
一
条

［
同
上
］

九
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

［
一
～
九

略
］

［
一
～
九

同
上
］

十

暗
号
等
資
産
等
の
相
場
若
し
く
は
相
場
若
し
く
は
取
引
高
に
基
づ
い
て
算

十

暗
号
資
産
等
の
相
場
若
し
く
は
相
場
若
し
く
は
取
引
高
に
基
づ
い
て
算
出

出
し
た
数
値
を
変
動
さ
せ
、
又
は
取
引
高
を
増
加
さ
せ
る
目
的
を
も
っ
て
、

し
た
数
値
を
変
動
さ
せ
、
又
は
取
引
高
を
増
加
さ
せ
る
目
的
を
も
っ
て
、
当

当
該
暗
号
等
資
産
等
に
係
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
そ
の
申
込
み
若
し
く

該
暗
号
資
産
等
に
係
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
そ
の
申
込
み
若
し
く
は
委

は
委
託
等
を
す
る
行
為

託
等
を
す
る
行
為

十
一

暗
号
等
資
産
等
の
相
場
若
し
く
は
相
場
若
し
く
は
取
引
高
に
基
づ
い
て

十
一

暗
号
資
産
等
の
相
場
若
し
く
は
相
場
若
し
く
は
取
引
高
に
基
づ
い
て
算

算
出
し
た
数
値
を
変
動
さ
せ
、
又
は
取
引
高
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
実

出
し
た
数
値
を
変
動
さ
せ
、
又
は
取
引
高
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
実
勢

勢
を
反
映
し
な
い
作
為
的
な
も
の
と
な
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
当
該
暗
号

を
反
映
し
な
い
作
為
的
な
も
の
と
な
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
当
該
暗
号
資

等
資
産
等
に
係
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
除
く

産
等
に
係
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
除
く
。
）

。
）
の
受
託
等
を
す
る
行
為

の
受
託
等
を
す
る
行
為

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
業
務
の
運
営
の
状
況
が
公
益
に
反
し
又
は
投
資
者
の
保
護
に
支
障
を
生
ず
る

（
業
務
の
運
営
の
状
況
が
公
益
に
反
し
又
は
投
資
者
の
保
護
に
支
障
を
生
ず
る

お
そ
れ
が
あ
る
も
の
）

お
そ
れ
が
あ
る
も
の
）

第
二
百
三
十
二
条

法
第
六
十
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
条
第
二

第
二
百
三
十
二
条

［
同
上
］

号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
状
況
は
、
次
に
掲
げ
る
状
況
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

取
引
所
取
引
許
可
業
者
が
、
そ
の
行
う
暗
号
等
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

四

取
引
所
取
引
許
可
業
者
が
、
そ
の
行
う
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取

取
引
等
に
つ
い
て
、
取
引
所
取
引
業
務
（
暗
号
等
資
産
に
関
す
る
取
引
所
取

引
等
に
つ
い
て
、
取
引
所
取
引
業
務
（
暗
号
資
産
に
関
す
る
取
引
所
取
引
に

引
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
顧
客
の
暗
号

係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
顧
客
の
暗
号
資
産
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等
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
係
る
注
文
の
動
向
若
し
く
は
内
容
又

関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
係
る
注
文
の
動
向
若
し
く
は
内
容
又
は
暗
号

は
暗
号
等
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
に
応
じ

資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
に
応
じ
、
顧
客
が

、
顧
客
が
法
第
百
八
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
、
第
百
八
十
五
条
の
二
十
三

法
第
百
八
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
、
第
百
八
十
五
条
の
二
十
三
第
一
項
又

第
一
項
又
は
第
百
八
十
五
条
の
二
十
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に

は
第
百
八
十
五
条
の
二
十
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て

違
反
し
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
し
、
違
反
す
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る

い
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
し
、
違
反
す
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
当

と
き
は
当
該
顧
客
と
の
間
の
取
引
所
取
引
業
務
に
係
る
取
引
の
停
止
等
を
行

該
顧
客
と
の
間
の
取
引
所
取
引
業
務
に
係
る
取
引
の
停
止
等
を
行
う
措
置
そ

う
措
置
そ
の
他
の
暗
号
等
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
係
る
不
公
正

の
他
の
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
係
る
不
公
正
な
行
為
の
防

な
行
為
の
防
止
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ

止
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

る
状
況

五

暗
号
等
資
産
等
の
相
場
若
し
く
は
相
場
若
し
く
は
取
引
高
に
基
づ
い
て
算

五

暗
号
資
産
等
の
相
場
若
し
く
は
相
場
若
し
く
は
取
引
高
に
基
づ
い
て
算
出

出
し
た
数
値
を
変
動
さ
せ
、
又
は
取
引
高
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
実
勢

し
た
数
値
を
変
動
さ
せ
、
又
は
取
引
高
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
実
勢
を

を
反
映
し
な
い
作
為
的
な
も
の
を
形
成
さ
せ
る
べ
き
当
該
暗
号
等
資
産
等
に

反
映
し
な
い
作
為
的
な
も
の
を
形
成
さ
せ
る
べ
き
当
該
暗
号
資
産
等
に
係
る

係
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
そ
の
申
込
み
若
し
く
は
委
託
等
若
し
く
は
受

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
そ
の
申
込
み
若
し
く
は
委
託
等
若
し
く
は
受
託
等

託
等
を
す
る
行
為
を
防
止
す
る
た
め
の
売
買
管
理
が
十
分
で
な
い
と
認
め
ら

を
す
る
行
為
を
防
止
す
る
た
め
の
売
買
管
理
が
十
分
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る

れ
る
状
況

状
況

（
適
格
機
関
投
資
家
等
特
例
業
務
の
相
手
方
）

（
適
格
機
関
投
資
家
等
特
例
業
務
の
相
手
方
）

第
二
百
三
十
三
条
の
二

［
略
］

第
二
百
三
十
三
条
の
二

［
同
上
］

２

令
第
十
七
条
の
十
二
第
一
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
要

２

令
第
十
七
条
の
十
二
第
一
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
要

件
は
、
取
引
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
か
ら
合
理
的
に
判
断
し
て
、
そ
の
保
有
す

件
は
、
取
引
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
か
ら
合
理
的
に
判
断
し
て
、
そ
の
保
有
す

る
資
産
（
第
六
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
か
ら
⑻
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
限

る
資
産
（
第
六
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
か
ら
⑺
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
限

る
。
次
項
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
並
び
に
第
四
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に

る
。
次
項
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
並
び
に
第
四
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
が
百
億
円
以
上
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
と
す

お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
が
百
億
円
以
上
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
と
す
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る
。

る
。

［
３
～
６

略
］

［
３
～
６

同
上
］

（
海
外
投
資
家
等
の
範
囲
）

（
海
外
投
資
家
等
の
範
囲
）

第
二
百
四
十
六
条
の
十

法
第
六
十
三
条
の
八
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣

第
二
百
四
十
六
条
の
十

［
同
上
］

府
令
で
定
め
る
要
件
は
、
外
国
法
人
又
は
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
外
国
に
住
所
を
有
す
る
個
人
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
こ
と
。

一

［
同
上
］

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

取
引
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
か
ら
合
理
的
に
判
断
し
て
、
取
得
時
点
に

ロ

取
引
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
か
ら
合
理
的
に
判
断
し
て
、
取
得
時
点
に

お
け
る
そ
の
保
有
す
る
資
産
（
第
六
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
か
ら
⑻

お
け
る
そ
の
保
有
す
る
資
産
（
第
六
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
か
ら
⑺

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
次
号
ロ
及
び
第
四
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
次
号
ロ
及
び
第
四
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
合
計
額
が
三
億
円
以
上
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

）
の
合
計
額
が
三
億
円
以
上
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

ハ

［
略
］

ハ

［
同
上
］

二

［
略
］

二

［
同
上
］

三

取
得
時
点
前
一
年
間
に
お
け
る
そ
の
一
月
当
た
り
の
平
均
的
な
契
約
（
第

三

取
得
時
点
前
一
年
間
に
お
け
る
そ
の
一
月
当
た
り
の
平
均
的
な
契
約
（
第

六
十
二
条
第
一
項
第
三
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
件

六
十
二
条
第
一
項
第
三
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
件

数
が
四
件
以
上
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
第
一
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
要
件

数
が
四
件
以
上
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
第
一
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
要
件

に
該
当
し
、
か
つ
、
同
号
ハ
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

に
該
当
し
、
か
つ
、
同
号
ハ
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

［
四
・
五

略
］

［
四
・
五

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
重
要
事
項
）

（
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
重
要
事
項
）
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第
二
百
六
十
九
条

令
第
十
八
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

第
二
百
六
十
九
条

［
同
上
］

る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

暗
号
等
資
産
に
関
す
る
金
融
商
品
仲
介
行
為
に
つ
い
て
広
告
等
を
す
る
場

三

暗
号
資
産
に
関
す
る
金
融
商
品
仲
介
行
為
に
つ
い
て
広
告
等
を
す
る
場
合

合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

暗
号
等
資
産
は
本
邦
通
貨
又
は
外
国
通
貨
で
は
な
い
こ
と
。

イ

暗
号
資
産
は
本
邦
通
貨
又
は
外
国
通
貨
で
は
な
い
こ
と
。

ロ

暗
号
等
資
産
は
代
価
の
弁
済
を
受
け
る
者
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
限
り

ロ

暗
号
資
産
は
代
価
の
弁
済
を
受
け
る
者
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
限
り
代

代
価
の
弁
済
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

価
の
弁
済
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

（
誇
大
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
事
項
）

（
誇
大
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
事
項
）

第
二
百
七
十
一
条

法
第
六
十
六
条
の
十
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

第
二
百
七
十
一
条

［
同
上
］

る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
～
十
二

略
］

［
一
～
十
二

同
上
］

十
三

金
融
商
品
仲
介
業
者
が
暗
号
等
資
産
に
関
す
る
金
融
商
品
仲
介
行
為
に

十
三

金
融
商
品
仲
介
業
者
が
暗
号
資
産
に
関
す
る
金
融
商
品
仲
介
行
為
に
つ

つ
い
て
広
告
等
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

い
て
広
告
等
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

暗
号
等
資
産
の
性
質

イ

暗
号
資
産
の
性
質

ロ

暗
号
等
資
産
の
保
有
又
は
移
転
の
仕
組
み
に
関
す
る
事
項

ロ

暗
号
資
産
の
保
有
又
は
移
転
の
仕
組
み
に
関
す
る
事
項

ハ

暗
号
等
資
産
の
取
引
高
若
し
く
は
価
格
の
推
移
又
は
こ
れ
ら
の
見
込
み

ハ

暗
号
資
産
の
取
引
高
若
し
く
は
価
格
の
推
移
又
は
こ
れ
ら
の
見
込
み
に

に
関
す
る
事
項

関
す
る
事
項

ニ

暗
号
等
資
産
に
表
示
さ
れ
る
権
利
義
務
の
内
容
に
関
す
る
事
項

ニ

暗
号
資
産
に
表
示
さ
れ
る
権
利
義
務
の
内
容
に
関
す
る
事
項

ホ

暗
号
等
資
産
を
発
行
し
、
若
し
く
は
発
行
し
よ
う
と
す
る
者
、
暗
号
等

ホ

暗
号
資
産
を
発
行
し
、
若
し
く
は
発
行
し
よ
う
と
す
る
者
、
暗
号
資
産

資
産
に
表
示
さ
れ
る
権
利
に
係
る
債
務
者
又
は
暗
号
等
資
産
の
価
値
若
し

に
表
示
さ
れ
る
権
利
に
係
る
債
務
者
又
は
暗
号
資
産
の
価
値
若
し
く
は
仕

く
は
仕
組
み
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
者
の
資
力
若
し
く

組
み
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
者
の
資
力
若
し
く
は
信
用
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は
信
用
又
は
そ
の
行
う
事
業
に
関
す
る
事
項

又
は
そ
の
行
う
事
業
に
関
す
る
事
項

（
金
融
商
品
仲
介
業
者
の
金
融
商
品
仲
介
業
務
に
係
る
禁
止
行
為
）

（
金
融
商
品
仲
介
業
者
の
金
融
商
品
仲
介
業
務
に
係
る
禁
止
行
為
）

第
二
百
七
十
五
条

法
第
六
十
六
条
の
十
四
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

第
二
百
七
十
五
条

［
同
上
］

め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

［
一
～
二
十
八

略
］

［
一
～
二
十
八

同
上
］

二
十
九

暗
号
等
資
産
関
連
契
約
（
法
第
六
十
六
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す

二
十
九

暗
号
資
産
関
連
契
約
（
法
第
六
十
六
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る

る
法
第
四
十
三
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
契
約
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て

法
第
四
十
三
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
契
約
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同

同
じ
。
）
の
締
結
若
し
く
は
そ
の
勧
誘
を
す
る
に
際
し
、
又
は
そ
の
行
う
金

じ
。
）
の
締
結
若
し
く
は
そ
の
勧
誘
を
す
る
に
際
し
、
又
は
そ
の
行
う
金
融

融
商
品
仲
介
業
（
暗
号
等
資
産
に
関
す
る
金
融
商
品
仲
介
行
為
に
係
る
も
の

商
品
仲
介
業
（
暗
号
資
産
に
関
す
る
金
融
商
品
仲
介
行
為
に
係
る
も
の
に
限

に
限
る
。
第
三
十
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
て
広
告
等
を
す
る
に
際

る
。
第
三
十
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
て
広
告
等
を
す
る
に
際
し
、

し
、
顧
客
（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
（
暗
号
等
資
産
に
関
す
る
金
融
商
品
取

顧
客
（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
（
暗
号
資
産
に
関
す
る
金
融
商
品
取
引
行
為

引
行
為
を
業
と
し
て
行
う
者
に
限
る
。
）
、
暗
号
資
産
交
換
業
者
等
及
び
電

を
業
と
し
て
行
う
者
に
限
る
。
）
及
び
暗
号
資
産
交
換
業
者
等
を
除
く
。
次

子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
等
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
裏
付
け
と
な
る
合
理
的
な
根
拠
を
示
さ
な

裏
付
け
と
な
る
合
理
的
な
根
拠
を
示
さ
な
い
で
、
第
二
百
七
十
一
条
第
五
号

い
で
、
第
二
百
七
十
一
条
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
又
は
第
十
三
号
イ
か
ら

か
ら
第
七
号
ま
で
又
は
第
十
三
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る

ホ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
表
示
を
す
る
行
為

表
示
を
す
る
行
為

三
十

顧
客
に
対
し
、
第
二
百
六
十
九
条
第
三
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項
を

三
十

顧
客
に
対
し
、
第
二
百
六
十
九
条
第
三
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項
を

明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
し
な
い
で
（
書
面
の
交
付
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方

明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
し
な
い
で
（
書
面
の
交
付
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方

法
を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
項
の
文
字
又
は
数
字
を
当
該
事
項

法
を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
項
の
文
字
又
は
数
字
を
当
該
事
項

以
外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち
最
も
大
き
な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら

以
外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち
最
も
大
き
な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら

な
い
大
き
さ
で
表
示
し
な
い
こ
と
を
含
む
。
）
暗
号
等
資
産
関
連
契
約
の
締

な
い
大
き
さ
で
表
示
し
な
い
こ
と
を
含
む
。
）
暗
号
資
産
関
連
契
約
の
締
結

結
の
勧
誘
を
す
る
行
為

の
勧
誘
を
す
る
行
為
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三
十
一

［
略
］

三
十
一

［
同
上
］

三
十
二

暗
号
等
資
産
等
の
相
場
若
し
く
は
相
場
若
し
く
は
取
引
高
に
基
づ
い

三
十
二

暗
号
資
産
等
の
相
場
若
し
く
は
相
場
若
し
く
は
取
引
高
に
基
づ
い
て

て
算
出
し
た
数
値
を
変
動
さ
せ
、
又
は
取
引
高
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り

算
出
し
た
数
値
を
変
動
さ
せ
、
又
は
取
引
高
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
実

実
勢
を
反
映
し
な
い
作
為
的
な
も
の
と
な
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
当
該
暗

勢
を
反
映
し
な
い
作
為
的
な
も
の
と
な
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
当
該
暗
号

号
等
資
産
等
に
係
る
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
委
託
の
媒
介
を
す
る
行
為

資
産
等
に
係
る
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
委
託
の
媒
介
を
す
る
行
為

三
十
三

自
己
又
は
第
三
者
の
利
益
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
所
属
金
融

三
十
三

自
己
又
は
第
三
者
の
利
益
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
所
属
金
融

商
品
取
引
業
者
等
が
そ
の
行
う
金
融
商
品
取
引
業
等
の
対
象
と
し
、
若
し
く

商
品
取
引
業
者
等
が
そ
の
行
う
金
融
商
品
取
引
業
等
の
対
象
と
し
、
若
し
く

は
対
象
と
し
よ
う
と
す
る
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
に
係
る
暗
号

は
対
象
と
し
よ
う
と
す
る
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
に
係
る
暗
号

等
資
産
等
又
は
当
該
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
関
す
る
重
要
な
情
報
で

資
産
等
又
は
当
該
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
関
す
る
重
要
な
情
報
で
あ

あ
っ
て
顧
客
の
暗
号
等
資
産
等
に
係
る
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等

っ
て
顧
客
の
暗
号
資
産
等
に
係
る
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
に
係

に
係
る
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
当
該
所
属
金
融
商
品

る
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
当
該
所
属
金
融
商
品
取
引

取
引
業
者
等
の
行
う
金
融
商
品
取
引
業
等
の
全
て
の
顧
客
が
容
易
に
知
り
得

業
者
等
の
行
う
金
融
商
品
取
引
業
等
の
全
て
の
顧
客
が
容
易
に
知
り
得
る
状

る
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
を
、
第
三
者
に
対
し
て
伝
達
し

態
に
置
か
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
を
、
第
三
者
に
対
し
て
伝
達
し
、
又

、
又
は
利
用
す
る
行
為
（
当
該
金
融
商
品
仲
介
業
者
の
行
う
金
融
商
品
仲
介

は
利
用
す
る
行
為
（
当
該
金
融
商
品
仲
介
業
者
の
行
う
金
融
商
品
仲
介
業
の

業
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
に
必
要
な
も
の
を
除
く
。
）

適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
に
必
要
な
も
の
を
除
く
。
）

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
業
務
の
運
営
の
状
況
が
公
益
に
反
し
又
は
投
資
者
の
保
護
に
支
障
を
生
ず
る

（
業
務
の
運
営
の
状
況
が
公
益
に
反
し
又
は
投
資
者
の
保
護
に
支
障
を
生
ず
る

お
そ
れ
が
あ
る
も
の
）

お
そ
れ
が
あ
る
も
の
）

第
二
百
八
十
一
条

法
第
六
十
六
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
条
第

第
二
百
八
十
一
条

［
同
上
］

二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
状
況
は
、
次
に
掲
げ
る
状
況
と
す
る
。

［
一
～
十
二

略
］

［
一
～
十
二

同
上
］

十
三

金
融
商
品
仲
介
業
者
が
、
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
そ
の
行
う
金

十
三

金
融
商
品
仲
介
業
者
が
、
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
そ
の
行
う
金
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融
商
品
取
引
業
等
の
対
象
と
し
、
若
し
く
は
対
象
と
し
よ
う
と
す
る
有
価
証

融
商
品
取
引
業
等
の
対
象
と
し
、
若
し
く
は
対
象
と
し
よ
う
と
す
る
有
価
証

券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
に
係
る
暗
号
等
資
産
等
又
は
当
該
所
属
金
融
商

券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
に
係
る
暗
号
資
産
等
又
は
当
該
所
属
金
融
商
品

品
取
引
業
者
等
に
関
す
る
重
要
な
情
報
で
あ
っ
て
顧
客
の
暗
号
等
資
産
等
に

取
引
業
者
等
に
関
す
る
重
要
な
情
報
で
あ
っ
て
顧
客
の
暗
号
資
産
等
に
係
る

係
る
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
に
係
る
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
と

有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
に
係
る
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
認
め

認
め
ら
れ
る
も
の
（
当
該
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
行
う
金
融
商
品
取

ら
れ
る
も
の
（
当
該
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
行
う
金
融
商
品
取
引
業

引
業
等
の
全
て
の
顧
客
が
容
易
に
知
り
得
る
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
場
合
を

等
の
全
て
の
顧
客
が
容
易
に
知
り
得
る
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
場
合
を
除
く

除
く
。
）
を
適
切
に
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認

。
）
を
適
切
に
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
ら

め
ら
れ
る
状
況

れ
る
状
況

（
暗
号
等
資
産
関
連
行
為
）

（
暗
号
資
産
関
連
行
為
）

第
二
百
八
十
一
条
の
二

法
第
六
十
六
条
の
十
五
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

第
二
百
八
十
一
条
の
二

［
同
上
］

る
法
第
四
十
三
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
金
融
商
品
仲

介
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

第
百
四
十
六
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
暗
号
等
資
産
関
連
有
価

二

第
百
四
十
六
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
関
連
有
価
証

証
券
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
行
為

券
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
行
為

イ

当
該
暗
号
等
資
産
関
連
有
価
証
券
に
つ
い
て
の
法
第
二
条
第
十
一
項
第

イ

当
該
暗
号
資
産
関
連
有
価
証
券
に
つ
い
て
の
法
第
二
条
第
十
一
項
第
一

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
又
は
当
該
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に

号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
又
は
当
該
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ

つ
い
て
の
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為

い
て
の
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為

ロ

［
略
］

ロ

［
同
上
］

（
暗
号
等
資
産
の
性
質
に
関
す
る
説
明
）

（
暗
号
資
産
の
性
質
に
関
す
る
説
明
）

第
二
百
八
十
一
条
の
三

金
融
商
品
仲
介
業
者
は
、
法
第
六
十
六
条
の
十
五
に
お

第
二
百
八
十
一
条
の
三

金
融
商
品
仲
介
業
者
は
、
法
第
六
十
六
条
の
十
五
に
お
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い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
三
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
顧
客
（
金
融

い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
三
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
顧
客
（
金
融

商
品
取
引
業
者
等
（
暗
号
等
資
産
に
関
す
る
金
融
商
品
取
引
行
為
を
業
と
し
て

商
品
取
引
業
者
等
（
暗
号
資
産
に
関
す
る
金
融
商
品
取
引
行
為
を
業
と
し
て
行

行
う
者
に
限
る
。
）
、
暗
号
資
産
交
換
業
者
等
及
び
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業

う
者
に
限
る
。
）
及
び
暗
号
資
産
交
換
業
者
等
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

者
等
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
相
手
方
と
し
、
又
は
顧
客

て
同
じ
。
）
を
相
手
方
と
し
、
又
は
顧
客
の
た
め
に
暗
号
資
産
関
連
行
為
（
同

の
た
め
に
暗
号
等
資
産
関
連
行
為
（
同
項
に
規
定
す
る
暗
号
等
資
産
関
連
行
為

項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
関
連
行
為
を
い
う
。
）
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

を
い
う
。
）
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
顧
客
に
対
し
、
書
面
の
交

め
、
当
該
顧
客
に
対
し
、
書
面
の
交
付
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
暗
号

付
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
暗
号
等
資
産
の
性
質
に
関
す
る
説
明
を
し

資
産
の
性
質
に
関
す
る
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

金
融
商
品
仲
介
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
説
明
を
す
る
場
合
に
は
、
次
に

２

［
同
上
］

掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
も
の
と
す
る
。

一

暗
号
等
資
産
は
本
邦
通
貨
又
は
外
国
通
貨
で
は
な
い
こ
と
。

一

暗
号
資
産
は
本
邦
通
貨
又
は
外
国
通
貨
で
は
な
い
こ
と
。

二

暗
号
等
資
産
の
価
値
の
変
動
を
直
接
の
原
因
と
し
て
損
失
が
生
ず
る
お
そ

二

暗
号
資
産
の
価
値
の
変
動
を
直
接
の
原
因
と
し
て
損
失
が
生
ず
る
お
そ
れ

れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

三

暗
号
等
資
産
は
代
価
の
弁
済
を
受
け
る
者
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
限
り
代

三

暗
号
資
産
は
代
価
の
弁
済
を
受
け
る
者
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
限
り
代
価

価
の
弁
済
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

の
弁
済
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

四

当
該
暗
号
等
資
産
関
連
行
為
に
関
す
る
暗
号
等
資
産
の
概
要
及
び
特
性
（

四

当
該
暗
号
資
産
関
連
行
為
に
関
す
る
暗
号
資
産
の
概
要
及
び
特
性
（
当
該

当
該
暗
号
等
資
産
が
、
特
定
の
者
に
よ
り
そ
の
価
値
を
保
証
さ
れ
て
い
な
い

暗
号
資
産
が
、
特
定
の
者
に
よ
り
そ
の
価
値
を
保
証
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に

場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
又
は
特
定
の
者
に
よ
り
そ
の
価
値
を
保
証
さ
れ

あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
又
は
特
定
の
者
に
よ
り
そ
の
価
値
を
保
証
さ
れ
て
い
る

て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
者
の
氏
名
、
商
号
若
し
く
は
名
称
及
び
当

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
者
の
氏
名
、
商
号
若
し
く
は
名
称
及
び
当
該
保
証

該
保
証
の
内
容
を
含
む
。
）

の
内
容
を
含
む
。
）

五

そ
の
他
暗
号
等
資
産
の
性
質
に
関
し
顧
客
の
注
意
を
喚
起
す
べ
き
事
項

五

そ
の
他
暗
号
資
産
の
性
質
に
関
し
顧
客
の
注
意
を
喚
起
す
べ
き
事
項

［
項
を
削
る
。
］

３

金
融
商
品
仲
介
業
者
は
、
そ
の
営
業
所
又
は
事
務
所
に
お
い
て
、
第
一
項
の

暗
号
資
産
関
連
行
為
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
説
明
を
す
る
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と
き
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
顧
客
の
目
に
つ
き
や
す
い
よ
う
に

窓
口
に
掲
示
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

（
業
務
の
運
営
の
状
況
が
公
益
に
反
し
又
は
投
資
者
の
保
護
に
支
障
を
生
ず
る

（
業
務
の
運
営
の
状
況
が
公
益
に
反
し
又
は
投
資
者
の
保
護
に
支
障
を
生
ず
る

お
そ
れ
が
あ
る
も
の
）

お
そ
れ
が
あ
る
も
の
）

第
三
百
三
十
七
条

法
第
六
十
六
条
の
五
十
七
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

第
三
百
三
十
七
条

［
同
上
］

定
め
る
状
況
は
、
次
に
掲
げ
る
状
況
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

暗
号
等
資
産
等
の
相
場
若
し
く
は
相
場
若
し
く
は
取
引
高
に
基
づ
い
て
算

三

暗
号
資
産
等
の
相
場
若
し
く
は
相
場
若
し
く
は
取
引
高
に
基
づ
い
て
算
出

出
し
た
数
値
を
変
動
さ
せ
、
又
は
取
引
高
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
実
勢

し
た
数
値
を
変
動
さ
せ
、
又
は
取
引
高
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
実
勢
を

を
反
映
し
な
い
作
為
的
な
も
の
を
形
成
さ
せ
る
べ
き
当
該
暗
号
等
資
産
等
に

反
映
し
な
い
作
為
的
な
も
の
を
形
成
さ
せ
る
べ
き
当
該
暗
号
資
産
等
に
係
る

係
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
そ
の
申
込
み
若
し
く
は
委
託
等
を
す
る
行
為

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
そ
の
申
込
み
若
し
く
は
委
託
等
を
す
る
行
為
を
防

を
防
止
す
る
た
め
の
売
買
管
理
が
十
分
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

止
す
る
た
め
の
売
買
管
理
が
十
分
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況
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別紙様式第一号（第五条、第二十条第一項、第二十二条第一項関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

（第１面） ［略］ 

（第２面） 

［略］ 

19 暗号等資産又は金融指標（暗号

等資産の価格及び利率等並びに

これらに基づいて算出した数値

に限る。）に係るデリバティブ

取引についての法第２条第８項

第１号から第５号までに掲げる

行為を業として行う場合にあっ

ては、その旨 

（暗号等資産又は金融指標（暗号等

資産の価格及び利率等並びにこれら

に基づいて算出した数値に限る。）

に係るデリバティブ取引についての

法第２条第８項第１号から第５号ま

でに掲げる行為を業として行う旨） 

20 暗号等資産又は金融指標（暗号

等資産の価格及び利率等並びに

これらに基づいて算出した数値

に限る。）に係るデリバティブ

取引についての法第２条第８項

第12号、第14号又は第15号に掲

げる行為を業として行う場合に

あっては、その旨 

（暗号等資産又は金融指標（暗号等

資産の価格及び利率等並びにこれら

に基づいて算出した数値に限る。）

に係るデリバティブ取引についての

法第２条第８項第12号、第14号又は

第15号に掲げる行為を業として行う

旨） 

［略］ 

（注意事項） 

［１～４ 略］ 

［（第３面）～（第11面） 略］ 

 

別紙様式第一号（第五条、第二十条第一項、第二十二条第一項関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

（第１面） ［同左］ 

（第２面） 

［同左］ 

19 暗号資産又は金融指標（暗号資

産の価格及び利率等並びにこれ

らに基づいて算出した数値に限

る。）に係るデリバティブ取引

についての法第２条第８項第１

号から第５号までに掲げる行為

を業として行う場合にあっては

、その旨 

（暗号資産又は金融指標（暗号資産

の価格及び利率等並びにこれらに基

づいて算出した数値に限る。）に係

るデリバティブ取引についての法第

２条第８項第１号から第５号までに

掲げる行為を業として行う旨） 

20 暗号資産又は金融指標（暗号資

産の価格及び利率等並びにこれ

らに基づいて算出した数値に限

る。）に係るデリバティブ取引

についての法第２条第８項第12

号、第14号又は第15号に掲げる

行為を業として行う場合にあっ

ては、その旨 

（暗号資産又は金融指標（暗号資産

の価格及び利率等並びにこれらに基

づいて算出した数値に限る。）に係

るデリバティブ取引についての法第

２条第８項第12号、第14号又は第15

号に掲げる行為を業として行う旨） 

［同左］ 

（注意事項） 

［１～４ 同左］ 

［（第３面）～（第11面） 同左］ 
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別紙様式第十二号（第百七十二条第一項、第百八十二条第一項関係） 

                               （日本産業規格А４） 

                    

第  期事業報告書 

 

年  月  日提出 

商号又は名称 

所在地 

代表者の役職氏名 

（注意事項） 

［略］ 

１ 業務の状況 

［⑴～（10－３） 略］ 

⑾ 自己資本規制比率の状況 

 当  期  末 

［略］ 

リスク相当額 

［略］ 

暗号等資産等による控除額  

［略］ 

［略］ 

  （注意事項） 

［１～３ 略］ 

４ リスク相当額の計(E)欄には、市場リスク相当額、取引先リスク相当額

及び基礎的リスク相当額の合計額から、暗号等資産等による控除額（一の

暗号等資産等に係る市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リ

スク相当額の合計額が当該暗号等資産等の時価額を超え、その超える額を

当該合計額から控除している場合における当該控除額をいう。）を控除し

別紙様式第十二号（第百七十二条第一項、第百八十二条第一項関係） 

                               （日本産業規格А４） 

                    

第  期事業報告書 

 

年  月  日提出 

商号又は名称 

所在地 

代表者の役職氏名 

（注意事項） 

［同左］ 

１ ［同左］ 

［⑴～（10－３） 同左］ 

⑾ ［同左］ 

 当  期  末 

［同左］ 

リスク相当額 

［同左］ 

暗号資産等による控除額  

［同左］ 

［同左］ 

  （注意事項） 

［１～３ 同左］ 

４ リスク相当額の計(E)欄には、市場リスク相当額、取引先リスク相当額

及び基礎的リスク相当額の合計額から、暗号資産等による控除額（一の暗

号資産等に係る市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク

相当額の合計額が当該暗号資産等の時価額を超え、その超える額を当該合

計額から控除している場合における当該控除額をいう。）を控除した金額

年  月  日から 
年  月  日まで 

年  月  日から 
年  月  日まで 
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た金額を記載すること。 

［⑿～⒁ 略］ 

⒂ 自ら行った委託者指図型投資信託及び外国投資信託の受益証券等の募集等に

係る業務の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを

除く。） 

［①～⑤ 略］ 

⑥ 募集又は私募を行った法第２条第２項第５号又は第６号に係るみなし有価

証券一覧表 

出資対象事

業持分の名

称 

設定年月日 
存続期間の

終期 
総出資額 純資産額 備考 

［略］ 

合計額 

    円 

（ ） 

うち暗号等

資産での出

資 

    円 

［略］ 

 

［略］ 

（注意事項） 

［１～３ 略］ 

４ 暗号等資産での出資がある場合には、「合計額」の「総出資額」の欄に

、基準時における暗号等資産の残高（金額）及び邦貨換算に用いた標準を

記載すること。なお、金額による記載が困難なものについては、合理的な

単位をもって記載すること。 

⑦ 募集又は私募を行った法第２条第２項第５号又は第６号に係るみなし有価

証券の状況 

を記載すること。 

［⑿～⒁ 同左］ 

⒂ ［同左］ 

 

 

［①～⑤ 同左］ 

⑥ ［同左］ 

 

出資対象事

業持分の名

称 

設定年月日 
存続期間の

終期 
総出資額 純資産額 備考 

［同左］ 

合計額 

     円 

（ ） 

うち暗号資

産での出資 

     円 

［同左］ 

 

［同左］ 

 

（注意事項） 

［１～３ 同左］ 

４ 暗号資産での出資がある場合には、「合計額」の「総出資額」の欄に、

基準時における暗号資産の残高（金額）及び邦貨換算に用いた標準を記載

すること。なお、金額による記載が困難なものについては、合理的な単位

をもって記載すること。 

⑦ ［同左］ 

 



- 49 - 
 

［略］ 

出資額 

総出資額 
総出資額 

（１年前） 

１口当たりの出

資額 

［略］ 

うち暗号等資産

での出資 

うち暗号等資産

での出資（１年

前） 

 

［略］ 

［略］ 

ファンドの資産構成 

区分 金額 備考 

［略］ 

暗号等資産 ［略］  

［略］ 

［略］ 

（注意事項） 

［１～５ 略］ 

６ 「総出資額」の欄には、基準時におけるファンドの出資額の残高（累積

出資額から償還・解約等された分を控除したもの）及び出資対象事業持分

の総数を記載すること。このうち、当該ファンドの計算期間中に新規に出

資又は拠出を受けた分については、下段に内書（括弧書）としてその金額

及びその数を記載すること。ただし、計算期間が１年でない場合は、直近

の１年間において新規に出資又は拠出を受けた分を記載すること。また、

暗号等資産での出資がある場合には、その残高（金額）及び邦貨換算に用

いた標準を記載すること。なお、金額による記載が困難なものについては

、合理的な単位をもって記載すること。 

 「総出資額（１年前）」の欄には、基準時が含まれる計算期間の直前の

［同左］ 

出資額 

総出資額 
総出資額 

（１年前） 

１口当たりの出

資額 

［同左］ 

うち暗号資産で

の出資 

うち暗号資産で

の出資（１年前

） 

 

［同左］ 

［同左］ 

ファンドの資産構成 

区分 金額 備考 

［同左］ 

暗号資産 ［同左］  

［同左］ 

［同左］ 

（注意事項） 

［１～５ 同左］ 

６ 「総出資額」の欄には、基準時におけるファンドの出資額の残高（累積

出資額から償還・解約等された分を控除したもの）及び出資対象事業持分

の総数を記載すること。このうち、当該ファンドの計算期間中に新規に出

資又は拠出を受けた分については、下段に内書（括弧書）としてその金額

及びその数を記載すること。ただし、計算期間が１年でない場合は、直近

の１年間において新規に出資又は拠出を受けた分を記載すること。また、

暗号資産での出資がある場合には、その残高（金額）及び邦貨換算に用い

た標準を記載すること。なお、金額による記載が困難なものについては、

合理的な単位をもって記載すること。 

 「総出資額（１年前）」の欄には、基準時が含まれる計算期間の直前の
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計算期間末の総出資額及び出資対象事業持分の総数を記載すること。ただ

し、計算期間が１年でない場合は、基準時の１年前の日の直近の計算期間

末における総出資額を、当該計算期間末の日付とともに記載すること。ま

た、暗号等資産での出資がある場合には、その残高（金額）及び邦貨換算

に用いた標準を記載すること。なお、金額による記載が困難なものについ

ては、合理的な単位をもって記載すること。 

７ 「ファンドの資産構成」の欄には、それぞれの資産の区分ごとに残高（

金額）を記載すること。現金・預金、有価証券、デリバティブ資産及び暗

号等資産以外の資産の区分に該当する資産については、具体的な資産の内

容を記載した上で、残高（金額）を記載すること。なお、暗号等資産につ

いては邦貨換算に用いた標準を記載することとし、金額による記載が困難

なものについては、合理的な単位をもって記載すること。 

 また、「備考」の欄には、それぞれの資産の区分ごとに外国に所在する

資産の残高（金額）、割合及び邦貨換算した際の外国為替レートを記載す

ること。 

 なお、有価証券の資産の区分のうちに非上場株式に係るものが含まれて

いる場合には、その旨及び残高（金額）についても記載すること。 

［８～12 略］ 

⑧ ［略］ 

 （15－２） 自ら行った外国投資信託の受益証券等の募集等に係る業務の状況

（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものに限る。） 

［①～③ 略］ 

④ 募集又は私募を行った法第２条第２項第５号又は第６号に係るみなし有価

証券一覧表 

計算期間末の総出資額及び出資対象事業持分の総数を記載すること。ただ

し、計算期間が１年でない場合は、基準時の１年前の日の直近の計算期間

末における総出資額を、当該計算期間末の日付とともに記載すること。ま

た、暗号資産での出資がある場合には、その残高（金額）及び邦貨換算に

用いた標準を記載すること。なお、金額による記載が困難なものについて

は、合理的な単位をもって記載すること。 

７ 「ファンドの資産構成」の欄には、それぞれの資産の区分ごとに残高（

金額）を記載すること。現金・預金、有価証券、デリバティブ資産及び暗

号資産以外の資産の区分に該当する資産については、具体的な資産の内容

を記載した上で、残高（金額）を記載すること。なお、暗号資産について

は邦貨換算に用いた標準を記載することとし、金額による記載が困難なも

のについては、合理的な単位をもって記載すること。 

 また、「備考」の欄には、それぞれの資産の区分ごとに外国に所在する

資産の残高（金額）、割合及び邦貨換算した際の外国為替レートを記載す

ること。 

 なお、有価証券の資産の区分のうちに非上場株式に係るものが含まれて

いる場合には、その旨及び残高（金額）についても記載すること。 

［８～12 同左］ 

⑧ ［同左］ 

 （15－２） ［同左］ 

 

［①～③ 同左］ 

④ ［同左］ 
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出資対象事

業持分の名

称 

設定年月日 
存続期間の

終期 
総出資額 純資産額 備考 

［略］ 

合計額 

    円 

（  ） 

うち暗号等

資産での出

資 

    円 

［略］ 

 

［略］ 

（注意事項） 

［略］ 

⑤ 募集又は私募を行った法第２条第２項第５号又は第６号に係るみなし有価

証券の状況 

［略］ 

出資額 

総出資額 
総出資額 

（１年前） 

１口当たりの出

資額 

［略］ 

うち暗号等資産

での出資 

うち暗号等資産

での出資（１年

前） 

 

［略］ 

［略］ 

 

ファンドの資産構成 

区分 金額 備考 

［略］ 

暗号等資産 ［略］  

出資対象事

業持分の名

称 

設定年月日 
存続期間の

終期 
総出資額 純資産額 備考 

［同左］ 

合計額 

    円 

（  ） 

うち暗号資

産での出資 

   円 

［同左］ ［同左］ 

 

（注意事項） 

［同左］ 

⑤ ［同左］ 

 

［同左］ 

出資額 

総出資額 
総出資額 

（１年前） 

１口当たりの出

資額 

［同左］ 

うち暗号資産で

の出資 

うち暗号資産で

の出資（１年前

） 

 

［同左］ 

［同左］ 

 

ファンドの資産構成 

区分 金額 備考 

［同左］ 

暗号資産 ［同左］  
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［略］ 

［略］ 

（注意事項） 

［略］ 

⑥ ［略］ 

⒃ みなし有価証券の売買等の状況 

   ［略］ 

［①～③ 略］ 

④ 売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行ったみなし有価証券一

覧表 

権利の名称 設定年月日 
存続期間の

終期 
総出資額 純資産額 備考 

［略］ 

合計額 

     円 

（ ） 

うち暗号等

資産での出

資 

     円 

［略］ ［略］ 

（注意事項） 

［１～３ 略］ 

４ 暗号等資産での出資がある場合には、「合計額」の「総出資額」の欄に

、基準時における暗号等資産の残高（金額）及び邦貨換算に用いた標準を

記載すること。なお、金額による記載が困難なものについては、合理的な

単位をもって記載すること。 

⑤ 売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行ったみなし有価証券の

［同左］ 

［同左］ 

（注意事項） 

［同左］ 

⑥ ［同左］ 

⒃ ［同左］ 

   ［同左］ 

［①～③ 同左］ 

④ ［同左］ 

 

権利の名称 設定年月日 
存続期間の

終期 
総出資額 純資産額 備考 

［同左］ 

合計額 

    円 

（ ） 

うち暗号資

産での出資 

    円 

［同左］ 

 

［同左］ 

 

（注意事項） 

［１～３ 同左］ 

４ 暗号資産での出資がある場合には、「合計額」の「総出資額」の欄に、

基準時における暗号資産の残高（金額）及び邦貨換算に用いた標準を記載

すること。なお、金額による記載が困難なものについては、合理的な単位

をもって記載すること。 

⑤ ［同左］ 
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状況 

［略］ 

出資額 

総出資額 
総出資額 

（１年前） 

１口当たりの出

資額 

［略］ 

うち暗号等資産

での出資 

うち暗号等資産

での出資（１年

前） 

 

［略］ 

［略］ 

ファンドの資産構成 

区分 金額 備考 

［略］ 

暗号等資産 ［略］  

［略］ 

［略］ 

（注意事項） 

［１～５ 略］ 

６ 「総出資額」の欄には、基準時におけるファンドの出資額の残高（累積

出資額から償還・解約等された分を控除したもの）及び持分の総数を記載

すること。このうち、当該ファンドの計算期間中に新規に出資又は拠出を

受けた分については、下段に内書（括弧書）としてその金額及び持分の総

数を記載すること。ただし、計算期間が１年でない場合は、直近の１年間

において新規に出資又は拠出を受けた分を記載すること。また、暗号等資

産での出資がある場合には、その残高（金額）及び邦貨換算に用いた標準

を記載すること。なお、金額による記載が困難なものについては、合理的

な単位をもって記載すること。 

 

［同左］ 

出資額 

総出資額 
総出資額 

（１年前） 

１口当たりの出

資額 

［同左］ 

うち暗号資産で

の出資 

うち暗号資産で

の出資（１年前

） 

 

［同左］ 

［同左］ 

ファンドの資産構成 

区分 金額 備考 

［同左］ 

暗号資産 ［同左］  

［同左］ 

［同左］ 

（注意事項） 

［１～５ 同左］ 

６ 「総出資額」の欄には、基準時におけるファンドの出資額の残高（累積

出資額から償還・解約等された分を控除したもの）及び持分の総数を記載

すること。このうち、当該ファンドの計算期間中に新規に出資又は拠出を

受けた分については、下段に内書（括弧書）としてその金額及び持分の総

数を記載すること。ただし、計算期間が１年でない場合は、直近の１年間

において新規に出資又は拠出を受けた分を記載すること。また、暗号資産

での出資がある場合には、その残高（金額）及び邦貨換算に用いた標準を

記載すること。なお、金額による記載が困難なものについては、合理的な

単位をもって記載すること。 
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     「総出資額（１年前）」の欄には、基準時が含まれる計算期間の直前の

計算期間末の総出資額及び持分の総数を記載すること。ただし、計算期間

が１年でない場合は、基準時の１年前の日の直近の計算期間末における総

出資額を、当該計算期間末の日付とともに記載すること。また、暗号等資

産での出資がある場合には、その残高（金額）及び邦貨換算に用いた標準

を記載すること。なお、金額による記載が困難なものについては、合理的

な単位をもって記載すること。 

７ 「ファンドの資産構成」の欄には、それぞれの資産の区分ごとに残高（

金額）を記載すること。現金・預金、有価証券、デリバティブ資産及び暗

号等資産以外の資産の区分に該当する資産については、具体的な資産の内

容を記載した上で、残高（金額）を記載すること。なお、暗号等資産につ

いては邦貨換算に用いた標準を記載することとし、金額による記載が困難

なものについては、合理的な単位をもって記載すること。 

     また、「備考」の欄には、それぞれの資産の区分ごとに外国に所在する

資産の残高（金額）、割合及び邦貨換算した際の外国為替レートを記載す

ること。 

     なお、有価証券の資産の区分のうちに非上場株式に係るものが含まれて

いる場合には、その旨及び残高（金額）についても記載すること。 

［８～13 略］ 

（16－２） 電子募集取扱業務におけるみなし有価証券の取扱い等の状況 

   ［略］ 

① ［略］ 

② 募集、売出し又は私募の取扱いを行ったみなし有価証券一覧表 

権利の名称 設定年月日 
存続期間の

終期 
総出資額 純資産額 備考 

［略］ 

     「総出資額（１年前）」の欄には、基準時が含まれる計算期間の直前の

計算期間末の総出資額及び持分の総数を記載すること。ただし、計算期間

が１年でない場合は、基準時の１年前の日の直近の計算期間末における総

出資額を、当該計算期間末の日付とともに記載すること。また、暗号資産

での出資がある場合には、その残高（金額）及び邦貨換算に用いた標準を

記載すること。なお、金額による記載が困難なものについては、合理的な

単位をもって記載すること。 

７ 「ファンドの資産構成」の欄には、それぞれの資産の区分ごとに残高（

金額）を記載すること。現金・預金、有価証券、デリバティブ資産及び暗

号資産以外の資産の区分に該当する資産については、具体的な資産の内容

を記載した上で、残高（金額）を記載すること。なお、暗号資産について

は邦貨換算に用いた標準を記載することとし、金額による記載が困難なも

のについては、合理的な単位をもって記載すること。 

     また、「備考」の欄には、それぞれの資産の区分ごとに外国に所在する

資産の残高（金額）、割合及び邦貨換算した際の外国為替レートを記載す

ること。 

     なお、有価証券の資産の区分のうちに非上場株式に係るものが含まれて

いる場合には、その旨及び残高（金額）についても記載すること。 

［８～13 同左］ 

（16－２） ［同左］ 

   ［同左］ 

① ［同左］ 

② ［同左］ 

権利の名称 設定年月日 
存続期間の

終期 
総出資額 純資産額 備考 

［同左］ 
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合計額 

    円 

（  ） 

うち暗号等

資産での出

資 

   円 

［略］ 

 

［略］ 

（注意事項） 

［略］ 

③ 募集、売出し又は私募の取扱いを行ったみなし有価証券の状況 

［略］ 

出資額 

総出資額 
総出資額 

（１年前） 

１口当たりの出

資額 

［略］ 

うち暗号等資産

での出資 

うち暗号等資産

での出資（１年

前） 

 

［略］ 

［略］ 

ファンドの資産構成 

区分 金額 備考 

［略］ 

暗号等資産 ［略］  

［略］ 

［略］ 

（注意事項） 

［略］ 

（16－３） 電子記録移転権利から除かれた権利の売買等の状況 

合計額 

    円 

（  ） 

うち暗号資

産での出資 

    円 

［同左］ 

 

［同左］ 

 

（注意事項） 

［同左］ 

③ ［同左］ 

［同左］ 

出資額 

総出資額 
総出資額 

（１年前） 

１口当たりの出

資額 

［同左］ 

うち暗号資産で

の出資 

うち暗号資産で

の出資（１年前

） 

 

［同左］ 

［同左］ 

ファンドの資産構成 

区分 金額 備考 

［同左］ 

暗号資産 ［同左］  

［同左］ 

［同左］ 

（注意事項） 

［同左］ 

（16－３） ［同左］ 
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［略］ 

［①～③ 略］ 

④ 売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行った電子記録移転権利

から除かれた権利一覧表 

権利の名称 設定年月日 
存続期間の

終期 
総出資額 純資産額 備考 

［略］ 

合計額 

    円 

（  ） 

うち暗号等

資産での出

資 

    円 

［略］ 

 

［略］ 

（注意事項） 

［略］ 

⑤ 売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行った電子記録移転権利

から除かれた権利の状況 

［略］ 

出資額 

総出資額 
総出資額 

（１年前） 

１口当たりの出

資額 

［略］ 

うち暗号等資産

での出資 

うち暗号等資産

での出資（１年

前） 

 

［略］ 

［略］ 

［同左］ 

［①～③ 同左］ 

④ ［同左］ 

 

権利の名称 設定年月日 
存続期間の

終期 
総出資額 純資産額 備考 

［同左］ 

合計額 

    円 

（  ） 

うち暗号資

産での出資 

   円 

［同左］ 

 

［同左］ 

 

（注意事項） 

［同左］ 

⑤ ［同左］ 

 

［同左］ 

出資額 

総出資額 
総出資額 

（１年前） 

１口当たりの出

資額 

［同左］ 

うち暗号資産で

の出資 

うち暗号資産で

の出資（１年前

） 

 

［同左］ 

［同左］ 
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ファンドの資産構成 

区分 金額 備考 

［略］ 

暗号等資産 ［略］  

［略］ 

［略］ 

（注意事項） 

［略］ 

［⒄～（26－２） 略］  

２ ［略］ 

 

ファンドの資産構成 

区分 金額 備考 

［同左］ 

暗号資産 ［同左］  

［同左］ 

［同左］ 

（注意事項） 

［同左］ 

［⒄～（26－２） 同左］  

２ ［同左］ 
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別紙様式第十五号（第百七十九条第三項関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

自己資本規制比率に関する届出書（   年  月  日現在） 

商 号 

 当 日 対前日増減 

［略］ 

リスク相当

額 

［略］ 

暗号等資産等による控除額   

［略］ 

［略］ 

（注意事項） 

［１・２ 略］ 

３ リスク相当額の計(E)欄には、市場リスク相当額、取引先リスク相当額及

び基礎的リスク相当額の合計額から、暗号等資産等による控除額（一の暗号

等資産等に係る市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相

当額の合計額が当該暗号等資産等の時価額を超え、その超える額を当該合計

額から控除している場合における当該控除額をいう。）を控除した金額を記

載すること。 

 

別紙様式第十五号（第百七十九条第三項関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

自己資本規制比率に関する届出書（   年  月  日現在） 

商 号 

 当 日 対前日増減 

［同左］ 

リスク相当

額 

［同左］ 

暗号資産等による控除額   

［同左］ 

［同左］ 

（注意事項） 

［１・２ 同左］ 

３ リスク相当額の計(E)欄には、市場リスク相当額、取引先リスク相当額及

び基礎的リスク相当額の合計額から、暗号資産等による控除額（一の暗号資

産等に係る市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額

の合計額が当該暗号資産等の時価額を超え、その超える額を当該合計額から

控除している場合における当該控除額をいう。）を控除した金額を記載する

こと。 
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別紙様式第十五号の二（第百八十三条第一項、第二項関係） 

（日本産業規格А４） 
                    

第  期説明書類 

 

年  月  日提出 

商号又は名称 

所在地 

代表者の役職氏名 

（注意事項） 

   ［略］ 

１ 業務の状況 

［⑴～⑽ 略］ 

⑾ 自ら行った委託者指図型投資信託及び外国投資信託の受益証券等の募集等に

係る業務の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを

除く。） 

［①～⑤ 略］  

⑥ 募集又は私募を行った法第２条第２項第５号又は第６号に係るみなし有価

証券一覧表 

出資対象事業

持分の名称 
設定年月日 

存続期間の終

期 
総出資額 備考 

［略］ 

合計額 

     円 

（ ） 

うち暗号等資

産での出資 

     円 

［略］ 

（注意事項） 

［１～３ 略］ 

別紙様式第十五号の二（第百八十三条第一項、第二項関係） 

（日本産業規格А４） 
                    

第  期説明書類 

 

年  月  日提出 

商号又は名称 

所在地 

代表者の役職氏名 

（注意事項） 

［同左］ 

１ ［同左］ 

［⑴～⑽ 同左］ 

⑾ ［同左］ 

 

 

［①～⑤ 同左］ 

⑥ ［同左］ 

 

出資対象事業

持分の名称 
設定年月日 

存続期間の終

期 
総出資額 備考 

［同左］ 

合計額 

     円 

（ ） 

うち暗号資産

での出資 

     円 

［同左］ 

（注意事項） 

［１～３ 同左］ 

年   月   日から 
年   月   日まで 

年   月   日から 
年   月   日まで 
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４ 暗号等資産での出資がある場合には、「合計額」の「総出資額」の欄に

、基準時における暗号等資産の残高（金額）及び邦貨換算に用いた標準を

記載すること。なお、金額による記載が困難なものについては、合理的な

単位をもって記載すること。 

⑦ 募集又は私募を行った法第２条第２項第５号又は第６号に係るみなし有価

証券の状況 

［略］ 

出資額 

総出資額 
総出資額 

（１年前） 

１口当たりの出

資額 

［略］ 

うち暗号等資産

での出資 

うち暗号等資産

での出資（１年

前） 

 

［略］ 

［略］ 

（注意事項） 

［１～５ 略］ 

６ 「総出資額」の欄には、基準時におけるファンドの出資額の残高（累積

出資額から償還・解約等された分を控除したもの）及び出資対象事業持分

の総数を記載すること。このうち、当該ファンドの計算期間中に新規に出

資又は拠出を受けた分については、下段に内書（括弧書）としてその金額

及びその数を記載すること。ただし、計算期間が１年でない場合は、直近

の１年間において新規に出資又は拠出を受けた分を記載すること。また、

暗号等資産での出資がある場合には、その残高（金額）及び邦貨換算に用

いた標準を記載すること。なお、金額による記載が困難なものについては

、合理的な単位をもって記載すること。 

 「総出資額（１年前）」の欄には、基準時が含まれる計算期間の直前の

計算期間末の総出資額及び出資対象事業持分の総数を記載すること。ただ

し、計算期間が１年でない場合は、基準時の１年前の日の直近の計算期間

４ 暗号資産での出資がある場合には、「合計額」の「総出資額」の欄に、

基準時における暗号資産の残高（金額）及び邦貨換算に用いた標準を記載

すること。なお、金額による記載が困難なものについては、合理的な単位

をもって記載すること。 

⑦ ［同左］ 

 

［同左］ 

出資額 

総出資額 
総出資額 

（１年前） 

１口当たりの出

資額 

［同左］ 

うち暗号資産で

の出資 

うち暗号資産で

の出資（１年前

） 

 

［同左］ 

［同左］ 

（注意事項） 

［１～５ 同左］ 

６ 「総出資額」の欄には、基準時におけるファンドの出資額の残高（累積

出資額から償還・解約等された分を控除したもの）及び出資対象事業持分

の総数を記載すること。このうち、当該ファンドの計算期間中に新規に出

資又は拠出を受けた分については、下段に内書（括弧書）としてその金額

及びその数を記載すること。ただし、計算期間が１年でない場合は、直近

の１年間において新規に出資又は拠出を受けた分を記載すること。また、

暗号資産での出資がある場合には、その残高（金額）及び邦貨換算に用い

た標準を記載すること。なお、金額による記載が困難なものについては、

合理的な単位をもって記載すること。 

 「総出資額（１年前）」の欄には、基準時が含まれる計算期間の直前の

計算期間末の総出資額及び出資対象事業持分の総数を記載すること。ただ

し、計算期間が１年でない場合は、基準時の１年前の日の直近の計算期間
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末における総出資額を、当該計算期間末の日付とともに記載すること。ま

た、暗号等資産での出資がある場合には、その残高（金額）及び邦貨換算

に用いた標準を記載すること。なお、金額による記載が困難なものについ

ては、合理的な単位をもって記載すること。 

［７～９ 略］ 

⑧ ［略］ 

（11－２） 自ら行った外国投資信託の受益証券等の募集等に係る業務の状況

（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものに限る。） 

［①～③ 略］ 

④ 募集又は私募を行った法第２条第２項第５号又は第６号に係るみなし有価

証券一覧表 

出資対象事業

持分の名称 
設定年月日 

存続期間の終

期 
総出資額 備考 

［略］ 

合計額 

     円 

（  ） 

うち暗号等資

産での出資 

     円 

［略］ 

（注意事項） 

［略］ 

⑤ 募集又は私募を行った法第２条第２項第５号又は第６号に係るみなし有価

証券の状況 

［略］ 

 

 

出資額 

総出資額 
総出資額 

（１年前） 

１口当たりの

出資額 

［略］ 

うち暗号等資

産での出資 

うち暗号等資産

での出資（１年

 

末における総出資額を、当該計算期間末の日付とともに記載すること。ま

た、暗号資産での出資がある場合には、その残高（金額）及び邦貨換算に

用いた標準を記載すること。なお、金額による記載が困難なものについて

は、合理的な単位をもって記載すること。 

［７～９ 同左］ 

⑧ ［同左］ 

（11－２） ［同左］ 

 

［①～③ 同左］ 

④ ［同左］ 

 

出資対象事業

持分の名称 
設定年月日 

存続期間の終

期 
総出資額 備考 

［同左］ 

合計額 

     円 

（  ） 

うち暗号資産

での出資 

     円 

［同左］ 

（注意事項） 

［同左］ 

⑤ ［同左］ 

 

［同左］ 

 

 

出資額 

総出資額 
総出資額 

（１年前） 

１口当たりの

出資額 

［同左］ 

うち暗号資産

での出資 

うち暗号資産で

の出資（１年前
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前） 

［略］ 

［略］ 

（注意事項） 

［略］ 

⑥ ［略］ 

⑿ みなし有価証券の売買等の状況 

［略］ 

［①～③ 略］ 

④ 売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行ったみなし有価証券一

覧表 

権利の名称 設定年月日 
存続期間の終

期 
総出資額 備考 

［略］ 

合計額 

     円 

（  ） 

うち暗号等資

産での出資 

     円 

［略］ 

（注意事項） 

［１～３ 略］ 

４ 暗号等資産での出資がある場合には、「合計額」の「総出資額」の欄に

、基準時における暗号等資産の残高（金額）及び邦貨換算に用いた標準を

記載すること。なお、金額による記載が困難なものについては、合理的な

単位をもって記載すること。 

⑤ 売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行ったみなし有価証券の

状況 

［略］ 

 総出資額 総出資額 １口当たりの出

） 

［同左］ 

［同左］ 

（注意事項） 

［同左］ 

⑥ ［同左］ 

⑿ ［同左］ 

［同左］ 

［①～③ 同左］ 

④ ［同左］ 

 

権利の名称 設定年月日 
存続期間の終

期 
総出資額 備考 

［同左］ 

合計額 

     円 

（  ） 

うち暗号資産

での出資 

     円 

［同左］ 

（注意事項） 

［１～３ 同左］ 

４ 暗号資産での出資がある場合には、「合計額」の「総出資額」の欄に、

基準時における暗号資産の残高（金額）及び邦貨換算に用いた標準を記載

すること。なお、金額による記載が困難なものについては、合理的な単位

をもって記載すること。 

⑤ ［同左］ 

 

［同左］ 

 総出資額 総出資額 １口当たりの出



- 63 - 
 

 

 

出資額 

（１年前） 資額 

［略］ 

うち暗号等資産

での出資 

うち暗号等資産

での出資（１年

前） 

 

［略］ 

［略］ 

（注意事項） 

［１～５ 略］ 

６ 「総出資額」の欄には、基準時におけるファンドの出資額の残高（累積

出資額から償還・解約等された分を控除したもの）及び持分の総数を記載

すること。このうち、当該ファンドの計算期間中に新規に出資又は拠出を

受けた分については、下段に内書（括弧書）としてその金額及び持分の総

数を記載すること。ただし、計算期間が１年でない場合は、直近の１年間

において新規に出資又は拠出を受けた分を記載すること。また、暗号等資

産での出資がある場合には、その残高（金額）及び邦貨換算に用いた標準

を記載すること。なお、金額による記載が困難なものについては、合理的

な単位をもって記載すること。 

 「総出資額（１年前）」の欄には、基準時が含まれる計算期間の直前の

計算期間末の総出資額及び持分の総数を記載すること。ただし、計算期間

が１年でない場合は、基準時の１年前の日の直近の計算期間末における総

出資額を、当該計算期間末の日付とともに記載すること。また、暗号等資

産での出資がある場合には、その残高（金額）及び邦貨換算に用いた標準

を記載すること。なお、金額による記載が困難なものについては、合理的

な単位をもって記載すること。 

［７～10 略］ 

（12－２) 電子募集取扱業務におけるみなし有価証券の取扱い等の状況 

［略］ 

① ［略］ 

 

 

出資額 

（１年前） 資額 

［同左］ 

うち暗号資産で

の出資 

うち暗号資産で

の出資（１年前

） 

 

［同左］ 

［同左］ 

（注意事項） 

［１～５ 同左］ 

６ 「総出資額」の欄には、基準時におけるファンドの出資額の残高（累積

出資額から償還・解約等された分を控除したもの）及び持分の総数を記載

すること。このうち、当該ファンドの計算期間中に新規に出資又は拠出を

受けた分については、下段に内書（括弧書）としてその金額及び持分の総

数を記載すること。ただし、計算期間が１年でない場合は、直近の１年間

において新規に出資又は拠出を受けた分を記載すること。また、暗号資産

での出資がある場合には、その残高（金額）及び邦貨換算に用いた標準を

記載すること。なお、金額による記載が困難なものについては、合理的な

単位をもって記載すること。 

 「総出資額（１年前）」の欄には、基準時が含まれる計算期間の直前の

計算期間末の総出資額及び持分の総数を記載すること。ただし、計算期間

が１年でない場合は、基準時の１年前の日の直近の計算期間末における総

出資額を、当該計算期間末の日付とともに記載すること。また、暗号資産

での出資がある場合には、その残高（金額）及び邦貨換算に用いた標準を

記載すること。なお、金額による記載が困難なものについては、合理的な

単位をもって記載すること。 

［７～10 同左］ 

（12－２) ［同左］ 

［同左］ 

① ［同左］ 
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② 募集、売出し又は私募の取扱いを行ったみなし有価証券一覧表 

権利の名称 設定年月日 
存続期間の

終期 
総出資額 純資産額 備考 

［略］ 

合計額 

    円 

（  ） 

うち暗号等

資産での出

資 

    円 

［略］ ［略］ 

（注意事項） 

［略］ 

③ 募集、売出し又は私募の取扱いを行ったみなし有価証券の状況 

［略］ 

出資額 

総出資額 
総出資額 

（１年前） 

１口当たりの出

資額 

［略］ 

うち暗号等資産

での出資 

うち暗号等資産

での出資（１年

前） 

 

［略］ 

［略］ 

（注意事項） 

［略］ 

（12－３） 電子記録移転権利から除かれた権利の売買等の状況 

［略］ 

［①～③ 略］ 

④ 売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行った電子記録移転権利

から除かれた権利一覧表 

② ［同左］ 

権利の名称 設定年月日 
存続期間の

終期 
総出資額 純資産額 備考 

［同左］ 

合計額 

    円 

（  ） 

うち暗号資

産での出資 

    円 

［同左］ ［同左］ 

 

（注意事項） 

［同左］ 

③ ［同左］ 

［同左］ 

出資額 

総出資額 
総出資額 

（１年前） 

１口当たりの出

資額 

［同左］ 

うち暗号資産で

の出資 

うち暗号資産で

の出資（１年前

） 

 

［同左］ 

［同左］ 

（注意事項） 

［同左］ 

（12－３） ［同左］ 

［同左］ 

［①～③ 同左］ 

④ ［同左］ 
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権利の名称 設定年月日 
存続期間の終

期 
総出資額 備考 

［略］ 

合計額 

   円 

（  ） 

うち暗号等資

産での出資 

     円 

［略］ 

（注意事項） 

［略］ 

⑤ 売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行った電子記録移転権利

から除かれた権利の状況 

［略］ 

出資額 

総出資額 
総出資額 

（１年前） 

１口当たりの出

資額 

［略］ 

うち暗号等資産

での出資 

うち暗号等資産

での出資（１年

前） 

 

［略］ 

［略］ 

（注意事項） 

［略］ 

［⒀～(21) 略］ 

２ ［略］ 

 

権利の名称 設定年月日 
存続期間の終

期 
総出資額 備考 

［同左］ 

合計額 

     円 

（  ） 

うち暗号資産

での出資 

     円 

［同左］ 

（注意事項） 

［同左］ 

⑤ ［同左］ 

 

［同左］ 

出資額 

総出資額 
総出資額 

（１年前） 

１口当たりの出

資額 

［同左］ 

うち暗号資産で

の出資 

うち暗号資産で

の出資（１年前

） 

 

［同左］ 

［同左］ 

（注意事項） 

［同左］ 

［⒀～(21) 同左］ 

２ ［同左］ 
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別紙様式第十七号の四（第二百八条の十二第一項関係） 

（日本産業規格А４） 

                      

第  期事業報告書 

          

年  月  日提出 

商号 

所在地 

代表者の役職氏名 

（注意事項） 

［略］ 

１ 業務の状況 

［⑴～⑶ 略］ 

⑷ 連結自己資本規制比率の状況 

 当 期 末 

［略］ 

リスク相当額 ［略］ 

 暗号等資産等による控除額  

［略］ 

［略］ 

（注意事項） 

［１・２ 略］  

３ リスク相当額の計(E)欄には、市場リスク相当額、取引先リスク相当額

及び基礎的リスク相当額の合計額から、暗号等資産等による控除額（一の

暗号等資産等に係る市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リ

スク相当額の合計額が当該暗号等資産等の時価額を超え、その超える額を

当該合計額から控除している場合における当該控除額をいう。）を控除し

た金額を記載すること。 

２ ［略］ 

 

別紙様式第十七号の四（第二百八条の十二第一項関係） 

（日本産業規格А４） 

                      

第  期事業報告書 

          

年  月  日提出 

商号 

所在地 

代表者の役職氏名 

（注意事項）  

［同左］ 

１ ［同左］ 

［⑴～⑶ 同左］ 

⑷ ［同左］ 

 当 期 末 

［同左］ 

リスク相当額 ［同左］ 

 暗号資産等による控除額  

［同左］ 

［同左］ 

（注意事項） 

［１・２ 同左］  

３ リスク相当額の計(E)欄には、市場リスク相当額、取引先リスク相当額

及び基礎的リスク相当額の合計額から、暗号資産等による控除額（一の暗

号資産等に係る市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク

相当額の合計額が当該暗号資産等の時価額を超え、その超える額を当該合

計額から控除している場合における当該控除額をいう。）を控除した金額

を記載すること。 

２ ［同左］ 

 

 

年  月  日から 
年  月  日まで 

年  月  日から 
年  月  日まで 
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別紙様式第二十一号の二（第二百四十六条の三関係） 

（日本産業規格А４） 

                    

第  期事業報告書 

 

年  月  日提出 

                  商号又は名称 

                  住所又は所在地 

                  氏名 

                  （法人にあっては、代表者の役職氏名） 

（注意事項） 

［略］ 

１ 業務の状況 

［⑴～⑾ 略］ 

⑿ ファンドの状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るもの

を除く。） 

［略］ 

ファンドの資産構成 

区分 金額 備考 

［略］ 

暗号等資産 ［略］  

［略］ 

［略］ 

（注意事項） 

［１～12 略］ 

13 「ファンドの資産構成」の欄には、それぞれの資産の区分ごとに残高（

金額）を記載すること。現金、有価証券、うち非上場株式、デリバティブ

資産及び暗号等資産以外の資産の区分に該当する資産については、具体的

別紙様式第二十一号の二（第二百四十六条の三関係） 

（日本産業規格А４） 

                    

第  期事業報告書 

 

年  月  日提出 

                  商号又は名称 

                  住所又は所在地 

                  氏名 

                  （法人にあっては、代表者の役職氏名） 

（注意事項） 

［同左］ 

１ ［同左］ 

［⑴～⑾ 同左］ 

⑿ ［同左］ 

 

［同左］ 

ファンドの資産構成 

区分 金額 備考 

［同左］ 

暗号資産 ［同左］  

［同左］ 

［同左］ 

（注意事項） 

［１～12 同左］ 

13 「ファンドの資産構成」の欄には、それぞれの資産の区分ごとに残高（

金額）を記載すること。現金、有価証券、うち非上場株式、デリバティブ

資産及び暗号資産以外の資産の区分に該当する資産については、具体的な

年  月  日から 
年  月  日まで 

年  月  日から 
年  月  日まで 
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な資産の内容を記載した上で、残高（金額）を記載すること。なお、暗号

等資産については邦貨換算に用いた標準を記載することとし、金額による

記載が困難なものについては、合理的な単位をもって記載すること。 

  また、「備考」の欄には、それぞれの資産の区分ごとに外国に所在する

資産の残高（金額）、割合及び邦貨換算した際の外国為替レートを記載す

ること。 

［14～17 略］ 

18 「総出資額」の欄には、基準時におけるファンドの出資額の残高（累積

出資額から償還・解約等された分を控除したもの）を記載すること。この

うち、当該ファンドの計算期間中に新規に出資又は拠出を受けた分につい

ては、下段に内書（括弧書）としてその金額を記載すること。ただし、計

算期間が１年でない場合は、直近の１年間において新規に出資又は拠出を

受けた分を記載すること。また、暗号等資産での出資がある場合には、そ

の残高（金額）及び邦貨換算に用いた標準を記載すること。なお、金額に

よる記載が困難なものについては、合理的な単位をもって記載すること。 

［19～26 略］ 

（12―２） ファンドの状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に

係るものに限る。） 

［略］ 

ファンドの資産構成 

区分 金額 備考 

［略］ 

暗号等資産 ［略］  

［略］ 

［略］ 

（注意事項） 

［略］ 

資産の内容を記載した上で、残高（金額）を記載すること。なお、暗号資

産については邦貨換算に用いた標準を記載することとし、金額による記載

が困難なものについては、合理的な単位をもって記載すること。 

  また、「備考」の欄には、それぞれの資産の区分ごとに外国に所在する

資産の残高（金額）、割合及び邦貨換算した際の外国為替レートを記載す

ること。 

［14～17 同左］ 

18 「総出資額」の欄には、基準時におけるファンドの出資額の残高（累積

出資額から償還・解約等された分を控除したもの）を記載すること。この

うち、当該ファンドの計算期間中に新規に出資又は拠出を受けた分につい

ては、下段に内書（括弧書）としてその金額を記載すること。ただし、計

算期間が１年でない場合は、直近の１年間において新規に出資又は拠出を

受けた分を記載すること。また、暗号資産での出資がある場合には、その

残高（金額）及び邦貨換算に用いた標準を記載すること。なお、金額によ

る記載が困難なものについては、合理的な単位をもって記載すること。 

［19～26 同左］ 

（12―２） ［同左］ 

 

［同左］ 

ファンドの資産構成 

区分 金額 備考 

［同左］ 

暗号資産 ［同左］  

［同左］ 

［同左］ 

（注意事項） 

［同左］ 
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２ ［略］ 

 

２ ［同左］ 
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別紙様式第二十一号の七（第二百四十六条の三十三関係） 

（日本産業規格А４） 

 

第  期事業報告書 

 

年  月  日提出 

商号又は名称 

住所又は所在地 

氏名 

（法人にあっては、代表者の役職氏名） 

（注意事項） 

［略］ 

１ 業務の状況 

［⑴～（11―２） 略］ 

⑿ ファンドの状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るもの

を除く。） 

［略］ 

ファンドの資産構成 

区分 金額 備考 

［略］ 

暗号等資産 ［略］  

［略］ 

［略］ 

（注意事項） 

［１～９ 略］ 

10 「ファンドの資産構成」の欄には、それぞれの資産の区分ごとに残高（

金額）を記載すること。現金、有価証券、うち非上場株式、デリバティブ

資産及び暗号等資産以外の資産の区分に該当する資産については、具体的

別紙様式第二十一号の七（第二百四十六条の三十三関係） 

（日本産業規格А４） 

 

第  期事業報告書 

 

年  月  日提出 

商号又は名称 

住所又は所在地 

氏名 

（法人にあっては、代表者の役職氏名） 

（注意事項） 

［同左］ 

１ ［同左］ 

［⑴～（11―２） 同左］ 

⑿ ［同左］ 

 

［同左］ 

ファンドの資産構成 

区分 金額 備考 

［同左］ 

暗号資産 ［同左］  

［同左］ 

［同左］ 

（注意事項） 

［１～９ 同左］ 

10 「ファンドの資産構成」の欄には、それぞれの資産の区分ごとに残高（

金額）を記載すること。現金、有価証券、うち非上場株式、デリバティブ

資産及び暗号資産以外の資産の区分に該当する資産については、具体的な

年  月  日から 
年  月  日まで 

年  月  日から 
年  月  日まで 
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な資産の内容を記載した上で、残高（金額）を記載すること。なお、暗号

等資産については邦貨換算に用いた標準を記載することとし、金額による

記載が困難なものについては、合理的な単位をもって記載すること。 

また、「備考」の欄には、それぞれの資産の区分ごとに外国に所在する

資産の残高（金額）、割合及び邦貨換算した際の外国為替レートを記載す

ること。 

［11～14 略］ 

15 「総出資額」の欄には、基準時におけるファンドの出資額の残高（累積

出資額から償還・解約等された分を控除したもの）を記載すること。この

うち、当該ファンドの計算期間中に新規に出資又は拠出を受けた分につい

ては、下段に内書（括弧書）としてその金額を記載すること。ただし、計

算期間が１年でない場合は、直近の１年間において新規に出資又は拠出を

受けた分を記載すること。また、暗号等資産での出資がある場合には、そ

の残高（金額）及び邦貨換算に用いた標準を記載すること。なお、金額に

よる記載が困難なものについては、合理的な単位をもって記載すること。 

［16～19 略］ 

（12―２） ファンドの状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に

係るものに限る。） 

［略］ 

ファンドの資産構成 

区分 金額 備考 

［略］ 

暗号等資産 ［略］  

［略］ 

［略］ 

（注意事項） 

［略］ 

資産の内容を記載した上で、残高（金額）を記載すること。なお、暗号資

産については邦貨換算に用いた標準を記載することとし、金額による記載

が困難なものについては、合理的な単位をもって記載すること。 

また、「備考」の欄には、それぞれの資産の区分ごとに外国に所在する

資産の残高（金額）、割合及び邦貨換算した際の外国為替レートを記載す

ること。 

［11～14 同左］ 

15 「総出資額」の欄には、基準時におけるファンドの出資額の残高（累積

出資額から償還・解約等された分を控除したもの）を記載すること。この

うち、当該ファンドの計算期間中に新規に出資又は拠出を受けた分につい

ては、下段に内書（括弧書）としてその金額を記載すること。ただし、計

算期間が１年でない場合は、直近の１年間において新規に出資又は拠出を

受けた分を記載すること。また、暗号資産での出資がある場合には、その

残高（金額）及び邦貨換算に用いた標準を記載すること。なお、金額によ

る記載が困難なものについては、合理的な単位をもって記載すること。 

［16～19 同左］ 

（12―２） ［同左］ 

 

［同左］ 

ファンドの資産構成 

区分 金額 備考 

［同左］ 

暗号資産 ［同左］  

［同左］ 

［同左］ 

（注意事項） 

［同左］ 
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２ ［略］ 

 

２ ［同左］ 
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別紙様式第三十三号（附則第五十五条関係） 

（日本産業規格А４） 

 

第  期事業報告書 

 

年  月  日提出 

商号又は名称 

住所又は所在地 

氏名 

（法人にあっては、代表者の役職氏名） 

（注意事項） 

［略］ 

１ 業務の状況 

［⑴～⑽ 略］ 

⑾ 法附則第３条の３第５項第１号イ又は第２号イに掲げる行為に係る業務の状

況 

［①～⑥ 略］ 

⑦ 募集の取扱い又は私募の取扱いを行った法第２条第２項第６号に係るみな

し有価証券の状況 
［略］ 

出資額 

総出資額 
総出資額 

（１年前） 

１口当たりの出

資額 

［略］ 

うち暗号等資産

での出資 

うち暗号等資産

での出資（１年

前） 

 

［略］ 

別紙様式第三十三号（附則第五十五条関係） 

（日本産業規格А４） 

 

第  期事業報告書 

 

年  月  日提出 

商号又は名称 

住所又は所在地 

氏名 

（法人にあっては、代表者の役職氏名） 

（注意事項） 

［同左］ 

１ ［同左］ 

［⑴～⑽ 同左］ 

⑾ ［同左］ 

 

［①～⑥ 同左］ 

⑦ ［同左］ 

 
［同左］ 

出資額 

総出資額 
総出資額 

（１年前） 

１口当たりの出

資額 

［同左］ 

うち暗号資産で

の出資 

うち暗号資産で

の出資（１年前

） 

 

［同左］ 

年  月  日から 
年  月  日まで 

年  月  日から 
年  月  日まで 
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［略］ 

ファンドの資産構成 

区分 金額 備考 

［略］ 

暗号等資産 ［略］  

［略］ 

［略］ 

（注意事項） 
［１～５ 略］ 
６ 「総出資額」の欄には、基準時におけるファンドの出資額の残高（累

積出資額から償還・解約等された分を控除したもの）及び持分の総数を

記載すること。このうち、当該ファンドの計算期間中に新規に出資又は

拠出を受けた分については、下段に内書（括弧書）としてその金額及び

持分の総数を記載すること。ただし、計算期間が１年でない場合は、直

近の１年間において新規に出資又は拠出を受けた分を記載すること。ま

た、暗号等資産での出資がある場合には、その残高（金額）及び邦貨換

算に用いた標準を記載すること。なお、金額による記載が困難なものに

ついては、合理的な単位をもって記載すること。 
「総出資額（１年前）」の欄には、基準時が含まれる計算期間の直前

の計算期間末の総出資額及び持分の総数を記載すること。ただし、計算

期間が１年でない場合は、基準時の１年前の日の直近の計算期間末にお

ける総出資額を、当該計算期間末の日付とともに記載すること。また、

暗号等資産での出資がある場合には、その残高（金額）及び邦貨換算に

用いた標準を記載すること。なお、金額による記載が困難なものについ

ては、合理的な単位をもって記載すること。 
７ 「ファンドの資産構成」の欄には、それぞれの資産の区分ごとに残高

（金額）を記載すること。現金・預金、有価証券、デリバティブ資産及

［同左］ 

ファンドの資産構成 

区分 金額 備考 

［同左］ 

暗号資産 ［同左］  

［同左］ 

［同左］ 

（注意事項） 
［１～５ 同左］ 
６ 「総出資額」の欄には、基準時におけるファンドの出資額の残高（累

積出資額から償還・解約等された分を控除したもの）及び持分の総数を

記載すること。このうち、当該ファンドの計算期間中に新規に出資又は

拠出を受けた分については、下段に内書（括弧書）としてその金額及び

持分の総数を記載すること。ただし、計算期間が１年でない場合は、直

近の１年間において新規に出資又は拠出を受けた分を記載すること。ま

た、暗号資産での出資がある場合には、その残高（金額）及び邦貨換算

に用いた標準を記載すること。なお、金額による記載が困難なものにつ

いては、合理的な単位をもって記載すること。 
「総出資額（１年前）」の欄には、基準時が含まれる計算期間の直前

の計算期間末の総出資額及び持分の総数を記載すること。ただし、計算

期間が１年でない場合は、基準時の１年前の日の直近の計算期間末にお

ける総出資額を、当該計算期間末の日付とともに記載すること。また、

暗号資産での出資がある場合には、その残高（金額）及び邦貨換算に用

いた標準を記載すること。なお、金額による記載が困難なものについて

は、合理的な単位をもって記載すること。 
７ 「ファンドの資産構成」の欄には、それぞれの資産の区分ごとに残高

（金額）を記載すること。現金・預金、有価証券、デリバティブ資産及
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び暗号等資産以外の資産の区分に該当する資産については、具体的な資

産の内容を記載した上で、残高（金額）を記載すること。なお、暗号等

資産については邦貨換算に用いた標準を記載することとし、金額による

記載が困難なものについては、合理的な単位をもって記載すること。ま

た、「備考」の欄には、それぞれの資産の区分ごとに外国に所在する資

産の残高（金額）、割合及び邦貨換算した際の外国為替レートを記載す

ること。 
なお、有価証券の資産の区分のうちに非上場株式に係るものが含まれ

ている場合には、その旨及び残高（金額）についても記載すること。 
［８～13 略］ 

⑧ ［略］ 
⑨ 募集の取扱い又は私募の取扱いを行った法第２条第２項第６号に係るみな

し有価証券の状況 

［略］ 

出資額 

総出資額 
総出資額 

（１年前） 

１口当たりの出

資額 

［略］ 

うち暗号等資産

での出資 

うち暗号等資産

での出資（１年

前） 

 

［略］ 

［略］ 

ファンドの資産構成 

区分 金額 備考 

［略］ 

暗号等資産 ［略］  

［略］ 

び暗号資産以外の資産の区分に該当する資産については、具体的な資産

の内容を記載した上で、残高（金額）を記載すること。なお、暗号資産

については邦貨換算に用いた標準を記載することとし、金額による記載

が困難なものについては、合理的な単位をもって記載すること。また、

「備考」の欄には、それぞれの資産の区分ごとに外国に所在する資産の

残高（金額）、割合及び邦貨換算した際の外国為替レートを記載するこ

と。 
なお、有価証券の資産の区分のうちに非上場株式に係るものが含まれ

ている場合には、その旨及び残高（金額）についても記載すること。 
［８～13 同左］ 

⑧ ［同左］ 
⑨ ［同左］ 

 

［同左］ 

出資額 

総出資額 
総出資額 

（１年前） 

１口当たりの出

資額 

［同左］ 

うち暗号資産で

の出資 

うち暗号資産で

の出資（１年前

） 

 

［同左］ 

［同左］ 

ファンドの資産構成 

区分 金額 備考 

［同左］ 

暗号資産 ［同左］  

［同左］ 
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［略］ 

（注意事項） 
［略］ 

⑩ ［略］ 
⑪ 募集の取扱い又は私募の取扱いを行った法第２条第２項第６号に係るみな

し有価証券の状況 

［略］ 

出資額 

総出資額 
総出資額 

（１年前） 

１口当たりの出

資額 

［略］ 

うち暗号等資産

での出資 

うち暗号等資産

での出資（１年

前） 

 

［略］ 

［略］ 

ファンドの資産構成 

区分 金額 備考 

［略］ 

暗号等資産 ［略］  

［略］ 

［略］ 

（注意事項） 
［略］ 

⑿ ［略］ 

⒀ 法附則第３条の３第５項第１号ハ又は第２号ハに掲げる行為に係る業務の状

況 

［①～⑤ 略］ 

［同左］ 

（注意事項） 
［同左］ 

⑩ ［同左］ 
⑪ ［同左］ 

 

［同左］ 

出資額 

総出資額 
総出資額 

（１年前） 

１口当たりの出

資額 

［同左］ 

うち暗号資産で

の出資 

うち暗号資産で

の出資（１年前

） 

 

［同左］ 

［同左］ 

ファンドの資産構成 

区分 金額 備考 

［同左］ 

暗号資産 ［同左］  

［同左］ 

［同左］ 

（注意事項） 
［同左］ 

⑿ ［同左］ 

⒀ ［同左］ 

 

［①～⑤ 同左］ 
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⑥ ファンドの状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るも

のを除く。） 

［略］ 

ファンドの資産構成 

区分 金額 備考 

［略］ 

暗号等資産 ［略］  

［略］ 

［略］ 

（注意事項） 

［１～９ 略］ 

10 「ファンドの資産構成」の欄には、それぞれの資産の区分ごとに残高

（金額）を記載すること。現金、有価証券、うち非上場株式、デリバテ

ィブ資産及び暗号等資産以外の資産の区分に該当する資産については、

具体的な資産の内容を記載した上で、残高（金額）を記載すること。な

お、暗号等資産については邦貨換算に用いた標準を記載することとし、

金額による記載が困難なものについては、合理的な単位をもって記載す

ること。 

また、「備考」の欄には、それぞれの資産の区分ごとに外国に所在す

る資産の残高（金額）、割合及び邦貨換算した際の外国為替レートを記

載すること。 

［11～13 略］ 

14 「総出資額」の欄には、基準時におけるファンドの出資額の残高（累

積出資額から償還・解約等された分を控除したもの）を記載すること。

このうち、当該ファンドの計算期間中に新規に出資又は拠出を受けた分

については、下段に内書（括弧書）としてその金額を記載すること。た

だし、計算期間が１年でない場合は、直近の１年間において新規に出資

⑥ ［同左］ 

 

［同左］ 

ファンドの資産構成 

区分 金額 備考 

［同左］ 

暗号資産 ［同左］  

［同左］ 

［同左］ 

（注意事項） 

［１～９ 同左］ 

10 「ファンドの資産構成」の欄には、それぞれの資産の区分ごとに残高

（金額）を記載すること。現金、有価証券、うち非上場株式、デリバテ

ィブ資産及び暗号資産以外の資産の区分に該当する資産については、具

体的な資産の内容を記載した上で、残高（金額）を記載すること。なお

、暗号資産については邦貨換算に用いた標準を記載することとし、金額

による記載が困難なものについては、合理的な単位をもって記載するこ

と。 

また、「備考」の欄には、それぞれの資産の区分ごとに外国に所在す

る資産の残高（金額）、割合及び邦貨換算した際の外国為替レートを記

載すること。 

［11～13 同左］ 

14 「総出資額」の欄には、基準時におけるファンドの出資額の残高（累

積出資額から償還・解約等された分を控除したもの）を記載すること。

このうち、当該ファンドの計算期間中に新規に出資又は拠出を受けた分

については、下段に内書（括弧書）としてその金額を記載すること。た

だし、計算期間が１年でない場合は、直近の１年間において新規に出資



- 78 - 
 

又は拠出を受けた分を記載すること。また、暗号等資産での出資がある

場合には、その残高（金額）及び邦貨換算に用いた標準を記載すること

。なお、金額による記載が困難なものについては、合理的な単位をもっ

て記載すること。 

［15～18 略］ 

⑦ ファンドの状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るも

のに限る。） 

［略］ 

ファンドの資産構成 

区分 金額 備考 

［略］ 

暗号等資産 ［略］  

［略］ 

［略］ 

（注意事項） 

［略］ 

［⑧・⑨ 略］ 

２ ［略］ 

 

又は拠出を受けた分を記載すること。また、暗号資産での出資がある場

合には、その残高（金額）及び邦貨換算に用いた標準を記載すること。

なお、金額による記載が困難なものについては、合理的な単位をもって

記載すること。 

［15～18 同左］ 

⑦ ［同左］ 

 

［同左］ 

ファンドの資産構成 

区分 金額 備考 

［同左］ 

暗号資産 ［同左］  

［同左］ 

［同左］ 

（注意事項） 

［同左］ 

［⑧・⑨ 同左］ 

２ ［同左］ 
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別紙様式第三十四号（附則第五十七条関係） 

（日本産業規格А４） 

 

第  期事業報告書 

 

 年  月  日 

商号又は名称 

住所又は所在地 

氏名 

（法人にあっては、代表者の役職氏名） 

（注意事項） 

［略］ 

１ 業務の状況 

［⑴～⑺ 略］ 

⑻ 法附則第３条の３第５項第１号イ又は第２号イに掲げる行為に係る業務の状

況 

［①～⑥ 略］ 
⑦ 募集の取扱い又は私募の取扱いを行った法第２条第２項第６号に係るみな

し有価証券の状況 
［略］ 

出資額 

総出資額 
総出資額 

（１年前） 

１口当たりの出

資額 

［略］ 

うち暗号等資産

での出資 

うち暗号等資産

での出資（１年

前） 

 

［略］ 

別紙様式第三十四号（附則第五十七条関係） 

（日本産業規格А４） 

 

第  期事業報告書 

 

 年  月  日 

商号又は名称 

住所又は所在地 

氏名 

（法人にあっては、代表者の役職氏名） 

（注意事項） 

［同左］ 

１ ［同左］ 

［⑴～⑺ 同左］ 

⑻ ［同左］ 

 

［①～⑥ 同左］ 
⑦ ［同左］ 

 
［同左］ 

出資額 

総出資額 
総出資額 

（１年前） 

１口当たりの出

資額 

［同左］ 

うち暗号資産で

の出資 

うち暗号資産で

の出資（１年前

） 

 

［同左］ 

年  月  日から 
年  月  日まで 

年  月  日から 
年  月  日まで 
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［略］ 

（注意事項） 
［１～５ 略］ 
６ 「総出資額」の欄には、基準時におけるファンドの出資額の残高（累

積出資額から償還・解約等された分を控除したもの）及び持分の総数を

記載すること。このうち、当該ファンドの計算期間中に新規に出資又は

拠出を受けた分については、下段に内書（括弧書）としてその金額及び

持分の総数を記載すること。ただし、計算期間が１年でない場合は、直

近の１年間において新規に出資又は拠出を受けた分を記載すること。ま

た、暗号等資産での出資がある場合には、その残高（金額）及び邦貨換

算に用いた標準を記載すること。なお、金額による記載が困難なものに

ついては、合理的な単位をもって記載すること。 
「総出資額（１年前）」の欄には、基準時が含まれる計算期間の直前

の計算期間末の総出資額及び持分の総数を記載すること。ただし、計算

期間が１年でない場合は、基準時の１年前の日の直近の計算期間末にお

ける総出資額を、当該計算期間末の日付とともに記載すること。また、

暗号等資産での出資がある場合には、その残高（金額）及び邦貨換算に

用いた標準を記載すること。なお、金額による記載が困難なものについ

ては、合理的な単位をもって記載すること。 
［７～10 略］ 

⑧ ［略］ 
⑨ 募集の取扱い又は私募の取扱いを行った法第２条第２項第６号に係るみな

し有価証券の状況 
［略］ 

 

 
総出資額 

総出資額 

（１年前） 

１口当たりの出

資額 

［同左］ 

（注意事項） 
［１～５ 同左］ 
６ 「総出資額」の欄には、基準時におけるファンドの出資額の残高（累

積出資額から償還・解約等された分を控除したもの）及び持分の総数を

記載すること。このうち、当該ファンドの計算期間中に新規に出資又は

拠出を受けた分については、下段に内書（括弧書）としてその金額及び

持分の総数を記載すること。ただし、計算期間が１年でない場合は、直

近の１年間において新規に出資又は拠出を受けた分を記載すること。ま

た、暗号資産での出資がある場合には、その残高（金額）及び邦貨換算

に用いた標準を記載すること。なお、金額による記載が困難なものにつ

いては、合理的な単位をもって記載すること。 
「総出資額（１年前）」の欄には、基準時が含まれる計算期間の直前

の計算期間末の総出資額及び持分の総数を記載すること。ただし、計算

期間が１年でない場合は、基準時の１年前の日の直近の計算期間末にお

ける総出資額を、当該計算期間末の日付とともに記載すること。また、

暗号資産での出資がある場合には、その残高（金額）及び邦貨換算に用

いた標準を記載すること。なお、金額による記載が困難なものについて

は、合理的な単位をもって記載すること。 
［７～10 同左］ 

⑧ ［同左］ 
⑨ ［同左］ 

 

［同左］ 

 総出資額 
総出資額 

（１年前） 

１口当たりの出

資額 
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出資額 

 

［略］ 

うち暗号等資産

での出資 

うち暗号等資産

での出資（１年

前） 

 

［略］ 

［略］ 

（注意事項） 
［略］ 

⑩ ［略］ 
⑪ 募集の取扱い又は私募の取扱いを行った法第２条第２項第６号に係るみな

し有価証券の状況 

［略］ 

出資額 

総出資額 
総出資額 

（１年前） 

１口当たりの出

資額 

［略］ 

うち暗号等資産

での出資 

うち暗号等資産

での出資（１年

前） 

 

［略］ 

［略］ 

（注意事項） 
［略］ 

［⑼・⑽ 略］ 

２ ［略］ 

 

出資額 

 

［同左］ 

うち暗号資産で

の出資 

うち暗号資産で

の出資（１年前

） 

 

［同左］ 

［同左］ 

（注意事項） 
［同左］ 

⑩ ［同左］ 
⑪ ［同左］ 

 

［同左］ 

出資額 

総出資額 
総出資額 

（１年前） 

１口当たりの出

資額 

［同左］ 

うち暗号資産で

の出資 

うち暗号資産で

の出資（１年前

） 

 

［同左］ 

［同左］ 

（注意事項） 
［同左］ 

［⑼・⑽ 同左］ 

２ ［同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 

 


